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規 則

　政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に

関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第40号

　　　政治倫理の確立のための川崎市長等の資産

　　　等の公開に関する条例施行規則の一部を改

　　　正する規則

　政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に

関する条例施行規則（平成５年川崎市規則第84号）の一

部を次のように改正する。

　第５号様式及び第６号様式中

「

分

離

課

税

土地等の事業・雑所得

短期譲渡所得

長期譲渡所得

株式等の事業・譲渡・雑所得

上場株式等の配当所得

先物取引の事業・譲渡・雑所得

 」

を

「

分

離

課

税

土地等の事業・雑所得

短期譲渡所得

長期譲渡所得

一般株式等の事業・譲渡・雑所得

上場株式等の事業・譲渡・雑所得

上場株式等の利子・配当所得

先物取引の事業・譲渡・雑所得

 」

に改める。

　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────
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　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　

川崎市規則第41号

　　　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施

　　　行規則の一部を改正する規則

川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（昭和

62年川崎市規則第77号）の一部を次のように改正する。

　別表武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場の項中

「

第５施設 川崎市高津区溝口２丁目304番２先

 」

を

「

第５施設 川崎市高津区溝口２丁目304番２先

第６施設 川崎市高津区溝口１丁目413番４

 」

に改める。

　附　則

　この規則は、平成29年４月18日から施行する。

告 示

川崎市告示第198号

　川崎市公印規則（昭和39年川崎市規則第６号）第８条

第１項の規定により、次の名称の公印を廃止しますの

で、同規則第９条の規定に基づき告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　川崎市市民ミュージアム館長印

　⑴ 　保管場所及び個数

　　　市民ミュージアム　１個

　⑵ 　廃止年月日

　　　平成29年３月31日

　　　───────────────────

川崎市告示第199号

　川崎市物品会計規則（昭和39年川崎市規則第32号）第

16条第３項の規定により物品出納員を設置し、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基づ

き、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務に

ついて、次のとおり委任させましたので、同項後段の規

定により告示します。

委任を受けた者の職 委任を受けた事務の範囲 委任を受けた期間

総務企画局都市政策部広域行政・地方分権担当物品

出納員（総合企画局都市政策部広域行政・地方分権

担当の庶務を担当する担当係長）

総務企画局都市政策部広域行政・地方分権担当の

物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管に関

する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

市民文化局市民生活部交流推進担当物品出納員（市

民文化局市民生活部交流推進担当の庶務を担当する

担当係長）

市民文化局市民生活部交流推進担当の物品（基金

に属する動産を含む。）の出納保管に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

環境局生活環境部廃棄物政策担当物品出納員（環境

局生活環境部廃棄物政策担当の庶務を担当する担当

係長）

環境局生活環境部廃棄物政策担当の物品（基金に

属する動産を含む。）の出納保管に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

健康福祉局総務部臨時福祉給付金担当物品出納員

（健康福祉局総務部臨時福祉給付金担当の庶務を担

当する担当係長）

健康福祉局総務部臨時福祉給付金担当の物品（基

金に属する動産を含む。）の出納保管に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局総務部監査担当物品出納員（こども未

来局総務部監査担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局総務部監査担当の物品（基金に属す

る動産を含む。）の出納保管に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部事業調整・待機児童対策

担当物品出納員（こども未来局子育て推進部事業調

整・待機児童対策担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部事業調整・待機児童対

策担当及び幼児教育担当の物品（基金に属する動

産を含む。）の出納保管に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部川崎区保育総合支援担当

物品出納員（こども未来局子育て推進部川崎区保育

総合支援担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部川崎区保育総合支援担

当の物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管

に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部幸区保育総合支援担当物

品出納員（こども未来局子育て推進部幸区保育総合

支援担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部幸区保育総合支援担当

の物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管に

関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部中原区保育総合支援担当

物品出納員（こども未来局子育て推進部中原区保育

総合支援担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部中原区保育総合支援担

当の物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管

に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで
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こども未来局子育て推進部高津区保育総合支援担当

物品出納員（こども未来局子育て推進部高津区保育

総合支援担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部高津区保育総合支援担

当の物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管

に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部宮前区保育総合支援担当

物品出納員（こども未来局子育て推進部宮前区保育

総合支援担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部宮前区保育総合支援担

当の物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管

に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部多摩区保育総合支援担当

物品出納員（こども未来局子育て推進部多摩区保育

総合支援担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部多摩区保育総合支援担

当の物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管

に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部麻生区保育総合支援担当

物品出納員（こども未来局子育て推進部麻生区保育

総合支援担当の庶務を担当する担当係長）

こども未来局子育て推進部麻生区保育総合支援担

当の物品（基金に属する動産を含む。）の出納保管

に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

教育委員会事務局学校教育部区教育担当（川崎区、

幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区）

のうち、物品事務を担当する担当係長

教育委員会事務局学校教育部区教育担当（川崎区、

幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区）

の物品（基金に属する動産含む。）の出納保管に関

する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第200号

　川崎市物品会計規則（昭和39年川崎市規則第32号）第

16条第３項の規定により区物品出納員を設置し、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第174条の44第４項

の規定に基づき、区会計管理者をして区会計管理者の権

限に属する事務について、次のとおり委任させましたの

で、同項後段の規定により告示します。

川崎市告示第201号

　川崎市契約条例（昭和39年川崎市条例第14号）第７条

第４項の規定により、同条第１項に規定する作業報酬下

限額を次のとおり定めたので、告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工

事請負契約に係る作業に従事する者に支払われるべき作

業報酬下限額

別表のとおり

　附　則

　この告示は、告示日から施行する。

（別表）特定工事請負契約の作業報酬下限額（単位：円）

職種 作業報酬下限額

特殊作業員 2,594

普通作業員 2,242

軽作業員 1,570

造園工 2,230

法面工 2,776

とび工 2,958

石工 2,924

ブロック工 2,697

電工 2,480

鉄筋工 2,799

鉄骨工 2,776

塗装工 3,049

委任を受けた者の職 委任を受けた事務の範囲 委任を受けた期間

区役所危機管理担当物品出納員（区役所危機管理担当の

庶務を担当する担当係長）

区役所危機管理担当の物品（基金に属する動産

を含む。）の出納保管に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

区役所保健福祉センター地域みまもり支援センター担当

地域ケア推進担当物品出納員（区役所保健福祉センター

地域みまもり支援センター担当地域ケア推進担当の庶務

を担当する担当係長）

区役所保健福祉センター地域みまもり支援セ

ンター担当の物品（基金に属する動産を含む。）

の出納保管に関する事務

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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溶接工（機械工） 3,345

運転手（特殊） 2,629

運転手（一般） 2,242

潜かん工 3,243

潜かん世話役 3,834

さく岩工 3,072

トンネル特殊工 3,208

トンネル作業員 2,629

トンネル世話役 3,458

橋りょう特殊工 3,220

橋りょう塗装工 3,367

橋りょう世話役 3,630

土木一般世話役 2,697

高級船員 3,140

普通船員 2,480

潜水士 4,346

潜水連絡員 2,958

潜水送気員 2,912

山林砂防工 2,902

軌道工 4,732

型わく工 2,799

大工 2,765

左官 2,902

配管工 2,287

はつり工 2,708

防水工 2,958

板金工 2,935

タイル工 2,457

サッシ工 2,720

内装工 3,026

ガラス工 2,685

建具工 2,629

ダクト工 2,275

保温工 2,389

建築ブロック工 2,538

設備機械工 2,424

交通誘導警備員Ａ 1,570

交通誘導警備員Ｂ 1,365

電気通信技術者 3,322

電気通信技術員 2,230

機械設備製作工 2,639

機械設備据付工 2,333

　　　───────────────────

川崎市告示第202号

　川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）第

14条第３項ただし書の規定により金銭出納員を設置し、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項及び

同規則第３条の３第３項の規定に基づき、会計管理者を

して会計管理者の権限に属する事務について、次のとお

り委任させましたので、同法第171条第４項後段の規定

により告示します。

委任を受けた者の職 委任を受けた事務の範囲 委任を受けた期間

総務企画局金銭出納員

（総務企画局服務監察担当の担当課長）

審査請求に係る提出書類の写し等の交付に要

する費用その他担当の事務事業に附帯する諸

収入の収納

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

市民文化局市民生活部金銭出納員

（市民文化局市民生活部交流推進担当の庶務を担当する

担当課長）

市民文化局市民生活部交流推進担当の事務事

業に附帯する諸収入の収納

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

健康福祉局総務部金銭出納員

（健康福祉局総務部臨時福祉給付金担当の担当課長）

健康福祉局総務部臨時福祉給付金担当の事務

事業に附帯する諸収入の収納

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

こども未来局子育て推進部金銭出納員

（こども未来局子育て推進部各区保育総合支援担当の担

当課長）

こども未来局子育て推進部各区保育総合支援

担当の事務事業に附帯する諸収入の収納

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第203号

　川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）第

14条第３項ただし書の規定により区金銭出納員を設置

し、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第174条

の44第４項の規定に基づき、区会計管理者をして区会計

管理者の権限に属する事務について、次のとおり委任さ

せましたので、同令第174条の44第４項後段の規定によ

り告示します。
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委任を受けた者の職 委任を受けた事務の範囲 委任を受けた期間

区役所区金銭出納員（区役所危機管理担当の担当課長） 区役所危機管理担当の事務事業に附帯する諸

収入の収納

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

区役所保健福祉センター区金銭出納員（区役所保健福祉

センター地域みまもり支援センター担当の地域ケア推進

担当課長）

区役所保健福祉センター地域みまもり支援セ

ンター担当地域ケア推進担当の事務事業に附

帯する諸収入の収納

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

区役所保健福祉センター区金銭出納員（区役所保健福祉

センター地域みまもり支援センター担当の地域支援担当

課長）

区役所保健福祉センター地域みまもり支援セ

ンター担当地域支援担当の事務事業に附帯す

る諸収入の収納

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第204号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

２項の規定に基づき、富士見公園における、次に掲げる

使用料の収納事務を委託したので告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　川崎市中原区等々力３番12号

　　公益財団法人　川崎市公園緑地協会

　　理事長　大谷　雄二

２ 　委託事務

　　富士見公園内弓道場及び相撲場の使用料の収納事務

３ 　委託期間

　　平成29年４月１日から30年３月31日まで

　　ただし、休場日は除く。

　　　───────────────────

川崎市告示第205号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、等々力緑地釣池使用料収納事務を

次のとおり委託したので同施行令第158条第２項の規定

により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　川崎市中原区等々力３番12号

　　公益財団法人　川崎市公園緑地協会

　　理事長　大谷　雄二

２ 　委託する事務の種類

　　等々力緑地釣池使用料収納事務

３ 　委託する期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第206号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、等々力陸上競技場個人使用料収納

事務を次のとおり委託したので同施行令第158条第２項

の規定により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　川崎市中原区等々力３番12号

　　公益財団法人　川崎市公園緑地協会

　　理事長　大谷　雄二

２ 　委託する事務の種類

　　等々力陸上競技場個人使用料収納事務

３ 　委託する期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第207号

　　　川崎市犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票交

　　　付手数料収納事務の委託

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票

交付手数料の収納事務を次のとおり委託しましたので、

同条第２項の規定により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　所在地　川崎市中原区今井上町１番34号和田ビル内

　　氏　名　公益社団法人川崎市獣医師会

　　代表者　会長　竹原　秀行

２ 　委託事務

　 　川崎市手数料条例（昭和25年条例第６号）第２条第

134号及び第137号に規定する手数料に関する収納事務

３ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────
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川崎市告示第208号

　介護保険法115条46第11項において準用する法第69条

の14第２項の規定に基づき、次のとおり社会福祉法人中

川徳生会が運営する「地域包括支援センター　ビオラ宮

崎」の所在地を変更したので告示する。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（変更前）

　所在地：川崎市宮前区宮崎176－21

（変更後）

　所在地：川崎市宮前区宮崎２－８－32

　　　　　コスモ宮崎台102号

（変更日）平成29年４月１日

　　　───────────────────

川崎市告示第209号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第144条の２の規

定に基づき、川崎市介護保険料の収納事務を下記の私人

に委託したので、介護保険法施行令（平成10年政令第

412号）第45条の７第１項の規定により告示します。

　　平成29年４月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

記

１ 　受託者の住所及び名称

　　所在地　東京都江東区豊洲三丁目３番３号

　　名　称　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

　　代表者　代表取締役社長　岩本　敏男

２ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第210号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成29年４月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第211号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条の

２第１項の規定に基づき市税の収納事務を私人に委託し

たので、同条第６項において準用する同令第158条第２

項の規定により、次のとおり告示します。

　　平成29年４月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の住所及び名称

　　所在地　東京都江東区豊洲三丁目３番３号

　　名　称　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

　　代表者　代表取締役社長　岩　本　敏　男

２ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第212号

　　　平成29年度包括外部監査契約の締結について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第１

項の規定により、次のとおり包括外部監査契約を締結し

たので、同条第５項の規定に基づき告示します。

　　平成29年４月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　包括外部監査契約の期間の始期

　　平成29年４月１日

２ 　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に

要する費用の額の算定方法

　 　18,000,000円を限度として、基本費用の額並びに執

務費用及び実費を合算した金額

３ 　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

　　氏名　山﨑　聡一郎

　　住所　東京都江戸川区清新町１丁目４番11－201号
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４ 　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に

要する費用の支払方法

　　監査の結果に関する報告提出後に一括払い

　　　───────────────────

川崎市告示第214号

　　　平成29年度入港料徴収事務委託

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定により、川崎市入港料条例（昭和51年川崎市

条例第54号）第３条第１項に規定する入港料の徴収事務

を次のとおり委託したので告示します。

　　平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　横浜市中区山下町２番地

　　産業貿易センタービル４階

　　横浜港埠頭株式会社

　　代表取締役社長　櫻井　文男

２ 　委託事務

　 　平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に

川崎港に入港した船舶であって、次に掲げる者から川

崎市入港料条例第４条に規定する入港の届出のあった

船舶に係る入港料の徴収事務

　　東海運株式会社横浜支店川崎船舶営業所

　　三菱倉庫株式会社横浜支店港運事業課

　 　東洋埠頭株式会社東扇島支店コンテナターミナル営

業所

３ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第215号

　　　東扇島東公園管理業務委託

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定により、川崎市港湾施設条例及び同条例施行

規則の規定に基づく施設の使用料の収納事務を含む業務

を委託したので、同条第２項の規定により、告示します。

平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　川崎市川崎区南町20番地３

　　秋山商事　株式会社

　　代表取締役　秋山　博

２ 　委託事務

　 　川崎市港湾施設条例第13条第１項第19号に規定する

使用料に関する収納事務

３ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第216号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月７日から平成29年４月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野 川

第158号線

川崎市宮前区野川

3396番１先
4.00 108.98

川崎市宮前区野川

1284番３先

新
野 川

第158号線

川崎市宮前区野川

3396番１先
6.00 108.93

川崎市宮前区野川

1284番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第217号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年４月７日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月７日から平成29年４月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野 川

第15 8号線

川崎市宮前区野川3396番１先

川崎市宮前区野川1284番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第218号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月７日から平成29年４月21日まで一般の

縦覧に供します。

平成29年４月７日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
登戸新町

第38号線

川崎市多摩区登戸新町

382番11先
3.52

～

3.53

1.82
川崎市多摩区登戸新町

382番11先

新
登戸新町

第38号線

川崎市多摩区登戸新町

382番３先
4.00 1.82

川崎市多摩区登戸新町

382番３先

旧
登戸新町

第38号線

川崎市多摩区登戸新町

386番２先
3.51 15.27

川崎市多摩区登戸新町

386番２先

新
登戸新町

第38号線

川崎市多摩区登戸新町

382番３先
4.00 15.27

川崎市多摩区登戸新町

382番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第219号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年４月７日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月７日から平成29年４月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

登 戸 新 町

第 3 8 号 線

川崎市多摩区登戸新町382番３先

川崎市多摩区登戸新町382番３先

登 戸 新 町

第 3 8 号 線

川崎市多摩区登戸新町382番３先

川崎市多摩区登戸新町382番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第220号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、川崎市放置自転車等返還手数料の

収納事務を次のとおり委託したので、同施行令同条第２

項の規定により告示します。

　　平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　所 在 地　川崎市川崎区砂子一丁目10番２号

　　　　　　　ソシオ砂子ビル

　　名　　称　一般社団法人　川崎市交通安全協会

　　代表者名　会長　　關　　進

２ 　委託事務

　 　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年

川崎市条例第４号）第13条第２項及び川崎市自転車等

の放置防止に関する条例施行規則第11条に規定する手

数料に関する収納事務

３ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第221号

　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年８月17日

号外法律第80号）第114条の規定に基づき、後期高齢者

医療保険料の収納事務を下記の私人に委託したので、高

齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年10月19

日号外政令第318号）第33条第１項の規定により告示し

ます。

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

記

１ 　受託者の住所及び名称

　　所 在 地　東京都江東区豊洲三丁目３番３号

　　名　　称　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

　　代 表 者　代表取締役社長　岩本　敏男

２ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第222号

　　　東扇島中公園及びバーベキュー施設管理業

　　　務委託

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定により、川崎市港湾施設条例及び同条例施行

規則の規定に基づく施設の使用料の収納事務を含む業務

を委託したので、同条第２項の規定により、告示します。

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　公益社団法人　川崎港振興協会

　　会長　齋藤　文夫

２ 　委託事務

　 　川崎市港湾施設条例第13条第１項第19号に規定する

使用料に関する収納事務

３ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────
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川崎市告示第223号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月11日から平成29年４月25日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
有 馬

第243号線

川崎市宮前区東有馬

５丁目3006番先
3.27 20.93

川崎市宮前区東有馬

５丁目3007番先

新
有 馬

第243号線

川崎市宮前区東有馬

５丁目3006番先
3.63 20.93

川崎市宮前区東有馬

５丁目3007番先

　　　───────────────────

川崎市告示第224号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年４月11日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月11日から平成29年４月25日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

有 馬

第24 3号線

川崎市宮前区東有馬５丁目3006番先

川崎市宮前区東有馬５丁目3007番先

　　　───────────────────

川崎市告示第225号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第226号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の廃止並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の廃止を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第227号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処
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理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第228号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第19条第１項の規定により、

都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図

書を公衆の縦覧に供します。

　　平成29年４月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　 　川崎都市計画特別緑地保全地区の変更（久末小貝谷

特別緑地保全地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　高津区　久末地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第229号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第19条第１項の規定により、

都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図

書を公衆の縦覧に供します。

　　平成29年４月13日

 川崎市長　福　田　　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　 　川崎都市計画特別緑地保全地区の変更（南野川特別

緑地保全地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　宮前区　野川地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第230号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月13日から平成29年４月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野 川

第158号線

川崎市宮前区野川1287

番12先
3.34

～

3.53

10.42
川崎市宮前区野川1287

番12先

新
野 川

第158号線

川崎市宮前区野川1287

番12先
3.67

～

3.77

10.42
川崎市宮前区野川1287

番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第231号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年４月13日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月13日から平成29年４月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野 川

第15 8号線

川崎市宮前区野川1287番12先

川崎市宮前区野川1287番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第232号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月14日から平成29年４月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
西 生 田

第62号線

川崎市多摩区西生田３

丁目2563番３先
1.82 11.13

川崎市多摩区西生田３

丁目2563番３先

新
西 生 田

第62号線

川崎市多摩区西生田３

丁目2563番３先
2.91 11.13

川崎市多摩区西生田３

丁目2563番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第233号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年４月14日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年４月14日から平成29年４月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

西 生 田

第 6 2 号 線

川崎市多摩区西生田３丁目2563番３先

川崎市多摩区西生田３丁目2563番３先

公 告

川崎市公告第203号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道貝塚京町線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市川崎区京町１丁目14番地先

履行期間 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年４月17日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第204号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関

する工事の完了を次のとおり公告します。

　　平成29年４月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区栗谷二丁目19番２

 ほか１筆

 1,108平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都新宿区富久町10番19号堀内ビル４Ｆ

　　株式会社　アクロス　代表取締役　黒田　豊

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：８戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年11月１日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第116号

　　　───────────────────

川崎市公告第205号

　　　リサイクルパークあさお整備事業に係る

　　　事後調査報告書（供用時その２）について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成29年４月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　名　称：川崎市

　　代表者：川崎市長　福田　紀彦

　　住　所：川崎市川崎区宮本町１番地

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　リサイクルパークあさお整備事業

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第２種行為）

　　　廃棄物処理施設の新設（第１種行為）

３ 　事後調査報告書（供用時その２）の要旨

　⑴ 　指定開発行為の概要

　　ア 　指定開発行為者

　　イ 　指定開発行為の名称及び種類

　　ウ 　指定開発行為を実施する区域

　　エ 　指定開発行為の目的及び内容

　　オ 　条例環境影響評価書以降の手続き経過等

　⑵ 　環境保全のための措置の実施状況

　⑶ 　条例環境影響評価書に掲げる事後調査計画の概要

　　ア 　事後調査の項目

　　イ 　事後調査（供用時その２）の内容

　⑷ 　事後調査結果

　　ア 　地域交通

４ 　事後調査報告書（供用時その２）の写しの縦覧期間、

場所及び時間

　⑴ 　期　間

　　 　平成29年４月５日（水）から平成29年５月８日

（月）まで

　　 　土曜日、日曜日及び祝日は除く。ただし、麻生区

役所では、第２・第４土曜日の午前８時30分～午後

０時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場　所

　　 　麻生区役所及び環境局環境評価室（市役所第３庁

舎15階）

　⑶ 　時　間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第206号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平中学校ほか１校エレベーター棟増築その他工事

履行場所 川崎市宮前区平３丁目15番１号ほか１校

履行期間 契約の日から平成29年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月19日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南菅小学校校舎・体育館改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場３丁目25番１号

履行期間 契約の日から平成30年２月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月19日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南菅小学校外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場３丁目25番１号

履行期間 契約の日から平成29年12月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

⑾ 　ピンネット工法の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメーカー発行の認定証

を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月19日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南菅中学校校舎改修衛生設備工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場４丁目１番１号

履行期間 契約の日から平成29年12月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 白幡台小学校会議室等新築衛生その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区南平台13番１号

履行期間 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第207号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年４月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区神木二丁目１番48

 ほか１筆の一部

 903平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神奈川県厚木市旭町５丁目43番31号

　　株式会社　リマインド　代表取締役　西山　利春

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年１月23日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第161号

　　　───────────────────

川崎市公告第208号

　　　（仮称）川崎区小田栄計画に係る事後調査

　　　報告書（供用時）について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成29年４月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　名　称：ナイス株式会社

　　代表者：代表取締役社長　平田　恒一郎

　　住　所： 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番

１号

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）川崎区小田栄計画

　⑵ 　種類

　　　住宅団地の新設（第３種行為）

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　事後調査報告書（供用時）の要旨

　⑴ 　指定開発行為の概要

　　ア 　指定開発行為者

　　イ 　指定開発行為の名称及び種類

　　ウ 　指定開発行為の目的、事業立案の経緯等及び内

容

　　エ 　指定開発行為の実施状況

　　オ 　環境保全のための措置の実施状況

　⑵ 　事後調査

　　ア 　事後調査の目的

　　イ 　事後調査の内容

　　ウ 　調査実施者（業務受託者）

　　エ 　事後調査の結果

　　（ア）緑の質

　　（イ）風害

４ 　事後調査報告書（供用時）の写しの縦覧期間、場所

及び時間

　⑴ 　期　間

　　 　平成29年４月６日（木）から平成29年５月８日

（月）まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　⑵ 　場　所

　　　川崎区役所、田島支所及び環境局環境評価室

　　　（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時　間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第209号

　　　武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再

　　　開発事業に係る事後調査報告書（供用時そ

　　　の２）について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成29年４月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　名　称：武蔵小杉西街区ビル全体管理組合

　　代表者：専門管理者　横山　雅明

　　住　所：神奈川県川崎市中原区小杉町３丁目1301番

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　 　武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事
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業

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第３種行為）

　　　高層建築物の新設（第１種行為）

　　　住宅団地の新設（第３種行為）

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　事後調査報告書（供用時その２）の要旨

　⑴ 　事業の概要

　　ア 　事後調査実施者の名称及び所在地

　　イ 　指定開発行為の名称及び種類並びに事業を実施

する区域

　　ウ 　指定開発行為の目的及び内容

　　エ 　指定開発行為の実施状況

　　オ 　環境保全のための措置の実施状況

　⑵ 　事後調査

　　ア 　事後調査の目的

　　イ 　事後調査の内容

　　ウ 　調査実施者（業務受託者）

　　エ 　事後調査の結果（緑）

４ 　事後調査報告書（供用時その２）の写しの縦覧期間、

場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　平成29年４月６日（木）から平成29年５月８日

（月）まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　⑵ 　場所

　　 　中原区役所及び本庁（第３庁舎15階　環境局環境

評価室）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第210号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－５

履行期間 平成29年６月１日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登

録されている者。

⑸ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

する事務室の清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成24年４月１日

以降に有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年５月11日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
・契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

　アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第211号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第212号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　３生活環境事業所空調設備保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区塩浜４丁目11番９号　ほか２か所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成29年11月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本仕様書は、南部・宮前・多摩生活環境事業所に

設置されている空調設備の機能保持のために、必要

な点検整備業務及び冷暖房切替え業務の委託内容を

示すものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に地域区分【「市内」】で登録されている者。

　⑷ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に業種【「施設維持管理」】種目【「空調・衛生設

備保守点検」】で登録されている者。

　⑸ 　平成26年度以降で官公庁において空調・衛生設備

保守点検業務の契約実績（業務完了している契約）

があること。

　⑹ 　過去10年間、本市において空調・衛生設備の工事

実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び委託仕様書の

配布について

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中学校給食用配膳台（南部センター対象校分）

履行場所 別紙仕様書参照

履行期限 平成29年８月18日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「厨房機器」種目「給

食設備」に登載されており、かつ、Ａ又はＢ等級に格付けされていること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録さ

れている者。

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　この購入（製造）物品について、平成19年４月１日以降に、類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階　電話番号　044－200－2093

入札日時等 平成29年５月24日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書、入札参加資格を証する書

類及び類似業務の契約実績を証する書類を提出しなけ

ればなりません。なお、一般競争入札参加資格確認申

請書等の提出は持参とします。（持参以外は無効とな

ります。）

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布

　　　配　布　場　所： 川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」よりダウンロード

　　　配布・提出期間： 平成29年４月10日から平成29年

４月14日

　　　　　　　　　　　午前９時から午後４時

　⑵ 　仕様書及び内訳書の配布、一般競争入札参加資格

申請書及び類似業務契約実績の提出

　　　配布場所：〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部施設整備課

　　　水岡、佐藤、松浦、小山

　　　電　話　044－200－2577（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3923、

　　　E-mail：30sisetu@city.kawasaki.jp

　　　配布期間：平成29年４月10日から平成29年４月14日

　　　　　　　　午前９時から午後４時

　 　なお、仕様書及び内訳書については、一般競争入札

参加資格確認申請書及び類似業務契約実績の提出時

に、２⑸及び２⑹の参加資格を満たしていることが確

認された時に、配布致します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

した者には、次により一般競争入札参加資格確認通知

書を交付します。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登

録した際に電子メールのアドレスを登録している場合

は、自動的に電子メールで配信されます。電子メール

のアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　平成29年４月20日

　⑵ 　場所

　　　３⑵ に同じ

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　配布場所及び問合わせ先

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よりダ

ウンロード

　⑵ 　配布期間

　　　平成29年４月10日から平成29年４月14日

　　　質問受付日

　　　平成29年４月21日午前９時から午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参または電子メールによります。

　　ア 　電子メール　30sisetu@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　掲示および全社に文書（電子メール）にて送付し

ます。

　　ア 　掲示日時

　　　　平成29年４月25日午前９時から午後４時まで

　　イ 　掲示場所　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　環境局施設整備課掲示板

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成29年４月27日午前11時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　環境局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格な場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は入札情報かわさき（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）にて閲

覧できます。
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９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ。

　⑶ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第213号

　　　入札公告

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　デスクトップ型パソコン他一式賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　平成29年６月１日から平成34年５月31日（60か月）

　⑷ 　調達物品の概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品を契約締結後、確実に納入すること

ができること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所事業推進課

　　　担　　当　末繁、倉又

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　　所　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　　話　044－276－9001

　　　Ｆ Ａ Ｘ　044－288－3156

　　　E-mail　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　平成29年４月10日（月）から

　　　平成29年４月14日（金）まで

　　　 （土、日曜日を除く平日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　調達物品のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書は、インターネットからもダ

ウンロードすることができます。（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」の中

にあります「入札情報かわさき」http://keiyaku.

city.kawasaki.jp。）

　⑸ 　競争入札参加申込書及び入札説明書並びに仕様書

の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書は、インターネットからダウンロード

することができます。

　　 　（「入札情報かわさき」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp）の「入札情報」の物品の欄の「入札

公表」の中にあります。）ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布し

ます。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成29・30年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに平

成29年４月20日（木）までに送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成29年４月20日（木）から平成29年４月24日

（月）（土、日曜日を除く午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、電

子メール又はＦＡＸにて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成29年４月25日

（火）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失
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　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成29年４月28日（金）午前10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報かわさき」（http://keiyaku.city.kawasaki.

jp/epc/index.htm）の「契約関係規定」で閲覧する

ことができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第214号

　　　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　使用済み乾電池運搬・処理業務委託

　⑵ 　履行場所　浮島処理センターほか３か所

　⑶ 　履行期間　契約日から平成30年３月31日（土）ま

で

　⑷ 　業務概要　 本業務は、本市で回収された使用済み

乾電池を、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律に従い、本市が指定する保管

場所から受託者の処理施設まで運搬

し、無害化処理及び再資源化を図り適

正に処理するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務種目」「その

他」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

使用済み乾電池の運搬・処理業務の契約実績を有す

ること。ただし民間実績については、同等の契約実

績を有すること。

　⑸ 　一般廃棄物処理施設設置許可証を取得しているこ

と。

　⑹ 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項

第４号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

　⑺ 　自社もしくは、協力会社で運搬が可能であること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
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参加申込書及び上記２⑷ ⑸ ⑹に関する書類を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課

　　　担当　羽入、佐藤、櫻井

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホームペ

ージ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　平成29年４月10日（月）から平成29年４月14日

（金）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参又は郵送。ただし、郵送の場合

は申込書の提出締切日までに届くこととし、不備が

ないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の許可証の写し

　　ウ 　上記２⑹を誓約する書類

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を平成29年４月19日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　平成29年４月19日（水）９時から17時

　　　　　　　　まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成29年４月19日（水）から平成29年４月20日

（木）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　平成29年４月24日（月）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 平成29年４月28日（金）

　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参

　　　　　　　　　　　　（持参以外は無効とします。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を

落札者とします。

　⑺ 　再入札の実施　　　 落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札

に立ち会わない者は、再入札

に参加の意思がないものとみ

なします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　要（10％）

　　　　　　　　　　　　 ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除

といたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、入札情報かわさき（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契約関係規程」

から閲覧できます。

　⑷ 　その他

　　 　本業務の一部を協力会社で行う場合は、予め本市

と覚書を締結するものとします。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
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市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第215号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項　

　⑴ 　件名

　　 　麻生スポーツセンター等におけるＥＳＣＯ事業導

入アドバイザリー業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　財政局資産管理部資産運用課（川崎市川崎区宮本

町６番地）他

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成30年３月30日（金）まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「建設コンサルタント」に登録されていること。

　⑷ 　官公庁の省エネルギー保証を伴うＥＳＣＯ事業に

おいて、本業務と類似の業務実績があること。

　⑸ 　自社において、技術士（機械部門・電気電子部

門・衛生工学部門・環境部門）、エネルギー管理士、

一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を持つ者

を配置できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び上記２の⑷⑸を証する書

類、また、資格者との雇用関係を証明できる書類を提

出しなければなりません。なお、申請書、仕様書は

川崎市ホームページの「入札情報かわさき（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp）」において、本件の公表

情報詳細のページからダウンロードできます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル13階

　　　財政局資産管理部資産運用課　担当　柴田

　　　電話　044－200－2851（直通）

　⑵ 　配布・提出期間　

　　 　平成29年４月10日（月）から平成29年４月13日

（木）までの９時から17時まで（12時から13時の間

は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び質問書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申込書を提出した者に

は、一般競争入札参加資格確認通知書及び質問書を交

付します。ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信されます。なお、入札説明会に

ついては実施いたしません。

　⑴ 　日時

　　　平成29年４月17日（月）

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付日

　　　平成29年４月17日（月）から平成29年４月19日

　　　（水）９時から17時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　23sisan@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年４月21日（金）全者に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　⑷ 　及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3905

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
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は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額をもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　平成29年４月25日（火）14時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－8577

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　明治安田生命ビル10階

　　　　財政局資産運用課会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報かわさき（http://keiyaku.city.kawasaki.

jp）」の「契約関係規定」から閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　本業務を受託した者は、麻生スポーツセンター及

び産業振興会館のＥＳＣＯ事業には参加できません。

　　　───────────────────

川崎市公告第216号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港海底トンネル本体改良その24工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町及び東扇島地内

履行期間 契約の日から210日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

専任を要しません。

⑻ 　「トンネル（車道又は鉄道を含むもの）の躯体本体補修工事若しくは、水密構造体における漏

水補修工事」の完工実績（元請に限る。）を平成14年４月１日以降に有すること。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。



川 崎 市 公 報 （第1,721号）平成29年(2017年)４月25日

－1673－

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年５月11日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道京町８号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市川崎区京町１丁目９番地先

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年４月24日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第217号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年４月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区野川字中耕地1437番１

 ほか17筆の一部

 2,841平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋２丁目６番地17

　　株式会社　成建　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：21戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年10月21日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第107号

　　平成29年１月16日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第154号（変更）

　　平成29年２月24日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第185号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第218号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出
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　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同条第３項の規定において準用する同法

第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　川崎ルフロン

　　川崎市川崎区日進町１番11,12,16,19

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取締役社長　若林辰雄

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

３ 　変更した事項

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

名称 代表者 住所

① （株）ゾフ 代表取締役

上野　剛史

東京都港区北青山

三丁目６番１号

② （株）スリーエフ 代表取締役

中居　勝利

横浜市中区

日本大通17番地

③ （株）ジーフット 代表取締役会長

松井　博史

名古屋市千種区

今池三丁目

他計20者

（変更後）

名称 代表者 住所

① － － －

② （株）スリーエフ 代表取締役社長

山口　浩志

横浜市中区

日本大通17番地

③ （株）ジーフット 代表取締役社長

堀江　泰文

東京都中央区新川

１－23－５

新川イースト

他計19者

４ 　変更の年月日

　　①平成29年２月28日　②平成28年５月26日

　　③平成28年５月19日

５ 　変更する理由

　 　小売業を行う者の代表者及び住所の変更ならびに小

売店舗の入れ替えのため。

６ 　届出の年月日

　　平成29年３月31日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　 　経済労働局産業振興部商業振興課（川崎フロンティ

アビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　平成29年４月11日から平成29年８月11日までの午前

８時30分から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公

告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出に

より、これを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　平成29年８月11日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第219号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　平成29年４月11日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　川崎ダイスビル

　　川崎市川崎区駅前本町８番、９番

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　有限会社菱屋商店

　　川崎市川崎区駅前本町８番12

　　代表取締役　村上　禎男

　　他７者

３ 　変更した事項

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名また

は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）株式会社東急ハンズ

　　　　　　　代表取締役　吉浦　勝博

　　　　　　　東京都新宿区新宿六丁目27番30号

　　　　　　　他17者

　　（変更後）株式会社東急ハンズ　代表取締役

　　　　　　　木村　成一

　　　　　　　東京都新宿区新宿六丁目27番30号

　　　　　　　他17者

４ 　変更の年月日

　　平成29年４月１日

５ 　変更する理由

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の変更によ

るもの

６ 　届出の年月日

　　平成29年４月４日
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７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　平成29年４月11日から平成29年８月11日の午前８時

30分から午後５時。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　平成29年８月11日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業観振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第220号

　　　（仮称）東扇島物流施設計画に係る条例

　　　環境影響評価準備書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第18条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規定

に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例

施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16条で定め

る事項について次のとおり公告します。

　　平成29年４月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　条例環境影響評価準備書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：東京都中央区日本橋一丁目４番１号

　　名　称：ＲＷ東扇島特定目的会社

　　代表者：取締役　小泉　秀樹

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）東扇島物流施設計画

　⑵ 　種類

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市川崎区東扇島21番地、23番地１号

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　物流施設の建設

　⑵ 　内容

　　　延べ面積：約677,490㎡

５ 　指定開発行為の施行期間

　　着手予定：平成29年度

　　完了予定：平成36年度

６ 　条例準備書の要旨

　第１章　指定開発行為の概要

　第２章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境の

特性

　第３章　環境影響評価項目の選定等

　第４章　環境影響評価

　第５章　環境保全のための措置

　第６章　環境配慮項目に関する措置

　第７章　環境影響の総合的な評価

　第８章　事後調査計画

　第９章　関係地域の範囲

　第10章　その他

７ 　条例準備書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　場所

　　 　川崎区役所、川崎区役所大師支所及び環境局環境

評価室（市役所第３庁舎15階）

　⑵ 　期間

　　　平成29年４月12日（水）から

　　　平成29年５月26日（金）まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第221号

　川崎市都市公園条例（昭和32年川崎市条例第６号）第

２条第１項の規定に基づき、次の公園の区域を変更しま

す。

　　平成29年４月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の

名称
所在地 区域 面積（㎡） 主な公園施設

１
多摩美

特別緑地

麻生区多摩美

１丁目

95－192ほか

別図 2,160 修景施設ほか

※公告日をもって供用開始日とします。

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第222号

　　　緑の保全地域の指定について

　川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例（平成11

年川崎市条例第49号）第10条第１項の規定に基づき緑の

保全地域を指定したので、同条例第７項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成29年４月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦

１ 　緑の保全地域の名称

　　杉山神社緑の保全地域
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２ 　土地の区域

　　川崎市多摩区西生田３丁目2572－１ほか２筆

　　（別紙区域図のとおり）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

45.6

54.2

54.5

52.6

46.3

南大作橋

杉
山
神
社

60

チラシや業務資料等として庁外で使用すること、及びホームページ等への掲載を禁止します。

50 m
1:1,000

杉山神社緑の保全地域　区域図

当該地

川崎市多摩区西生田３丁目2572-1ほか
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川崎市公告第223号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 橘高等学校マルチホール天井改修その他工事

履行場所 川崎市中原区中丸子562番地

履行期間 契約の日から平成29年10月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 片平小学校校舎・体育館改修電気その他設備工事

履行場所 川崎市麻生区片平５丁目28番１号

履行期間 契約の日から平成29年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月15日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

そ　の　他
※本工事は予定価格の事後公表試行案件です。

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 住吉中学校体育館屋根防水改修その他工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町27番１号

履行期間 契約の日から平成29年11月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「防水」種目「その他の防水」で登録さ

れている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　防水工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「防水」）を専任で配置できること。

　　ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月15日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 真福寺小学校ほか１校トイレ改修工事

履行場所 川崎市麻生区白山５丁目３番１号ほか１校

履行期間 契約の日から平成29年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。



川 崎 市 公 報 （第1,721号）平成29年(2017年)４月25日

－1679－

参 加 資 格

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月26日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生小学校トイレ改修工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生３丁目24番１号

履行期間 契約の日から平成29年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月26日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
※本工事は予定価格の事後公表試行案件です。

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川中島中学校ほか１校天井改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区藤崎２丁目19番１号ほか１か所

履行期間 契約の日から平成29年10月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 住吉中学校ほか１校体育館改修その他工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町27番１号ほか１校

履行期間 契約の日から平成29年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月26日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸町小学校ほか１校太陽光発電設備その他設置工事

履行場所 川崎市幸区中幸町２丁目17番地ほか１校

履行期間 契約の日から平成30年２月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月19日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 梶ヶ谷小学校ほか１校会議室等新築衛生その他設備工事

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷４丁目12番地ほか１校

履行期間 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年５月８日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第224号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年４月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区上麻生６丁目573番

 ほか２筆

 1,218平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都渋谷区神泉町９番６号

　　明和地所株式会社　代表取締役　原田　英明

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：36戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年１月21日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第116号

　　　───────────────────

川崎市公告　第225号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件名

　　平成29年度パラアート推進モデル事業実施業務委託

２ 　履行期間

　　契約日から平成30年３月30日

３ 　履行場所

　　川崎市内の文化施設・学校等

４ 　事業概要

　 　東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた本

市の「パラムーブメント」の方針に基づき、障害等の

ある人もない人も共に文化芸術に取組める社会的包摂

の進んだ社会の実現のために、その基盤となる環境

（パラアート・プラットフォーム）を整えることが必

要となっています。そこに向かっての課題等の抽出・

整理のための先導的試みとして障害等のある人が参加

するワークショップ、制作した作品の展示またはパフ

ォーマンスの公演等を試行的に実施します。また、こ

れにより、障害の有無に関わらず共に文化芸術に積極

的に取組む機運の醸成及び障害等のあるアーティスト

の人材育成に寄与することを目的とします。

５ 　業務規模概算額

　 　7,314,000円（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）以下

６ 　参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格者名簿の当

該契約に対応するとして定めた業務・種目について

登載されている者（業種コード：99その他業務　種

目コード：99その他）。

　⑷ 　川崎市内に事業所を有する者。

７ 　参加意向申出書の提出

　⑴ 　提出期間・受付時間

　　 　平成29年４月26日（水）から５月12日（金）午後

５時まで

　　 　午前９時から午後５時（閉庁日及び正午～午後１

時を除く）

　⑵ 　提出場所

　　市民文化局市民文化振興室（所在地等は12を参照）

　⑶ 　提出書類

　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限り
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ます。）

８ 　質問の提出及び回答

　⑴ 　提出期間

　　 　平成29年４月24日（月）から５月２日（火）午後

５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　　電子メール

　⑷ 　回答

　　 　平成29年５月11日（木）までに電子メールで行い

ます。

９ 　企画提案書・見積書の提出

　⑴ 　提出期間・受付時間

　　 　平成29年５月22日（月）から５月24日（水）午後

５時まで

　　 　午前９時から午後５時（閉庁日及び正午～午後１

時を除く）

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　　７⑷と同様

10　提案説明

　⑴ 　日時

　　 　平成29年５月31日（水）午後１時半から午後３時

の間で、別途通知します。

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局会議室

　⑶ 　時間

　　　説明20分、質疑応答10分

11　評価基準について

　⑴ 　企画提案の内容

　⑵ 　知識、能力及び実績

　⑶ 　実施体制及び作業スケジュール

　⑷ 　企画内容と見積書の整合性

12　担当部局

　　川崎市市民文化局市民文化振興室

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11―２

　　川崎フロンティアビル９階

　　電話（直通）　　044－200－3170　

　　ＦＡＸ　　　　　044－200－3248

　　メールアドレス　25bunka@city.kawasaki.jp

13　その他

　⑴ 　「平成29年度パラアート推進モデル事業実施業務

委託　募集要項」及び各様式については、川崎市ホ

ームページからダウンロードするか、上記12で配布

を受けること。

　　 　配布期間は、平成29年４月17日（月）から５月11

日（木）です。

　⑵ 　詳細は、募集要項を参照すること。

　⑶ 　書類作成及び提出に伴う費用は、貴社の負担とし

ます。

　⑷ 　提出された企画提案書等は、返却しません。

　⑸ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑺ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則等は川崎市ホームページで閲覧で

きます。

　　 　（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）

　⑻ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑼ 　関連情報を入手するための窓口は12と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第226号

　　　（仮称）大師駅前二丁目マンション計画東

　　　西街区に係る事後調査報告書（工事中）に

　　　ついて

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　名称：住友不動産株式会社

　　代表者：住宅分譲事業本部

　　企画管理部長　髙﨑　研一

　　住所：東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

　　新宿ＮＳビル

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）大師駅前二丁目マンション計画東西街区

　⑵ 　種類

　　　住宅団地の新設（第２種行為）

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　事後調査報告書（工事中）の要旨

　⑴ 　指定開発行為の概要
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　　ア 　指定開発行為者

　　イ 　指定開発行為の名称及び種類

　　ウ 　指定開発行為を実施する区域

　　エ 　指定開発行為の目的及び内容

　　オ 　指定開発行為の実施状況

　　カ　環境保全のための措置の実施状況

　⑵ 　条例環境影響評価書に掲げる事後調査の概要

　　ア 　事後調査の目的

　　イ 　事後調査（工事中）の内容

　　ウ 　調査実施者（業務受託者）

　⑶ 　事後調査結果

　　　騒音（工事用車両の走行：道路交通騒音レベル）

４ 　事後調査報告書（工事中）の写しの縦覧期間、

　　場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　平成29年４月14日（金）から平成29年５月15日

（月）まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　⑵ 　場所

　　 　川崎区役所、川崎区役所大師支所及び環境局環境

評価室（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第227号

　　　川崎市新本庁舎整備事業に係る条例環境影

　　　響評価方法書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第10条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価方法書の提出がありましたので、同条例第11条の規定

に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例

施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第11条で定め

る事項について次のとおり公告します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　条例環境影響評価方法書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：川崎市宮本町１番地

　　名　称：川崎市

　　代表者：川崎市長　福田　紀彦

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　川崎市新本庁舎整備事業

　⑵ 　種類

　　　高層建築物の新設（第１種行為）

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　新本庁舎の整備

　⑵ 　内容

　　　延床面積：約62,100㎡

　　　建物高さ：塔屋等を含む最高高さ約116ｍ以下

５ 　指定開発行為の施行期間

　　平成31年度～平成35年

６ 　条例方法書の要旨

　第１章　指定開発行為の概要

　第２章 　配慮を要する環境要素の項目並びに環境影響

の調査、予測及び評価の結果

　第３章 　環境配慮計画書に対する市民意見等の概要と

指定開発行為者の見解

　第４章 　環境配慮計画書に対する審査結果と指定開発

行為者の見解

　第５章 　計画地及びその周辺地域の概況並びに環境の

特性

　第６章　環境影響評価項目の選定等

　第７章　環境影響評価の調査、予測及び評価の手法

　第８章　関係地域の範囲

　第９章　その他

７ 　条例方法書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　　平成29年４月14日（金）から

　　　平成29年５月29日（月）まで

　　 　土曜日、日曜日及び祝日は除く。ただし、幸区役

所では、第２・第４土曜日の午前８時30分～午後０

時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場所

　　 　川崎区役所、幸区役所及び環境局環境評価室（市

役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第228号

　　　（仮称）新川崎Ｆ地区計画に係る事後調査

　　　報告書（供用時）について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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　　　事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　名　称：株式会社ゴールドクレスト

　　代表者：取締役　伊藤　正樹

　　住　所：東京都千代田区大手町二丁目１番１号

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）新川崎Ｆ地区計画

　⑵ 　種類

　　　住宅団地の新設（第１種行為）

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）

３ 　事後調査報告書（工事中その２）の要旨

　１ 　指定開発行為の概要

　　⑴ 　指定開発行為者

　　⑵ 　指定開発行為の名称及び種類

　　⑶ 　指定開発行為を実施する区域

　　⑷ 　指定開発行為の目的、事業立案の経緯等及び内容

　　⑸ 　指定開発行為の実施状況

　　⑹ 　環境保全のための措置の実施状況

　２ 　条例環境影響評価書に掲げる事後調査計画の概要

　　⑴ 　事後調査の目的

　　⑵ 　事後調査の内容

　　⑶ 　調査実施者（業務受託者）

　３ 　事後調査結果

　　⑴ 　調査項目

　　⑵ 　調査位置

　　⑶ 　調査時期

　　⑷ 　調査方法

　　⑸ 　調査結果

　　⑹ 　調査結果の検証結果及び以後講ずる措置

４ 　事後調査報告書（供用時）の写しの縦覧期間、場所

及び時間

　⑴ 　期　間

　　 　平成29年４月14日（金）から平成29年５月15日

（月）まで

　⑵ 　場　所

　　　川崎市：幸区役所、日吉出張所及び本庁舎

　　　　　　　（環境局環境評価室）

　　　横浜市： 鶴見区役所区政推進課及び横浜市役所環

境創造局環境影響評価課

　⑶ 　時　間

　　　川崎市：午前８時30分から午後５時まで

　　　横浜市：鶴見区役所

　　　　　　　午前８時45分から午後５時まで

　　　環境影響評価課

　　　午前８時45分から午後５時15分まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　　　───────────────────

川崎市公告第229号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件名　

　 　平成29年度多摩区地域包括ケアシステム推進に向け

た地域づくりの推進及び地区資料の更新業務委託

２ 　履行期間

　　平成29年６月１日から平成30年３月31日

３ 　履行場所

　　多摩区内を中心に必要な場所

４ 　事業概要

　 　「地域包括ケアシステム」の推進に向けて、地域で

活発に行われている地縁組織・市民活動団体・関係機

関等が主体的に実施する「自助・互助」の取組、行政

が蓄積している地域づくりのノウハウや情報等を活用

し、各地区でのワークショップや勉強会等を実施し、

既存の取組の拡充や他区域への展開に繋げていくため

の取組や、多摩区地区資料（地域資源マップ・地域資

源カルテ）の更新、次年度以降の事業展開における手

法・施策の検討について、企画支援及び助言を通して

円滑かつ効果的な運営支援を行う。

５ 　契約上限額

　　5,076,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

６ 　参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　川崎市業務委託有資格名簿の当該契約に対応する

として定めた業種・種目について登録されている者

　⑷ 　事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者

７ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　業務内容の理解度

　⑵ 　企画作成力・企画視点

　⑶ 　企画専門的知識・能力

　⑷ 　実現性

　⑸ 　業務実施体制

　⑹ 　業務への積極性

　⑺ 　実績

　⑻ 　企画提案内容と見積額の整合性

８ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布・提出先

　　　〒214－8570

　　　川崎市多摩区登戸1775番地１ 　多摩区役所９階

　　 　多摩区役所地域みまもり支援センター地域ケア推
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進担当

　　　電話　044－935―3241　ＦＡＸ　044－935－3276

　　　電子メール　71keasui@city.kawasaki.jp

　　　 （多摩区役所のホームページからダウンロード可

能）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年４月25日（火）午前８時30分から平成29

年５月８日（月）午後５時（必着）まで（ただし土

曜日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　その他

　　・ 参加意向申出書を配布する際、企画提案書作成・

応募要領も併せて配布

　　　 （企画提案書作成・応募要領は多摩区役所のホー

ムページからもダウンロード可能）

　　・ 参加申出書の提出締め切り後、⑴から送付される

参加資格確認結果通知書を確認し、以下９の書類

を提出すること。

９ 　提出書類

　⑴ 　提出書類（各12部）

　　 　様式があるものについては、多摩区役所のホーム

ページからダウンロードすること。

　　ア 　企画提案書（様式自由）

　　イ 　見積書（様式自由）

　　　 　消費税及び地方消費税は合計税率８％で、見積

額を提示すること。

　　ウ 　会社概要（様式有り）

　　エ 　担当予定技術者の経歴等（様式有り）

　⑵ 　提出期限

　　　平成29年５月15日（月）午後５時（必着）

　⑶ 　提出場所

　　　８⑴に同じ

　⑷ 　提出方法

　　　郵送又は持参

10　問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　８⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年４月14日（金）から平成29年５月11日

（木）正午まで

　⑶ 　質問書の様式

　　　任意

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール

　⑸ 　回答方法

　　　全ての応募者あてに電子メールで送付

11　ヒアリング

　⑴ 　日時

　　　平成29年５月19日（金）

　　※ 時間については、参加資格確認結果通知書送付時

に併せて通知

　⑵ 　場所

　　　多摩区役所10階　1002会議室

　⑶ 　時間

　　 　各社45分（プレゼンテーション30分、質疑応答15

分）

12　その他

　⑴ 　企画提案書

　　ア 　企画提案書等作成に伴う費用は当方では負担し

ない。

　　イ 　提出いただいた企画提案書等は返却しない。な

お、提出された企画提案書は企画提出書の選定以

外に提出者に無断で使用しない。

　　ウ 　企画提案書に記載した担当予定技術者は原則と

して変更不可。ただし、退職等やむを得ない理由

により変更を行なう場合には委託者の了解が必要

となる。

　⑵ 　契約

　　 　業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託す

ることはできない。

　⑶ 　成果物

　　 　本業務における一切の成果物は、すべて委託者に

帰属する。

　⑷ 　守秘義務

　　 　本業務を遂行する上で知り得た情報については、

市の了承を得ることなく第三者に漏らすことはでき

ない。

　　　───────────────────

川崎市公告第230号

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18

条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めましたので、同法第19条の規定により公告します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　各筆明細

２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴ 　借賃の支払猶予

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が

災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期

限までに借賃の支払をすることができない場合に

は、相当と認められる期日までにその支払を猶予す

る。

　⑵ 　借賃の減額

　　 　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農

地である場合で、１の各筆明細に定められた借賃の

額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない

収益となったときは、民法第609条（明治29年法律

第89号）によりその収益の額に至るまで、乙は甲に

対し借賃の減額を請求することができる。減額され

るべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、

その協議が調わないときは、川崎市農業委員会が認

定した額とする。

　⑶ 　解約に当たっての相手方の同意

　　 　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続

期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。

　⑷ 　転貸又は譲渡

　　 　乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得な

ければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはな

らない。

　⑸ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た目的物の損耗について、自らの費用と責任にお

いて修繕する。ただし、緊急を要するときその他

甲において修繕することができない場合で甲の同

意があったときは、乙が修繕することができる。

この場合において乙が修繕の費用を支出したとき

は、甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うこと

ができる。ただし、その改良が軽微である場合に

は甲の同意を要しない。

　⑹ 　租税公課の負担

　　ア 　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ 　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和22年

法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金を負

担する。

　　ウ 　目的物に係る土地改良区の賦課金については、

甲及び乙が別途協議するところにより負担する。

　⑺ 　目的物の返還

　　ア 　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、そ

の満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の

不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又

は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更

については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　　イ 　乙は、目的物の改良のために支出した有益費に

ついては、その返還時に増価額が現存している場

合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は

増価額（土地改良法（昭和24年法律第195号）に

基づく土地改良事業により支出した有益費につい

ては、増価額）の償還を請求することができる。

　　ウ 　イにより有益費の償還請求があった場合におい

て甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わ

ないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認

定した額を、その費やした金額又は増価額とする。

　　エ 　乙は、イによる場合その他法令による権利の行

使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目

のいかんを問わず返還の代償を請求してはならな

い。

　⑻ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙、川崎市農業委員

会及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認めら
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れる場合は、この限りでない。

　⑼ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに

従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければな

らない。

　⑽ 　その他

　　 　この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農

用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、

乙、川崎市農業委員会及び市が協議して定める。

　　　───────────────────

川崎市公告第231号

　平成29年度ナノ・マイクロ技術支援講座実施業務委託

の業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次

のとおり公告します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 平成29年度ナノ・マイクロ技術支援講

座実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　講座の企画・立案

　　イ 　受講者募集広報

　　ウ 　受講者との連絡調整

　　エ 　講座運営関係

　　オ 　事業報告

　　カ　その他

　⑶ 　委託期間　契約締結日～平成30年３月23日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　川崎市有資格業者名簿に登載されていること。

　⑵ 　本業務を実施する体制には、科学技術や技術経営

に関する企業向け講座等の実施実績を有する者を含

むこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局次世代産業推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－

　２ 　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　平成29年４月14日（金）から４月21日

（金）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　平成29年４月28日（金）午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績及び業務実施

体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　平成29年５月９日（火）から５月12日

（金）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・概算見積書（各８部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　1,966,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
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企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は５月中旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第232号

　次の物件は、港湾施設の使用及び管理の妨げとなって

いるので、当該物件の所有者又は使用者は、平成29年５

月10日までに当該物件を撤去するように、川崎市港湾施

設条例（昭和22年条例第33号）第９条に基づき命じます。

　その日までに撤去されない場合は、市長又はその命じ

た者若しくは委任した者が撤去します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

種類 登録番号 場所

普通自動車

ホンダ　スパイク　白

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島73番地－１

普通自動車

トヨタ　ノア 　薄桃

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島73番地－１

普通自動車

ニッサン　ラフェスタ　赤

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島73番地－１

普通自動車

ニッサン　ラフェスタ　ゴールド

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島73番地－１

普通自動車

ニッサン　ティーダ　シルバー

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島73番地－１

普通自動車

ニッサン　Ｘトレイル　紺

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島73番地－１

普通自動車

ニッサン　ティアナ　シルバー

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島73番地－１

普通自動車

ホンダ　モビリオ 　シルバー

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

普通自動車

フォルクスワーゲン　ゴルフ　茶

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

ホンダ　バモスターボ　シルバー

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

ダイハツ　ハイゼット　白

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

普通自動車

ＢＭＷ　Ｚ３ 　シルバー

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

スズキ　ワゴンＲ　ゴールド

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

スズキ　エブリィ　シルバー

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

軽自動車

スズキ　ワゴンＲ　シルバー

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

普通自動車

ダッジ　マグナム　赤

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

普通自動車

マツダ　ボンゴ　白

登録番号　　不明

車台番号　　不明
川崎市川崎区東扇島91番地

普通自動車

トヨタ　ベルタ　紺

登録番号　　川崎532と518

車台番号　　不明
川崎市川崎区千鳥町27番地

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第233号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関

する工事の完了を次のとおり公告します。

　　平成29年４月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区菅生四丁目1469番20

 ほか１筆

 915平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区菅生五丁目10番50号

　　有限会社　エフ・エッチ・エス

　　取締役　杉田　久男

３ 　予定建築物の用途

　　老人ホーム

 計画戸数：27戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年12月16日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第145号

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第182号

　　　入札公告

　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託に関

する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　川崎市こども家庭センター

　⑶ 　履行期限

　　　平成30年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書及び仕様書による

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑶ 　ISO9001認証取得をしていること。

　⑷ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　⑸ 　施設維持管理に係る契約実績を同一案件にて、１

契約で200万円以上の契約実績を有すること。

　⑹ 　建築物環境衛生総合管理業の登録を「神奈川県知

事」「川崎市長」「横浜市長」のいずれかで行ってい

ること。

　⑺ 　平成29年度・30年度川崎市業務委託有資格業者名

簿に業種「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保

守点検」で登録されている者。

　⑻ 　過去５年間（平成24年度以降）で本市又は官公庁

と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　川崎市こども家庭センター

　　　電話　044－542－1234（代表）

　　※ 競争参加申込書については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。

　⑵ 　提出期間

　　 　平成29年４月25日（火）から平成29年５月１日

（月）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　２　 一般競争入札参加資格に関する事項⑶を証

明する書類

　　イ 　２　 一般競争入札参加資格に関する事項⑹を確

認できる書類

　　ウ 　２ 　 一般競争入札参加資格に関する事項⑻の契

約内容を確認できる契約書等の写し

４ 　競争参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争参加資格確認通知書等を平成29

年５月８日（月）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　３　 競争参加申込書の配布、提出及び

問い合わせ先⑴と同じ

　⑵ 　交付日時　 平成29年５月８日（月）９時から17時
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まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成29年５月８日（月）から平成29年５月９日

（火）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　　45katei@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　　044－542－1728

　　ウ 　持参　　　　　３ 　 競争参加申込書の配布、

　　　　　　　　　　　提出及び問い合わせ先

　　　　　　　　　　　⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　平成29年５月10日（水）

　　 　全社へ文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に２一般競争入札参加資格に関する事項の

各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　平成29年５月12日（火）14時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市幸区鹿島田１－21－９

　　　　　　　　　　　　川崎市こども家庭センター

　　　　　　　　　　　　４階研修室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者

を、落札者とします。

　⑺ 　入札の無効　　　　川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさき（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/

epc/index.htm）の「契約関

係規定」から閲覧できます。

９ 　その他

　　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第183号

　公募型プロポーザル方式の実施について、次のとおり

公告します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　件名

　　平成29年度ストレスチェック実施業務委託

２ 　委託期間

　　契約締結日から平成30年３月30日まで

３ 　委託内容

　⑴ 　川崎市職員のストレスチェック実施

　⑵ 　個人及び組織の結果分析及び報告

　⑶ 　職場環境改善の取組支援

４ 　参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」に登録されている又は登録され

る手続が完了していること。

　⑷ 　過去５年間に、自治体、民間事業者等における同

種業務の実績を有すること。

　⑸ 　一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰ

ＤＥＣ）によるプライバシーマークを付与されてい

る又は個人情報保護の対策が具体的に示されている

こと。

　⑹ 　本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑺ 　宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でな

いこと。

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年３月19日条例第

５号）第７条に基づく、暴力団員等、暴力団経営支

配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認

められる者でないこと。

５ 　参加意向申出書の配布、提出及び問合せ先

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１－８－９

　　　川崎御幸ビル６階

　　　総務企画局人事部職員厚生課

　⑵ 　配布・提出期間
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　　 　平成29年４月25日（火）から平成29年５月２日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

６ 　参加資格結果確認通知書の交付

　 　平成29年５月９日（火）に、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登載したメールアドレスに送付します。

７ 　質問及び回答

　⑴ 　質問受付期間

　　　平成29年５月９日（火）から平成29年５月11日

（木）まで

　⑵ 　質問方法

　　 　質問書（様式２）により、電子メールにて送信し

てください。また、送信後に電話で事務局に質問書

が到達したことを確認してください。

　⑶ 　質問に対する回答

　　 　平成29年５月15日（月）までに、参加資格がある

全ての者に電子メールで回答します。

８ 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出先

　　　５⑴と同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　平成29年５月17日（水）から平成29年５月19日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑶ 　提出書類及び部数

　　ア 　企画提案書　10部

　　イ 　経費見積書　１部

　⑷ 　提出方法

　　　持参

９ 　企画提案会（プレゼンテーション）

　 　企画提案書が６者以上から提出された場合は、プロ

ポーザル評価委員会が企画提案書に基づき事前審査を

行い、提案者（原則として５者）を選定します。事前

審査を行った場合の選定結果は、平成29年５月25日

（木）までに通知します。

　⑴ 　日程

　　 　平成29年５月26日（金）午後１時から午後５時ま

で（予定）

　⑵ 　場所

　　　川崎市役所本庁舎周辺会議室（予定）

　⑶ 　プレゼンテーションについて

　　 　統括責任者又は担当者を含む２名以内の出席によ

り各社約30分（説明20分、質疑応答10分）

　⑷ 　評価について

　　ア 　次の項目につき本提案に係るプロポーザル評価

委員会が数値化して採点し、最高得点を得た者を

受託候補者とする。

　　イ 　評価項目

　　　　提案内容

　　　　業務実施体制及び実績

　　　　実施内容

　　　　調査結果の報告とフォローアップ

　　　　経費見積

10　その他

　⑴ 　事業概算額（参考）

　　 　35,946,720円（消費税額及び地方消費税額を含

む。）を上限とします。

　⑵ 　書類作成及び提出に要した費用は、応募者の負担

になります。

　⑶ 　企画提案は１社につき１案とします。

　⑷ 　本企画提案手続に関して、本市において作成した

資料は本市の了解なく公表又は使用することはでき

ません。

11　事務局

　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１－８－９

　　川崎御幸ビル６階

　　総務企画局人事部職員厚生課

　　電話　044（200）3470

　　E-mail　17kosei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第184号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定め

る規則第11条に基づき、次のとおり落札者等について公

示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　消防指令システム等保守点検業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　消防局警防部指令課

　　川崎市川崎区南町20番地７

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年４月１日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　　米田　和彦

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　107,789,060円
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６ 　相手方を決定した手続き

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの

特例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第185号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　消防指令システムサーバ等機器賃貸借及び保守契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市消防局警防部指令課

　　川崎市川崎区南町20－７

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年３月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　ＪＥＣＣ

　　営業本部長　　村上　春生

　　東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

　　新国際ビル７階

５ 　落札金額

　　988,200,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続き

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年２月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第186号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　平成29年度行政情報システム運用保守業務委託契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５番地４

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年４月１日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気株式会社　神奈川支社

　　支社長　米田　和彦

　　神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

５ 　契約金額

　　62,819,280円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第187号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　市税システム再構築に係る開発手法の調査・検討支

援業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　財政局税務部税制課

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番９号

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年４月３日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　アビームコンサルティング株式会社

　　代表取締役社長　岩澤　俊典

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

　　丸の内永楽ビルディング

５ 　契約金額

　　48,600,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約の理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第188号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　国保ハイアップシステムパッケージ保守業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地
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　　川崎市健康福祉局地域福祉部保険年金課ほか

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年３月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　米田　和彦

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　契約金額

　　34,634,520円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第189号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　国保ハイアップシステム運用保守業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局地域福祉部保険年金課ほか

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年３月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　米田　和彦

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　契約金額

　　51,483,600円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第190号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　国保ハイアップシステムに係る滞納整理システム科

目追加改修業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局地域福祉部保険年金課ほか

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年３月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　米田　和彦

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　契約金額

　　54,907,200円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第191号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　行政情報システム機器及びソフトウェアに関する賃

貸借並びに保守に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　川崎市役所第３庁舎９階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年３月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

　　神奈川支店

　　神奈川支店長　近藤　晃司

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

５ 　契約金額（税抜きリース総額）

　　総額　1,196,400,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続



川 崎 市 公 報 （第1,721号）平成29年(2017年)４月25日

－1695－

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年２月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第192号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　行政情報システム機器更新設定業務委託契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　川崎市役所第３庁舎９階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年３月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気株式会社　神奈川支社

　　支社長　米田　和彦

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

５ 　契約金額（税抜きリース総額）

　　総額　119,981,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第193号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　大型ごみ中継コンテナ　　５台

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　平成30年３月30日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成29

年５月11日までに行ってください。

　⑷ 　平成19年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約

実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　吉田

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2093

　　イ 　閲覧期間　 平成29年４月25日～

　　　　　　　　　平成29年５月11日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」（アドレスhttp://keiyaku.
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city.kawasaki.jp）の「入札情報」

の物品の欄の「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成29年４月25日～

　　　　　　　　　平成29年５月11日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　平成29年４月25日～平成29年５月11日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴の場所に、上記３⑴の期間に申込書等を提出して

ください。

　 　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから一

般競争入札参加申込書等をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　環境局生活環境部収集計画課　　担当　原

　　電話　044－200－2571

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。また、入札参加者以外へは回答

しませんので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間

　　　　平成29年４月25日～平成29年５月12日

　　　　午前８時～午後８時

　　　　 質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウン

ロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「電子入札システム質問回答機能

操作方法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　　配布・提出期間

　　　　平成29年４月25日～平成29年５月12日

　　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　平成29年５月24日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成
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29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに平成29年５月24日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成29年５月24日の午前９時～正午に上記

３⑴　の場所において一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　平成29年６月６日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　平成29年６月６日

　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分

　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７

－４ 　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　平成29年６月５日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: Large-sized container relayed 

for garbage 5units

　⑵ 　Time-limit for tender : 11:00 AM,6 June 2017

　⑶ 　 Contact point for the notice :  KAWASAKI 

CITY OFFICE Contract Section Asset 

Maintenance Department Finance Bureau 

　　　 1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku Kawasaki,Kanagawa 

210-8577,Japan 
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　　　TEL : 044-200-2093

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第194号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　新福祉総合情報システム（２次）運用保守業務委託

２ 　契約に関する事務担当部局

　　健康福祉局総務部企画課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年４月１日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　株式会社　アイネス　首都圏営業第二部

　　部長　星川　博敬

　　東京都千代田区三番町26番地

５ 　落札金額

　　243,794,880円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約の理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第195号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　新福祉総合情報システム（２次）番号法対応改修

　　委託

２ 　契約に関する事務担当部局

　　健康福祉局総務部企画課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年４月１日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　株式会社　アイネス　首都圏営業第二部

　　部長　星川　博敬

　　東京都千代田区三番町26番地

５ 　落札金額

　　56,756,160円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約の理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

税 公 告

川崎市税公告第64号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第65号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第13号

　　　水道料金等収納事務の委託について

　川崎市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程

（平成20年川崎市水道局規程第８号）第２条の規定に基

づき、水道料金等の収納の事務を次のとおり委託したの

で、同規程第３条の規定により告示します。

　　平成29年４月５日

 川崎市上下水道事業管理者　　金　子　正　典　　

１ 　委託先

　⑴ 　東京都千代田区二番町８番地８

　　　株式会社セブン－イレブン・ジャパン
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　　　代表取締役社長　古屋一樹

　⑵ 　東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

　　　株式会社ファミリーマート

　　　代表取締役社長　澤田貴司

　⑶ 　東京都品川区大崎一丁目11番２号

　　　株式会社ローソン

　　　代表取締役社長　竹増貞信

　⑷ 　東京都千代田区岩本町三丁目10番１号

　　　山崎製パン株式会社

　　　代表取締役社長　飯島延浩

　⑸ 　千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番１号

　　　ミニストップ株式会社

　　　代表取締役社長　宮下直行

　⑹ 　神奈川県横浜市中区日本大通17番地

　　　株式会社スリーエフ

　　　代表取締役　山口浩志

　⑺ 　広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の

１

　　　株式会社ポプラ

　　　代表取締役社長　目黒真司

　⑻ 　東京都中央区日本橋一丁目１番１号

　　　国分グローサーズチェーン株式会社

　　　代表取締役社長　横山敏貴

　⑼ 　東京都港区港南一丁目８番27号

　　　株式会社しんきん情報サービス

　　　代表取締役　山城恵司

２ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第28号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月４日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度西部下水管内取付管布設第１号工事

履行場所 川崎市宮前区地内

履行期間 契約の日から平成30年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　 　ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年４月25日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田山王町200ｍｍ－75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区渡田山王町１－１先

至：川崎区小田１－２－２先　ほか４件

履行期間 契約の日から305日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、

　　事後審査で入札参加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置でき

ること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は

6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年５月８日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です

　⑴ 　入札参加者は本案件又は　「平４丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」のいずれか１件

のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条

の規定に該当する場合はこの限りではありません。

　⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「平４丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の順に行います。

　⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「平４丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の落札候

補者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp



川 崎 市 公 報 （第1,721号）平成29年(2017年)４月25日

－1701－

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平４丁目200ｍｍ～ 100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区平４－16－３先

至：宮前区平４－２－17先　ほか７件

履行期間 契約の日から305日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置でき

ること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は

6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年５月８日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です

　⑴ 　入札参加者は本案件又は　「渡田山王町200ｍｍ－75ｍｍ配水管布設替工事」のいずれか１件

のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条

の規定に該当する場合はこの限りではありません。

　⑵ 　落札候補者決定は、「渡田山王町200ｍｍ－75ｍｍ配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

　⑶ 　「渡田山王町200ｍｍ－75ｍｍ配水管布設替工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札

候補者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に

該当する場合はこの限りではありません。

　⑷ 　本案件と「渡田山王町200ｍｍ－75ｍｍ配水管布設替工事」においては、配置できる技術者が

１名でも両方の入札に参加することが可能です。詳細は「入札情報かわさき」の平成28年９月

30日付け「平成28年10月から入札契約制度を変更します」を御覧ください。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第29号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月４日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　長沢浄水場　脱水土運搬委託（単価契約）

履行場所 長沢浄水場及び局指定場所

履行期間 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収

集運搬業」に登載されており、かつ神奈川県産業廃棄物収集運搬業又は川崎市産業廃棄物収集運

搬業及び東京都産業廃棄物収集運搬業の「汚泥」の許可を受けていること。

⑹ 　平成14年４月１日以降に、汚泥運搬業務の元請としての履行完了実績を有すること。

⑺ 　運搬車として、10トン級（９トン～ 12トン）のダンプトラックを、契約期間中継続して６台以

上保有又は調達することが可能であり、かつ配車することが可能であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年４月25日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度地盤変動影響に係る建物等調査委託（単価契約）

履行場所 川崎市内及び本市が特に指定した場所

履行期間 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「補償コンサルタント」、種目「事業損失

部門」に登載されている者。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年４月25日　午後３時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　鷺沼配水所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）

履行期間 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年４月25日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　潮見台配水所ほか31箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市宮前区潮見台４番１号（潮見台配水所）ほか31箇所

履行期間 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年４月25日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　第１配水工事事務所用地ほか38箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市中原区上平間1183（第１配水工事事務所用地）ほか38箇所

履行期間 契約の日から平成30年３月20日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年４月25日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　黒川分水井ほか14箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市麻生区黒川1635（黒川分水井内）ほか14箇所

履行期間 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年４月25日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　長沢浄水場ほか３箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）ほか３箇所

履行期間 契約の日から平成30年２月23日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「除草、せんてい等

樹木管理」に登載されている者。

⑹ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年４月25日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第30号

　川崎市上下水道局業務委託に関するプロポーザル方式

事務取扱要綱（平成19年12月７日19川水総契第650号）

第２条第２号に基づく公募型プロポーザル方式により、

生田浄水場ほか７箇所運転監視・保守点検業務委託の受

託適格者を特定することについて、次のとおり公告しま

す。

　　平成29年４月５日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　公募型プロポーザル方式に付する事項

　⑴ 　委託件名

　　　生田浄水場ほか７箇所運転監視・保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　生田浄水場　川崎市多摩区生田１－１－１

　　イ 　稲田取水所　川崎市多摩区菅稲田堤３－21－１

　　ウ 　工水菅１号さく井　川崎市多摩区菅３－７－16

　　エ 　工水菅２号さく井　川崎市多摩区菅４－４－１

　　オ 　工水菅３号さく井　川崎市多摩区菅５－４－２

　　カ　工水菅５号さく井　 川崎市多摩区菅北浦１－６

－17

　　キ　工水菅６号さく井　川崎市多摩区生田１－24

　　ク　工水菅８号さく井（稲田取水所内）

　　ケ　平間配水所　川崎市中原区上平間1668

　⑶ 　履行期限

　　　契約の日から平成35年３月31日まで

　　 　ただし、契約の日から平成30年３月31日までを業

務準備期間とし、業務開始日は平成30年４月１日と

します。

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、生田浄水場ほか７箇所の工業用水道施

設において、次の業務を行うものです。

　　ア 　運転監視・操作業務

　　（ア）施設の運転管理・操作

　　（イ）水量・水圧・水質の管理

　　（ウ）水運用等の連絡調整

　　イ 　保守点検業務

　　（ア）巡視・日常・定期点検

　　（イ）補修・修繕業務

　　（ウ）維持管理業務

　　ウ 　危機管理・緊急対応

　　エ 　研修・教育訓練

　　オ 　技術管理

　　カ　安全衛生管理

　　キ　その他
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　　（ア）受託者の提案に基づく業務

　　（イ）受託者との協議により実施する業務

２ 　プロポーザル方式参加資格に関する事項

　 　この公募型プロポーザル方式に参加を希望する者

は、単体企業であり、次の条件を全て満たさなければ

なりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、業種「施設維持管理」、種目「その他の施

設維持管理」に登録されていること。

　　 　なお、平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登録されていない者（入札参加業種・種目に

搭載のない者も含む。）で、本プロポーザルの参加

を希望する者は、川崎市財政局資産管理部契約課で

所定の様式により、平成29年４月28日までに競争入

札参加資格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　プロポーザル公告日時点で、日本国内の水道施設

または工業用水道施設の凝集沈でん処理施設を有す

る浄水場において、運転管理業務を元請として同一

施設で１年以上継続して履行した実績を有すること。

　　 　なお、実績については、浄水場の運転監視・保守

点検業務等を包括的に実施したものを対象（第三者

委託であるかは不問とする。）とし、部分的な業務

委託は対象外とします。

　　 　また、共同企業体により履行した実績は、代表者

であるものに限ります。

３ 　プロポーザル方式実施説明書・参加意向申出書等の

配布及び提出

　 　この公募型プロポーザル方式に参加を希望する者

は、次によりプロポーザル参加意向申出書（川崎市上

下水道局業務委託に関するプロポーザル方式事務取扱

要綱（平成19年12月７日19川水総契第650号。以下「要

綱」という。）第３号様式。以下「参加意向申出書」

という。）、資格要件書（実施説明書指定様式３）、２

⑶及び⑷の要件を備えていることを証明する書類を提

出しなければなりません。

　 　資格要件書は、２⑷に示す条件を満たす実績につい

て、公称施設能力が大きく、かつ履行年数が長期間で

あるものを最大５件まで記載し、これを証明できる資

料の写しを参加意向申出書と合わせて提出してくださ

い。

　 　なお、資格要件書で提出する実績については、本プ

ロポーザルにおける参加資格を確認するとともに、施

設能力の規模や履行年数の期間に応じて評価を行うこ

とします。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　 　〒214－0034　川崎市多摩区三田５－１－１

　　　（長沢浄水場内　浄水管理棟１階）

　　　川崎市上下水道局水管理センター水道施設管理課

　　　電話　044－900－9710

　⑵ 　配布期間

　　　平成29年４月５日から平成29年５月15日まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで

　　　（正午から午後１時までを除く。）

　⑶ 　提出期間

　　　平成29年４月21日から平成29年５月15日まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで

　　　（正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　配布する書類

　　ア 　実施説明書（様式集を含む。）

　　イ 　参考資料集（電子データ）

　⑸ 　提出方法

　　 　上記⑴の場所に持参してください。なお、郵送に

よる提出は受け付けません。

　⑹ 　提出すべき資料

　　ア 　参加意向申出書

　　イ 　資格要件書

　　ウ 　２⑶及び⑷の要件を備えていることを証明する

書類

４ 　実施説明書に関する質問及び回答

　⑴ 　質問

　　 　実施説明書に関する質問がある場合は、実施説明

書の指定様式１「実施説明書に関する質問書」によ

り提出してください。

　　　なお、評価基準に関する質問は受け付けません。

　　ア 　提出場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　提出期間

　　　　平成29年４月12日から平成29年４月21日まで

　　　　（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　　ウ 　提出方法

　　　 　３⑴の場所に持参してください。なお、郵送に

よる提出は受け付けません。

　⑵ 　回答

　　 　質問書を提出した全ての者に対し、全ての質問及

び回答を一覧にして次により回答します。

　　　なお、回答書の郵送は行いません。

　　ア 　回答場所

　　　　３⑴に同じ
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　　イ 　回答日時

　　　　平成29年５月８日午後１時から午後５時まで

５ 　参加資格確認結果通知書等の交付

　 　参加意向申出書を提出した者には、次により参加資

格確認結果通知書（要綱第４号様式）を交付します。

また、参加資格が「有」と認められた者（以下「参加

資格者」という。）には、併せてプロポーザル関係書

類提出要請書（要綱第２号様式。以下「要請書」とい

う。）を交付します。

　 　なお、参加資格確認結果通知書等の郵送は行いませ

ん。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成29年５月22日午後１時から午後５時まで

　⑶ 　非参加資格者の説明の請求及び回答

　　 　非参加資格者と通知された者が、その理由につい

て疑義が生じた場合は、次により書面（書式は任意

とする。）で説明を求めることができます。

　　ア 　請求場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　請求期間

　　　 　平成29年５月29日から平成29年６月２日まで

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　　ウ 　請求方法

　　　 　３⑴の場所に持参してください。なお、郵送に

よる提出は受け付けません。

　⑷ 　説明請求に対する回答

　　 　次により書面で回答します。なお、回答書の郵送

は行いません。

　　ア 　回答場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　回答日時

　　　　平成29年６月９日（午後１時から午後５時まで）

６ 　技術提案書等の提出

　 　参加資格者は、実施説明書に基づき、技術提案書等

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　提出期間

　　 　平成29年７月７日から平成29年７月21日まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで

　　　（正午から午後１時までを除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　３⑴の場所に持参してください。なお、郵送によ

る提出は受け付けません。

　⑷ 　提出資料

　　ア 　技術提案書　１部

　　イ 　技術提案書等一覧表　１部

　　ウ 　技術提案書に関連する添付資料　１部

　　エ 　上記アからウの電子データ　１部

７ 　技術提案書作成に関する質問及び回答

　⑴ 　質問

　　 　技術提案書作成に関する質問がある場合は、実施

説明書の指定様式２「技術提案書作成に関する質問

書」を次により提出してください。

　　　なお、評価基準に関する質問は受け付けません。

　　ア 　提出場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　提出期間

　　　　平成29年６月１日から平成29年６月16日まで

　　　　（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時を除く。）

　　ウ 　提出方法

　　　 　３⑴の場所に持参してください。なお、郵送に

よる提出は受け付けません。

　⑵ 　回答

　　 　質問書を提出した全ての者に対し、全ての質問及

び回答を一覧にして次により回答します。

　　　なお、回答書の郵送は行いません。

　　ア 　回答場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　回答日時

　　　　平成29年６月30日午後１時から午後５時まで

８ 　技術提案書作成の留意事項

　 　参加資格者は、実施説明書26に示す要求水準に基づ

き、実施説明書16に示す提案事項に対して明確かつ可

能な限り具体的に提案を記述し、提案書を作成してく

ださい。

９ 　技術提案内容に対するヒヤリング

　 　提出された提案書等の内容に対し、次の方法により

ヒヤリングを実施します。

　⑴ 　実施方法

　　 　提案書等の内容に関して、各参加資格者によるプ

レゼンテーションを実施し、質疑応答を行うことと

します。

　⑵ 　実施日時・場所

　　 　８月上旬～中旬（各参加資格者に対して別途通知

します。）

10　プロポーザル方式の評価方法

　 　このプロポーザル方式の評価は、資格要件書で提出

する実績の施設能力及び履行年数、提案書等（添付資

料を含みます。）並びにヒヤリングにより行うことと
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し、実施説明書に示す評価項目及び基準に基づき、評

価点の総合計により総合評価点を算出します。

11　受託適格者の特定方法

　⑴ 　特定方法

　　 　このプロポーザル方式における受託適格者は、10

により算出した総合評価点の最も高い者を受託適格

者とします。ただし、総合評価点が最も高い者が２

者以上いる場合は、技術評価の合計点が最も高いも

のを受託適格者とします。また、技術評価の合計点

も同点である場合は、くじにより受託適格者を特定

します。

　　 　なお、受託適格者として特定された者が契約締結

までに辞退した場合、または参加資格を喪失した場

合は、その者を除いて、総合評価点が最も高い者を

受託適格者とします。

　⑵ 　受託適格者の対象外とする場合

　　 　次に示す項目に該当する場合は、総合評価点によ

らず受託適格者の対象外とします。

　　ア 　実施説明書16に示す提案事項について、記述が

ない提案事項がある場合

　　イ 　実施説明書26に示す要求水準に対し、明らかに

要求を満たしていない提案事項がある場合

　　ウ 　提案価格が当局の提示した上限価格を超えてい

る場合

　　エ 　契約締結までに参加資格を喪失した場合

　⑶ 　受託適格者の提案価格

　　 　受託適格者となるべき者の提案価格が、契約内容

に適合した履行がなされない恐れがあると認められ

るときは、当該適格者を除き、評価値の最も高い者

を受託適格者とすることがあります。

　⑷ 　結果通知書の交付

　　 　12に示す参加資格喪失者を除き、技術提案書を提

出した者全てに対し、評価の結果について「結果通

知書（要綱第８号様式）」を交付します。

　　　なお、結果通知書の郵送は行いません。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　平成29年９月上旬

　　　　（各参加資格者に対して別途通知します。）

　⑸ 　説明請求

　　 　受託適格者に特定された者以外の者が、特定され

なかった理由について疑義が生じた場合は、次によ

り書面（書式は任意とします。）で説明を求めるこ

とができます。

　　ア 　請求場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　請求期間

　　　　結果通知書交付日から５営業日以内

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　　ウ 　請求方法

　　　 　３⑴の場所に持参してください。なお、郵送に

よる提出は受け付けません。

　　エ 　説明請求に対する回答

　　　 　次により回答します。なお、回答書の郵送は行

いません。

　　（ア）回答場所

　　　　　３⑴に同じ

　　（イ）回答日時

　　　　 　当局が指定する日の午後１時から午後５時ま

で

12　参加資格の喪失

　⑴ 　参加資格の喪失

　　 　参加資格者が契約を締結する期限までの間におい

て、次のいずれかに該当する場合は、参加資格を失

うものとし、参加資格を失う者（以下「参加資格喪

失者」という。）が既に提出した提案書等は無効と

します。また、参加資格喪失者に対しては、参加資

格を失う理由を「参加資格喪失通知書（要綱第７号

様式）」により通知します。

　　ア 　２の資格要件を満たさなくなったとき。

　　イ 　提出した書類等に虚偽の記載をしたとき。

　　ウ 　評価委員会の委員となった者の援助を受けて提

案書及びその関係書類を作成したとき。

　⑵ 　参加資格喪失者の説明の請求及び回答

　　 　参加資格喪失者は、その理由について疑義が生じ

た場合は、次により書面（書式は任意とします。）

で説明を求めることができます。なお、郵送による

提出は認めません。

　　ア 　請求場所

　　　３⑴に同じ

　　イ 　請求方法

　　　 　参加資格喪失通知書交付日から５営業日以内の

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）に持参してください。

　　ウ 　説明請求に対する回答

　　　 　次により書面で回答します。なお、回答書の郵

送は行いません。

　　（ア）回答場所

　　　　　３⑴に同じ

　　（イ）回答日時

　　　　 　当局が指定する日の午後１時から午後５時ま

で

13　その他

　⑴ 　このプロポーザル方式において使用する言語及び
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通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　このプロポーザル方式は、実施説明書に定めるも

ののほか、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約

規程、川崎市上下水道局競争入札心得等に定めるも

の及び本案件の公告によるものとします。

　⑶ 　このプロポーザル方式は、参加資格者が１者とな

ったとき中止します。ただし、上下水道事業管理者

が認める場合は、その限りではありません。

　⑷ 　このプロポーザルの参加申し込み後、辞退する場

合は、書面（書式は任意とします。）により申し出

てください。

　⑸ 　このプロポーザル方式において、参加資格者から

提出された提出書類、提案書等は、原則として返却

しません。なお、これらの提出書類等は、受託適格

者の特定以外の目的で使用しません。

　⑹ 　このプロポーザル方式において、提案書等の作成

に必要な費用は、参加資格者の負担とします。

　⑺ 　このプロポーザル方式において配布する実施説明

書及びその他の資料等は、プロポーザル参加に係る

検討以外の目的で使用することを禁じます。

　⑻ 　このプロポーザル方式において提示された提案価

格は、本業務委託における予定価格を算出するため

の根拠資料とします。

　⑼ 　受託適格者は、当局との契約交渉において、速や

かに提案内容の詳細について協議を行ってください。

　⑽ 　受託適格者特定後、提案書作成時には想定されな

かった理由により、業務内容、費用等を変更する必

要が生じた場合は、当局との協議により必要と認め

られる場合に限り、内容を変更することができます。

　⑾ 　受託適格者は、契約締結後、速やかに業務準備に

着手してください。

　⑿ 　契約締結後、業務開始までに必要な準備は、受託

者の費用により実施してください。

　⒀ 　その他、詳細事項等について疑義が生じた場合

は、当局と協議のうえ決定します。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告第31号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月11日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度江川せせらぎ水路清掃委託

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期間 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑸ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑹ 　バキューム車を保有または調達することが可能であること。

⑺ 　管きょ内の作業に当たり、産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者及び酸素欠乏・

硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。なお、双方は兼任できるものと

する。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年５月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
本案件は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該当します。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター実施設計委託その39

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期間 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されている者。

⑷ 　平成14年４月１日以降において、下水処理場（全体計画水量・晴天時日最大：100,000ｍ３以上）

における水処理施設の実施設計業務（新設、増設又は改築）の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。

　ア 　総合技術監理部門技術士（下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者（総合技術監理部門技術士（下水道）、上下水道部門技術士（下水道）または下水

道法に規定された資格を有する者）及び照査技術者

　　　なお、業務責任者及び照査技術者は兼務不可とする。

　ウ 　土木担当技術者の長として、上下水道部門技術士（下水道）の資格を有する者

　エ 　建築担当技術者の長として、一級建築士の資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年５月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場排水処理施設改良に伴う詳細設計業務委託

履行場所 多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期間 契約の日から平成30年３月16日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」及び「鋼構造及びコンクリート部門」の全てに登載されている者。

⑷ 　国又は地方公共団体等が発注した水道施設（浄水場、着水井、配水池等の基幹構造物）の新設（更

新含む）及び耐震補強に係る詳細（実施）設計業務委託の元請としての履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の条件を満たした技術者を全て配置できること。

　ア 　技術士試験の第二次試験において、上下水道部門又は総合技術監理部門の選択科目「上水道

及び工業用水道」に合格した技術士を本業務の業務責任者及び照査技術者として配置できるこ

と。ただし、業務責任者と照査技術者を兼任することはできません。

　　 　また、業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ恒

常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用

関係にあるとはいえません。）があること。

　イ 　技術士試験の第二次試験において、建設部門の選択科目「鋼構造及びコンクリート」又は総

合技術監理部門の選択科目「鋼構造及びコンクリート」を合格した技術士資格を有する者、も

しくはコンクリート診断士、コンクリート主任技師のいずれかの資格を有する者。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年５月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 債権管理に伴う遅延損害金・延滞金の管理システム開発及び運用業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市上下水道局サービス推進部営業課ほか

履行期間 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」、種目「システム・ソフ

ト開発」に記載されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項による中小企業であ

ること。

⑹ 　国又は地方公共団体等が発注した電気・ガス・水道・通信等の継続的供給契約に基づく事業の

債権管理に係るシステム開発の元受履行完了実績があること。

⑺ 　一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク又は国際規格ＩＳＯ　

27001の認証を取得していること。

⑻ 　国際規格ＩＳＯ　9001の認証を取得していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年５月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ６号配水本管流量計改造に伴う詳細設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田５－29

履行期間 契約の日から平成29年９月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されていること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097
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入札日時等 平成29年５月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 末吉橋架替事業に伴う上水１号送水管布設替基本設計業務委託

履行場所 自：川崎市幸区小倉５－24先　至：横浜市鶴見区上末吉５－12先

履行期間 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されている者。

⑷ 　技術士試験の第二次試験において、上下水道部門又は総合技術監理部門の選択科目「上水道及

び工業用水道」に合格した技術士を本業務の業務責任者及び照査技術者として配置できること。

ただし、業務責任者と照査技術者は兼任できません。

　 　また、業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ恒常

的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係

にあるとはいえません。）があること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年５月９日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第32号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月11日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生・等々力下水圧送管その８工事

履行場所 川崎市宮前区潮見台、水沢２丁目地内

履行期間 契約の日から255日間

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年５月15日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸土地区画整理地区内下水枝線その13工事

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期間 契約の日から270日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年５月９日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第９号

　　　落札者等の公示

　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　調達の名称及び数量

　⑴ 　長沢浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　5,784,597キロワット時

　⑵ 　潮見台配水所で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　3,790,016キロワット時

　⑶ 　生田浄水場で使用する電気　高圧受電（単価契約）

　　　予定使用電力量　8,379,400キロワット時

　⑷ 　平間配水所で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　2,526,088キロワット時

　⑸ 　鷺沼配水所で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　3,628,105キロワット時

　⑹ 　入江崎総合スラッジセンターで使用する電気

　　　（単価契約）

　　　予定使用電力量　22,394,658キロワット時

　⑺ 　入江崎水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　22,462,264キロワット時

　⑻ 　加瀬水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　11,847,714キロワット時

　⑼ 　等々力水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　25,697,760キロワット時

　⑽ 　麻生水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　5,739,337キロワット時

　⑾ 　戸手ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　4,748,621キロワット時

　⑿ 　小向ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量　2,986,852キロワット時

　⒀ 　デジタル水道メーター（新品）13mm　21,600個

　⒁ 　デジタル水道メーター（新品）20mm　38,400個

　⒂ 　デジタル水道メーター（修理）20mm　21,600個

　⒃ 　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ

　　　（単価契約）

　⒄ 　水道用次亜塩素酸ナトリウム１ｔ（単価契約）

　⒅ 　水道用粉末活性炭（ドライ炭）１kg（単価契約）

　⒆ 　高分子凝集剤１ｔ（単価契約）（下水）

　⒇ 　次亜塩素酸ナトリウム１ｔ（単価契約）（下水）

　（21）　泥土改質剤ロックマスターＬ－670　１kg

　　　（単価契約）（下水）

　（22）　特殊固化材１ｔ（単価契約）（下水）

２ 　契約事務担当課の名称及び所在地

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

３ 　落札者の相手方を決定した日

　⑴ 　１　⑴～⑿

　　　平成29年２月23日

　⑵ 　１　⒀～⒂

　　　平成29年３月14日

　⑶ 　１　⒃～⒅

　　　平成29年３月８日

　⑷ 　１　⒆～（22）

　　　平成29年３月10日

４ 　落札者の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　１　⑴～⑿

　　　東京電力エナジーパートナー

　　　株式会社　Ｅ＆Ｇ事業本部　南関東本部

　　　南関東本部長　佐藤　茂雄

　　　横浜市中区弁天通１丁目１番地

　⑵ 　１⒀　⒂ 

　　　柏原計器工業　株式会社

　　　関東営業部神奈川営業所

　　　所長　片平　初男

　　　横浜市青葉区あざみ野２丁目２番地４

　⑶ 　１⒁ 

　　　東洋計器　株式会社　横浜営業所

　　　所長　長崎　聡一朗

　　　横浜市中区山下町74番地１

　⑷ 　１⒃

　　　協栄産業　株式会社　神奈川支店

　　　支店長　杉山　公之

　　　川崎市麻生区王禅寺東二丁目33番８号

　⑸ 　１⒄

　　　株式会社　泰山堂

　　　代表取締役　金成　敏史

　　　川崎市川崎区駅前本町15番地１

　⑹ 　１⒅

　　　水研化学工業　株式会社

　　　代表取締役　村松　令一郎

　　　神奈川県大和市深見西四丁目８番24号

　⑺ 　１⒆～（22）

　　　葵薬品産業　株式会社

　　　代表取締役　間瀬　良夫

　　　川崎市川崎区本町一丁目５番地15

　　　タウンビル１階

５ 　落札金額に係る契約金額

　⑴ 　１⑴

　　　101,621,094円
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　⑵ 　１⑵

　　　66,824,383円

　⑶ 　１⑶

　　　150,821,854円

　⑷ 　１⑷

　　　47,077,136円

　⑸ 　１⑸

　　　66,270,394円

　⑹ 　１⑹

　　　346,884,720円

　⑺ 　１⑺

　　　351,153,441円

　⑻ 　１⑻

　　　184,391,684円

　⑼ 　１⑼

　　　398,500,063円

　⑽ 　１⑽

　　　101,815,104円

　⑾ 　１⑾

　　　91,831,016円

　⑿ 　１⑿

　　　56,572,135円

　⒀ 　１⒀

　　　45,956,160円

　⒁ 　１⒁

　　　102,435,840円

　⒂ 　１⒂

　　　24,027,840円

　⒃ 　１⒃

　　　30,240円

　⒄ 　１⒄

　　　55,404円

　⒅ 　１⒅

　　　307.8円

　⒆ 　１⒆

　　　727,920円

　⒇ 　１⒇

　　　44,820円

（21）　１（21）

　　　752.76円

（22）　１（22）

　　　11,664円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　⑴１　⑴～⑿

　　　平成29年１月10日

　⑵１　⒀～（22）

　　　平成29年１月25日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第10号

　　　落札者等の公示

　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

　　平成29年４月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　調達の名称

　　平成29年度　長沢浄水場　脱水土処理

　　（粒状改良土）業務委託（単価契約）

　⑴ 　契約事務担当課の名称及び所在地

　　　財政局資産管理部契約課

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　明治安田生命ビル13階

　⑵ 　落札者を決定した日

　　　平成29年２月24日

　⑶ 　落札者の氏名及び住所

　　　株式会社　エコ・ファクトリー

　　　代表取締役　有田　一成

　　　東京都稲城市大丸1434番地３

　⑷ 　落札金額

　　　50,000円

　⑸ 　契約の相手方を決定した手続

　　　一般競争入札

　⑹ 　入札の公告を行った日

　　　平成29年１月10日

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第13号

　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成29年４月13日

 川崎市交通事業管理者　　　

 交通局長　平　野　　誠　　

　　　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、

　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程（平成元年交通局規程第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第６条２第１項を、を次のように改める。

　 　局長は、子（民法（明治29年法律第89号）第817条

の２第１項の規定により職員が当該職員との間におけ

る同項に規定する特別養子縁組の成立について、家庭

裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が



（第1,721号）平成29年(2017年)４月25日 川 崎 市 公 報

－1716－

裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該

職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他同条第１号に規定する養育里

親である職員（児童の親その他の同法第27条第４項に

規定する者の意に反するため、同項の規定により、同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当

該児童を委託することができない職員に限る。）に同

法第27条第１項第３号の規定により委託されている当

該児童を含む。次条第１項及び第２項において同じ。）

（小学校就学の始期に達するまでのものに限る。）の

ある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、

深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。

以下同じ。）において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして、次の各号のいずれにも該当す

る者である場合における当該職員を除く。）が当該子

を養育するために請求した場合には、公務の運営に支

障がある場合を除き、深夜における勤務（以下「深夜

勤務」という。）をさせてはならない。

　第６条の２第５項中第４号を第６号とし、第３号の次

に次の２号を加える。

　⑷ 　当該請求に係る子（１項において子に含まれるも

のとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の監護

対象者等」という。）に限る。）が民法（明治29年法

律第89号）第817条の２第１項の規定による請求に

係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁組の

成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組

が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の

規定による措置が解除されたことにより当該特別養

子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

　⑸ 　第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、当

該請求をした職員が１項に規定する職員に該当しな

くなった場合当該請求をした職員の配偶者で当該請

求に係る子の親であるものが、深夜において常態と

して当該子を養育することができるものとして、第

１項各号のいずれにも該当する者となった場合

第 ６条の３第５項中「１週間を経過する日（以下」の次

に「この項において」を加える。

　第６条の３第８項に次の２号を加える。

　⑷ 　当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象

者等が民法第817条の２第１項の規定による請求に

係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁組の

成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組

が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の

規定による措置が解除されたことにより当該特別養

子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

　⑸ 　第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、当

該請求をした職員がそれぞれ第１項又は第２項に規

定する職員に該当しなくなった場合

　第６条の４を次のように改める。

（介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第 ６条の４　第６条の２（同条第５項第４号から６号を

除く。）及び前条（同条第１項及び第８項第３号を除

く。）の規定は、第12条の２第１項に規定する日常生

活を営むのに支障があるもの（以下「要介護者」とい

う。）を介護する職員について準用する。この場合に

おいて、第６条の２第１項中「子（民法（明治29年法

律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当

該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の

成立について、家庭裁判所に請求した者（当該請求に

係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号

の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁

組里親である職員に委託されている児童その他同条第

１号に規定する養育里親である職員（児童の親その他

の同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、

同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する

養子縁組里親として当該児童を委託することができな

い職員に限る。）に同法第27条第１項第３号の規定に

より委託されている当該児童を含む。次条第１項及び

第２項において同じ。）（小学校就学の始期に達するま

でのものに限る。）のある職員が当該子を養育」とあ

り、前条第１項中「３歳に満たない子のある職員が当

該子を養育」とあり、前条第２項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあ

るのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」

と、６条の２第５項第１号中「子」とあるのは「要介

護者」と、同条第５項第２号中「子が離縁又は養子縁

組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなっ

た」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との

親族関係が消滅した」と、前条第１項中「当該請求を

した職員の業務を処理するための措置を講ずることが

著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障が

ある」と、同条第３中「第１項又は第２項」とあるの

は「第２項」と、同条第３項中「第１項又は第２項」

とあるのは「第２項」と、「ものとする。この場合に

おいて、第１項の規定による請求に係る期間と第２項

の規定による請求に係る期間とが重複しないようにし

なければならない。」とあるのは「ものとする。」と、

同条第４項、第５項及び第７項中「第１項又は第２項」

とあるのは「第２項」と、同条第８項中「第１項又は

第２項」とあるのは「第２項」と、同項第１号中「子」

とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁

又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」



川 崎 市 公 報 （第1,721号）平成29年(2017年)４月25日

－1717－

とあるのは「要介護者と当該請求をした職員の親族関

係が消滅した」と、同条第９項中「第１項又は第２項」

とあるのは「第２項」と、「次の各号」とあるのは「前

項第１号又は第２号」と、「これら」とあるのは「第

２項」と読み替えるものとする。

　第９条第１項中第５号を第６号とし、第４号の次に次

の１号を加える。

　⑸ 　介護時間

　 　第12条の２第１項中「ため、」の次に「職員の申出

に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算し

て６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定

期間」という。）内において」を加え、同条第２項か

ら第４項までを次のように改める。

２ 　介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認め

られる期間とする。

３ 　前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希

望する期間の初日及び末日を明らかにして、局長に対

して行わなければならない。

４ 　局長は、前項の規定による指定期間の指定の申出が

あった場合には、当該申出による期間の初日から末日

までの期間（第７項において「申出の期間」という。）

の指定期間を指定するものとする。

　第12条の２に次の４項を加える。

５ 　職員は、第３項の申出に基づき前項若しくは第７項

の規定により指定された指定期間を延長して指定する

こと又は当該指定期間若しくはこの項の申出（短縮の

指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは第７項の

規定により指定された指定期間を短縮して指定するこ

とを申し出ることができる。この場合においては、改

めて指定期間として指定することを希望する期間の末

日を明らかにして、局長に対し申し出なければならな

い。

６ 　局長は、職員から前項の規定による指定期間の延長

又は短縮の指定の申出があった場合には、第４項、こ

の項又は次項の規定により指定された指定期間の初日

から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定

するものとする。

７ 　第４項又は前項の規定にかかわらず、局長は、それ

ぞれ、申出の期間又は第３項の申出に基づき第４項若

しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日

の翌日から第５項の規定による指定期間の延長の指定

の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間

（以下この項において「延長申出の期間」という。）

の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明ら

かである場合は、当該期間を指定期間として指定しな

いものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部

の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日であ

る場合は、これらの期間から当該日を除いた期間につ

いて指定期間を指定するものとする。

８ 　指定期間の通算は、歴に従って計算し、１月に満た

ない期間は、30日　をもって１月とする。

９ 　介護休暇の単位は、１日、半日又は１時間とする。

半日を単位とする介護休暇は、１日を通じ、１時間を

単位とする介護休暇又は介護休暇と要介護者を異にす

る介護時間の承認を受けて勤務しない時間がない日に

与えるものとする。

10 　１時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業

の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した４時

間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承

認を受けて勤務しない時間がある日については、当該

４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間）を超えない範囲内の時間とする。

11 　介護休暇を取得した職員の給与の減額方法について

は、給与等支給規程第13条第４項及び第５項の例によ

る。

12 　所属長は、月の末日に至った場合には、その月にお

いて給与を減額されることとなった職員についての同

規程第13条の２に規定する給与減額報告書を作成し、

速やかに給与担当課長に提出しなければならない。

　第12条の３を第12条の４とし、第12条の３の次に次の

１号を加える。

（介護時間）

第 12条の３　職員は、要介護者の介護をするため、要介

護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態

ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指

定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤

務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認

められる場合には、介護時間を受けることができる。

２ 　介護時間の時間は、前項に規定する期間内において

１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められ

る時間とする。

３ 　介護時間の単位は、30分とする。

４ 　介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、

又は終業の時刻まで連続した２時間（育児休業法第19

条第１項の規定による部分休業又は職員の育児を事由

とする特別休暇の承認を受けて勤務しない時間がある

日については、当該２時間から当該部分休業又は当該

特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間）を超えない範囲内の時間とする。

５ 　職員が介護時間の承認を受けて勤務しない場合に

は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例（昭和32年川崎市条例第32号）第12条第１項の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤

務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

６ 　前項に規定する給与の減額方法については、給与等
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支給規程第13条第４項及び第５項の例による。

12 　所属長は、月の末日に至った場合には、その月にお

いて給与を減額されることとなった職員についての同

規程第13条の２に規定する給与減額報告書を作成し、

速やかに給与担当課長に提出しなければならない。

　 　第12条の４を第12条の５とし、見出しを「（病気休

暇等の承認）」に改め、同条第１項中「及び」を「、

介護時間又は」に改め、同条第２項中「第17条第２項

に規定する介護を必要とする一の継続する状態」を

「介護休暇の承認を受けようとする場合において、１

回の指定期間」に、「者」を「とき」に改め、「期間」

の次に「（当該指定期間が２週間未満である場合その

他の局長が定める場合には局長が定める期間）」を加

え、同条第３項中「及び」を「、介護時間又は」に改め、

同条第４項中「及び」を「又は」に改め、同条第５項

第２号中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。

　 　別表第５の18　短期の介護の項中「孫及び」を「孫

若しくは」に、「並びに」を「又は」に、「配偶者及び」

を「配偶者若しくは」に改める。

　別表第３備考第２項を次のように改める。

　２ 　この表に定める子（18の子を除く。）には、特別

養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。

　　 　別表第３備考12関係第１号及び同表備考13関係中

「第２項において子に含まれるものとされる者」を

「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」に改める。

　　 　別表第３備考15関係第４号中「この休暇は、半日

を単位として与える」を「付与日数の単位は、第10

条第11項（後段を除く。）の規定を準用する。この

場合において、同項前段中「、半日又は１時間」と

あるのは「又は半日」と読み替えるものとする」に

改める。

　　 　別表第３の付表第１備考第２号中「別表第３備考

第２項において子に含まれるものとされる者」を

「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」に改める。

　附則

　（施行期日）

１ 　この規程は、公布の日から施行し、平成29年４月１

日から適用する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規程第12条の２の規定により介護休暇の承

認を受けた職員であって、この規程の施行の日（以下

「施行日」という。）において当該介護休暇の初日（以

下単に「初日」という。）から起算して６月を経過し

ていないものの当該介護休暇に係る改正後の第12条の

２に規定する指定期間については、局長は、初日から

当該職員の申出に基づく施行日以後の日（初日から起

算して６月を経過する日までの日に限る。）までの期

間を指定するものとする。

　（附則第２項の規定による指定期間の指定）

３ 　前項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とす

ることを希望する日を明らかにして、局長に対して行

わなければならない。

４ 　局長は、前項の規定による指定期間の指定の申出が

あった場合には、初日から当該申出による期間の末日

までの期間の指定期間を指定するものとする。

５ 　附則第２項に規定する職員（以下「職員」という。）

は、同項の申出に基づき前項若しくは附則第７項の規

定により指定された指定期間を延長して指定すること

又は当該指定期間若しくはこの項の申出（短縮の指定

の申出に限る。）に基づき次項若しくは附則第７項の

規定により指定された指定期間を短縮して指定するこ

とを申し出ることができる。この場合においては、改

めて指定期間として指定することを希望する期間の末

日を明らかにして、局長に対し申し出なければならな

い。

６ 　局長は、職員から前項の規定による指定期間の延長

又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当

該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するも

のとする。

７ 　附則第４項又は前項の規定にかかわらず、局長は、

それぞれ、この規程の施行の日から附則第３項の規定

により申し出た指定期間の末日とすることを希望する

日までの期間（以下「施行日以後の申出の期間」とい

う。）又は附則第３項の申出に基づき附則第４項若し

くはこの項の規定により指定された指定期間の末日の

翌日から附則第５項の規定による指定期間の延長の指

定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期

間（以下「延長申出の期間」という。）の全期間にわ

たり介護休暇を承認できないことが明らかである場合

は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、

施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部

の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日であ

る場合は、これらの期間から当該日を除いた期間につ

いて指定期間を指定するものとする。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第14号

　川崎市交通局企業職員出勤記録整理規程の一部を改正

する規程を次のように定める。

　　平成29年４月13日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　平　野　　誠　　

　　　川崎市交通局企業職員出勤記録整理規程の

　　　一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員出勤記録整理規程（平成13年交

通局規程第17号）の一部を次のように改正する。
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　第４条第３号中ヘをホとし、フをヘとし、ヒをフとし、

ハをヒとし、ノをハとし、ネの次に次のように加える。

　ノ　介護時間を承認された場合　介時間

　第４条第４号中キをケとし、カをクとし、オをキとし、

エをカとし、ウの次に次のように加える。

　エ 　自己啓発等休業を承認された場合　自休業

　オ 　配偶者同行休業を承認された場合　配休業

　附　則

　この規程は、公布の日から施行し、平成29年４月１日

から適用する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第15号

　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に

関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成29年４月13日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　平　野　　誠　　

　　　 川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支

　　　給方法等に関する規程等の一部を改正する

　　　規程（川崎市交通局企業職員の給料等の額

　　　及び支給方法等に関する規程の一部改正）

第 １条　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方

法等に関する規程（昭和32年11月20日交通部規程第７

号）の一部を次のように改正する。

　 　第５条の５中第５号を第７号とし、第４号の次に次

の２号を加える。

　⑸ 　自己啓発等休業（地方公務員法第26条の５第１項

に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号にお

いて同じ。）を始め、又は自己啓発等休業の終了に

より職務に復帰した場合

　⑹ 　配偶者同行休業（地方公務員法第26条の６第１項

に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号にお

いて同じ。）を始め、又は配偶者同行休業の終了に

より職務に復帰した場合

　第12条第４項第１号中「条例第12条第１項又は第２

項」を「条例第12条又は川崎市交通局企業職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する規程（平成元年交通局規程第

６号。以下「勤務時間等規程」という。）第12条の３第

５項」に改める。

　第12条の２第２項第２号中「条例第12条第１項又は第

２項」を「条例第12条又は勤務時間等規程第12条の３第

５項」に改める。

　第13条第１項中「職員が勤務しないときは、その勤務

しないことにつき局長が承認を与えた場合を除くほか

は、その勤務しない１時間につき第18条に規定する勤務

１時間当りの給与額を減額する。」を「条例第12条又は

勤務時間等規程第12条の３第５項の規定により、勤務し

ない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する場合には、勤務しない１時間につき第

18条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額

して給与を支給する。」に改め、「この場合」の次に「（部

分休業の承認を受けて勤務しないことにより減額される

場合を除く。）」を加え、「第18条に規定する「給料の月額」

を「同項に規定する「給料の月額」に改める。

同条第２項中「前項の「その勤務しないことにつき局長

が承認を与えた場合」」を「条例第12条第１項に規定す

る「その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場

合」」に改める。

　同条第４項を次のとおり改める。

　４ 　条例第12条又は勤務時間等規程第12条の３第５項

の規定により減額すべき給与額は、その月分の給料

に対応する額、地域手当に対応する額及び初任給調

整手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料、地

域手当及び初任給調整手当から差し引くものとす

る。ただし、退職、休職等の場合において減額すべ

き給与額を給料、地域手当及び初任給調整手当から

差し引くことができないときは、その他の未支給の

給与から差し引くものとする。

　 　同条第５項中「減額すべき給与額」を「条例第12条

又は勤務時間等規程第12条の３第５項の規定により減

額すべき給与額」に改める。

　 　第13条の２中「第13条第１項の規定に該当し」を

「条例第12条又は勤務時間等規程第12条の３第５項の

規定に該当し、」に改め、「給与減額報告書」を「給与

減額者報告書」に改める。

　 　第15条の２中「川崎市交通局企業職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規程（平成元年交通局規程第６

号。以下「勤務時間等規程」という。）」を「勤務時間

等規程」に改める。

第２号様式を次のとおり改める。
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（川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給

に関する規程の一部改正）

第 ２条　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当

の支給に関する規程（昭和38年12月17日交通局規程第

14号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項第５号中「条例第12条」を「条例第12条

第１項」に改め、同項に次の２号を加える。

　⑻ 　自己啓発等休業職員（法第26条の５第１項に規定

する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同

じ。）

　⑼ 　配偶者同行休業職員（法第26条の６第１項に規定

する配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同

じ。）

　第４条の３第１項第１号中「100分の103.5」を「100

分の98.5」に、「100分の180」を「100分の170」に改め、

同項第２号中「100分の96」を「100分の91」に、「100分

の103.5」を「100分の98.5」に改め、同項第３号及び第

４号中「100分の88.5」を「100分の83.5」に改める。

　第４条の４第１項各号中「100分の42.5」を「100分の

40」に改める。

　第５条第２項第５号中「第４項第５号」を「第４項第

７号」に改め、同号を第７号とする。

　同条第２項中第４号を第６号とし、第３号を第５号と

し、第２号を第４号とし、第１号の次に次の２号を加え

る。

　⑵ 　自己啓発等休業職員として在職した期間の２分の

１の期間

　⑶ 　配偶者同行休業職員として在職した期間の２分の

１の期間

　同条第４項本文中「第６号若しくは第９号（第６号に

係る部分に限る。）」を「第８号若しくは第12号（第８号

に係る部分に限る。）」に改める。

　同条第４項第９号中「第２号」を「第４号」に、「第

３号」を「第５号」に、「第４号」を「第６号」に、「前

３号」を「前４号」に改め、同号を第12号とする。

　同条第４項第８号中「１日の勤務時間の一部について

勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務し

なかった期間」を「勤務しなかった期間が30日を超える

場合には、その勤務しなかった全期間」に改め、同号を

第11号とする。

　同条第４項第７号中「勤務時間規程」を「勤務時間等

規程」に改め、同号を第９号とする。

　同条第４項中第６号を第８号とし、第５号を第７号と

する。

　同条第４項第４号中「給料等支給規程第13条」を「条

例第12条第１項」に改め、「給与を減額された期間（」

の次に「組合休暇により給与を減額された期間を除き、」

を加え、同号を第６号とする。

　同条第４項中第３号を第５号とし、第２号を第４号と

し、第１号の次に次の２号を加える。

　⑵ 　自己啓発等休業職員として在職した期間の２分の

１の期間

　⑶ 　配偶者同行休業職員として在職した期間の２分の

１の期間

　同条第４項第９号の次に次の１号を加える。

　⑽ 　勤務時間等規程第12条の５の規定による介護時間

の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える

場合には、その勤務しなかった全期間

　第７条中「第５条第４項第４号及び第６号」を「第５

条第４項第６号及び第８号」に、「同項第７号」を「同

項第９号」に、「介護休暇の承認を受けて勤務しなかっ

た期間」を「介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期

間、同項第10号に規定する介護時間の承認を受けて勤務

しなかった期間、同項第11号に規定する部分休業の承認

を受けて勤務しなかった期間」に、「及び同号」を「及

び第９号から第11号まで」に改める。

　第10条第２項第３号中「条例第12条第１項又は第２

項」を「条例第12条又は勤務時間等規程第12条の３第５

項」に改める。

　同条第２項第９号中「条例第14条の２」を「条例第14

条の４」に改める。

（川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程の一部改正）

第 ３条　川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程（昭

和57年11月30日交通局規程第27号）の一部を次のよう

に改正する。

　第11条の２第１項第３号中「「公益的法人等派遣条例」

という。）第２条第１項の規定により派遣され、」の次に

「法第26条の５第１項に規定する自己啓発等休業をし、

法第26条の６第１項に規定する配偶者同行休業をし、」

を加える。

　第11条の３第２項第２号中「公益的法人等派遣条例第

２条第１項の規定により派遣され、」の次に「法第26条

の５第１項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の

６第１項に規定する配偶者同行休業をし、」を加える。

（川崎市交通局企業職員の単身赴任手当に関する規程の

一部改正）

第 ４条　川崎市交通局企業職員の単身赴任手当に関する

規程（平成３年３月29日交通局規程第３号）の一部を

次のように改正する。

　第10条第２項第１号中「条例第12条」を「条例第12条

又は川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する規程（平成元年７月31日交通局規程第６号）第12

条の３第５項」に改める。
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　附　則

　この規程は、公布の日から施行し、平成29年４月１日

から適用する。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第44号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月11日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎駅東口乗り場案内整理・車両誘導等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎駅東口23番乗り場

　⑶ 　履行期間

　　　平成29年５月１日から平成30年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎駅東口23番乗り場における川崎競馬貸切バス

の乗降客及び車両の誘導業務（詳細は、仕様書のと

おり）

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「警備」、種目「人的警備」及び「駐車

場管理」、地域区分「市内」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。同申請書の様式は、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードしてください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成29年４月11日から平成29年４月18日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成29年４月19日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　総価で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成29年４月26日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否
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　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第45号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年４月13日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　菅生営業所地質調査委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区犬蔵３－５－１

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成29年７月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　特記仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「地質調査」、種目「陸上ボーリング」、

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。同申請書の様式は、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードしてください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成29年４月13日から平成29年４月19日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成29年４月21日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　施設担当　森山

　　電話　044－200－3224

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　総価で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成29年４月28日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。
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　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

交 通 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市交通局公告（調達）第４号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年４月25日

 川崎市交通事業管理者　　　

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　　中型ノンステップバス

　　　（ディーゼル・8.99ｍクラス）２両

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　製作仕様書・製作要領図によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　平成30年３月31日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい

う。）に、業種「自動車」、かつ、ランク「Ａ」で登

録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

平成29年５月23日までに行ってください。申請の際

には、この公告文を持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　製作仕様書・製作要領図による内容を遵守し、当

該物品を確実に納入することが可能であること。

　⑸ 　物品を納入した後、修理、点検、保守、その他必

要なサービスの提供及び部品の供給に関し、長期

（最低15年）にわたり、迅速かつ適切に対応できる

体制が整備されていること。

　⑹ 　検査を実施するに当たり、必要な資料の提出及び

説明が可能であり、かつ、本市の求めにより職員立

会のもと、速やかに検査に応じられること。

　⑺ 　少なくとも引渡しの日から１年間を保証期間とし

て設定できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　ウ 　検査の実施に関する誓約書

　　エ 　納入予定物品申請書（納入予定物品に関する提

出書類を含む。）

　　※ 上記書類の様式は、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードしてください。

　⑵ 　提出及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　交通局企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　平成29年４月25日から平成29年５月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　入札説明書は、市バスホームページ内「入札情報」

からダウンロードしてください。また、３により一般

競争入札参加資格確認申請書等を提出した者には、３

⑶の期間中、入札説明書を無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を平成29年５月31日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　石沢

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失
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　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他の提

出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　 　入札は総価で行います。入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当す

る金額を入札書に記載してください。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日　時　平成29年６月７日　午前11時00分

　　（イ）場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期　限　平成29年６月５日　必着

　　（イ）宛　先　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　　　 必ず書留郵便により送付してくださ

い。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度の入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札参加者が川崎市交通局競争入札参加者心

得第７条により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者であった場合は参加できません。

10　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑵の場所において閲覧できます。

11　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、委員会への苦情申立てが行われ

た場合、契約締結等の手続を一時停止することがあ

ります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　 Middle Non-step bus(Diesel 8.99m class) 2017 

Model or 2018 Model Quantity 2

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　11:00 A.M. 7 June, 2017

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　5 June, 2017

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section Transportation Bureau

　　　 1-8-9, Isago, Kawasaki-ku Kawasaki, Kanagawa 

210-0006, Japan

　　　TEL:+81(0)44-200-3228

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第５号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年４月25日

 川崎市交通事業管理者　　　

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　　大型ハイブリッド・ノンステップバス

　　　（ディーゼル電気式・10.5ｍクラス）２両
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　⑵ 　購入物品の特質等

　　　製作仕様書・製作要領図によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　平成30年３月31日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい

う。）に、業種「自動車」、かつ、ランク「Ａ」で登

録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

平成29年５月23日までに行ってください。申請の際

には、この公告文を持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　製作仕様書・製作要領図による内容を遵守し、当

該物品を確実に納入することが可能であること。

　⑸ 　物品を納入した後、修理、点検、保守、その他必

要なサービスの提供及び部品の供給に関し、長期

（最低15年）にわたり、迅速かつ適切に対応できる

体制が整備されていること。

　⑹ 　検査を実施するに当たり、必要な資料の提出及び

説明が可能であり、かつ、本市の求めにより職員立

会のもと、速やかに検査に応じられること。

　⑺ 　少なくとも引渡しの日から１年間を保証期間とし

て設定できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　ウ 　検査の実施に関する誓約書

　　エ 　納入予定物品申請書（納入予定物品に関する提

出書類を含む。）

　　　※ 上記書類の様式は、市バスホームページ内「入

札情報」からダウンロードしてください。

　⑵ 　提出及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　交通局企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　平成29年４月25日から平成29年５月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　入札説明書は、市バスホームページ内「入札情報」

からダウンロードしてください。また、３により一般

競争入札参加資格確認申請書等を提出した者には、３

⑶の期間中、入札説明書を無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を平成29年５月31日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　石沢

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他の提

出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　 　入札は総価で行います。入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当す

る金額を入札書に記載してください。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日　時　平成29年６月７日　午前11時00分

　　（イ）場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期　限　平成29年６月５日　必着

　　（イ）宛　先　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

　　　　　　　　　１番地

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　　　 必ず書留郵便により送付してくださ

い。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。
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　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度の入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札参加者が川崎市交通局競争入札参加者心

得第７条により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者であった場合は参加できません。

10　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑵の場所において閲覧できます。

11　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、委員会への苦情申立てが行われ

た場合、契約締結等の手続を一時停止することがあ

ります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　 General bus - large Non-step bus(electric 

hybrid 10.5m class) 2017 Model or 2018 Model 

Quantity 2

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　11:00 A.M. 7 June, 2017

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　5 June, 2017

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　 KAWASAKI CITY OFFICE Accounting Section 

Transportation Bureau

　　　 1-8-9, Isago, Kawasaki-ku Kawasaki, Kanagawa 

210-0006, Japan

　　　TEL:+81(0)44-200-3228

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第６号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年４月25日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び予定数量

　　ア 　軽油Ａ（７月～９月分）　298キロリットル

　　イ 　軽油Ｂ（７月～９月分）　450キロリットル

　　ウ 　軽油Ｃ（７月～９月分）　196キロリットル

　　エ 　軽油Ｄ（７月～９月分）　524キロリットル

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　ア 　川崎市交通局上平間営業所

　　イ 　川崎市交通局塩浜営業所

　　ウ 　川崎市交通局井田営業所

　　エ 　川崎市交通局鷲ヶ峰営業所

　⑷ 　納入期間

　　　平成29年７月１日から平成29年９月30日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成29・30年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」

という。）において業種「燃料・油脂類」、種目「石

油製品・オイル」、かつ、ランク「Ａ」で登録され

ていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

に係る業種を登録していない者を含む。）は、財政

局資産管理部契約課に所定の様式により、資格審査

申請を平成29年５月25日までに行ってください。申

請の際には、この公告文の写しを持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、誓約書及び５の書類を提出

しなければなりません。一般競争入札参加資格確認申

請書等の様式は、市バスホームページ内「入札情報」

からダウンロードしてください。

　⑴ 　提出及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　川崎市交通局企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成29年４月25日から平成29年５月25日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書等を提出

した者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において３⑵の期間中縦

覧に供します。また、市バスホームページ内「入札情

報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、購入物品を安定し

て供給できることを証明する書類（供給保証書）を平

成29年５月25日までに３⑴の場所に提出しなければな

りません。

　 　この場合において、提出された書類等を審査した結

果、当該物品を納入することができると認められた者

に限り、入札に参加することができます。

　 　なお、入札参加者は、当該書類に関し説明を求めら

れたときは、それに応じなければなりません。

６ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を平成29年６月２日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

７ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　石沢

　　電話　044－200－3241

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札及び契約に付す

るものとし、１キロリットル（1,000リットル）当た

りの単価で行います。入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わ

ず、一切の諸経費を含めて見積もった金額から軽油引

取税額を控除した額の108分の100に相当する金額に、

軽油引取税額を加算した金額を入札書に記載してくだ

さい。

　⑴ 　入札方法

ア 　持参による入札の場合

　　(ア)日時　平成29年６月21日　午前11時00分

　　(イ)場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　(ア)期限　平成29年６月19日　必着

　　(イ)宛先　〒210－8577

　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　　⑴ 　アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得第７条の規定に

より無効と定める入札は、これを無効とします。

10　再度の入札の実施

　 　落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札が川崎市交通局競争入札参加者心得第７

条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者は参加できません。

11　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否
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　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

12　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦

情検討委員会へ申し立てることができます。

13　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　この契約の目的物に係る税制改正が実施された場

合は、それによるものとします。

　⑸ 　落札者の決定後、川崎市政府調達苦情検討委員会

に対する苦情申立てが行われた場合、契約締結等の

手続を一時停止することがあります。

14　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　①　Gas Oil Quantity　298kl

　　　②　Gas Oil Quantity　450kl

　　　③　Gas Oil Quantity　196kl

　　　④　Gas Oil Quantity　524kl

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　11:00 A.M.,June 21, 2017

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　June 19, 2017

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　 KAWASAKI CITY OFFICE Accounting Section 

Transportation Bureau

　　　 1-8-9, Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki, 

Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL:+81(0)44-200-3228

交 通 局 訓 令

川崎市交通局訓令第１号

　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改正する訓令

を次のように定める。

　　平成29年４月13日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　平　野　　誠　　

　　　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を

　　　改正する訓令

　川崎市交通局企業職員服務規程（平成18年交通局訓令

第１号）の一部を次のように改正する。第12条第３項中

「介護休暇」の次に「又は介護時間」を加え、同条第６

項中「第12条の４」を「第12条の５」に改める。

　附則

　この訓令は、公布の日から施行し、平成29年４月１日

から適用する。

病 院 局 告 示

川崎市病院局告示第１号

　　　川崎市立川崎病院の使用料等収納事務の

　　　委託について

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２

の規定に基づき、川崎市立川崎病院の料金等の収納補助

に関する事務を次のとおり委託したので、地方公営企業

法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項の

規定により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　委託先

　　東京都千代区神田駿河台２丁目９番地

　　株式会社　ニチイ学館

　　代表取締役　寺田　明彦

２ 　委託期間

　　　　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市病院局告示第２号

　　　川崎市立井田病院の使用料等収納事務の

　　　委託について

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２

の規定に基づき、川崎市立川崎病院の料金等の収納補助

に関する事務を次のとおり委託したので、地方公営企業

法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項の

規定により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　委託先

　　東京都港区港南１丁目７番18号

　　ＤＢＣ品川東急ビル６階

　　株式会社　ソラスト

　　代表取締役　石川　泰彦

２ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────
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川崎市病院局告示第３号

　　　川崎市立川崎病院及び川崎市立井田病院の

　　　診療費等収納事務の委託について

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２

の規定に基づき、川崎市立川崎病院の料金等の収納補助

に関する事務を次のとおり委託したので、地方公営企業

法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項の

規定により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　委託先

　　横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号

　　株式会社　横浜銀行

　　代表取締役頭取　川村　健一

　　東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号

　　地銀ネットワークサービス株式会社

　　代表取締役社長　古城　幸雄

　　東京都中央区日本橋一丁目１番１号

　　国分グローサーズチェーン株式会社

　　代表取締役　横山　敏貴

　　東京都港区港南１丁目８番27号

　　株式会社しんきん情報サービス

　　代表取締役社長　馬場　英一

　　神奈川県横浜市中区日本大通17番地

　　株式会社スリーエフ

　　代表取締役社長　山口　浩志

　　北海道札幌市中央区南９条西５丁目421番地

　　株式会社セコマ

　　代表取締役　丸谷　智保

　　群馬県前橋市亀里町900番地

　　株式会社セーブオン

　　代表取締役社長　平田　　実

　　東京都千代田区二番町８番地８

　　株式会社セブン－イレブン・ジャパン

　　代表取締役社長　古屋　一樹

　　東京都千代田区岩本町３丁目10番１号

　　山崎製パン株式会社

　　代表取締役社長　飯島　延浩

　　東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

　　株式会社ファミリーマート

　　代表取締役社長　中山　　勇

　　広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の１

　　株式会社ポプラ

　　代表取締役社長　目黒　真司

　　千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１

　　ミニストップ株式会社

　　代表取締役社長　宮下　直行

　　東京都品川区大崎１丁目11番２号

　　株式会社ローソン

　　代表取締役　玉塚　元一

２ 　委託期間

　　　　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市病院局告示第４号

　　　川崎市立川崎病院の使用料等収納事務の

　　　委託について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の

規定に基づき、川崎市立川崎病院の料金等の収納補助に

関する事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法

施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項の規

定により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　委託先

　　川崎市川崎区南町12－16

　　株式会社ＫＳＰ　川崎支社

　　支社長　山本　芳樹

２ 　委託期間

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市病院局告示第５号

　　　川崎市立病院における入院・外来自己負担

　　　金等滞納者に係る滞納債権の収納業務の委

　　　託について

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２

の規定に基づき、川崎市立川崎病院の料金等の収納補助

に関する事務を次のとおり委託したので、地方公営企業

法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項の

規定により告示します。

　　平成29年４月３日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　委託先

　　川崎市川崎区東田町５番地３ 　ホンマビル４階
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　　市役所通り法律事務所

　　弁護士法人ＡＳＫ

　　社員弁護士　伊藤　諭

２ 　委託期間　

　　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第14号

　　　入札公告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年４月10日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　川崎御幸ビル７階

　　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。
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　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 平成29年度川崎市立病院患者・職員満足度調査業務委託

履行場所 川崎市立川崎病院及び川崎市立井田病院

契約期間 契約締結日から平成30年１月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種「調査・測定」

種目「その他の調査・測定」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年４月10日（月）から平成29年４月14日（金）まで受付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 保 証 金 免除します。

契 約 保 証 金
契約保証金は契約金額の10パーセントとします。ただし、契約規程第34条各号に該当

する場合は免除します。

入 札 及 び 開 札 平成29年４月21日（金）午前10時00分

病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告(調達)第５号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条

の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま

す。

　　平成29年４月25日 

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　役務の名称

　⑴ 　川崎病院総合医療情報システム保守業務委託

　⑵ 　井田病院総合医療情報システム保守業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　川崎御幸ビル７階

３ 　契約の相手方を決定した日

　⑴ 　平成29年４月１日

　⑵ 　平成29年４月１日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　富士通　株式会社　川崎支店

　　　支店長　佐々木　智瑞

　　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル

　⑵ 　富士通　株式会社　川崎支店

　　　支店長　佐々木　智瑞

　　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル

５ 　契約金額

　⑴ 　67,926,794円

　　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

　⑵ 　64,049,050円

　　　（消費税額及び地方消費税額を含む。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第10条第１項第２号の規定による。

農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第４号

　第34回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　平成29年４月３日

 川崎市農業委員会　会長　長　瀬　和　徳　　

１ 　日時

　　平成29年４月10日（月）午後２時00分

２ 　場所

　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階会議室

　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議題

　⑴ 　農地法第３条の規定による許可申請に対する処分

決定について

　⑵ 　農用地利用集積計画の決定について

　⑶ 　相続税の納税猶予適格者証明（新規）について

　⑷ 　農地の転用届出に関する事務局長の専決処分につ

いて

　⑸ 　相続税の納税猶予適格者証明（継続）について
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　⑹ 　生産緑地の農業の主たる従事者証明について

　⑺ 　買い取らない旨の通知をした生産緑地のあっせん

について

　⑻ 　平成29年度川崎市予算要望（回答）

　⑼ 　平成30年度県農林業施策及び予算に関する建議に

ついて（素案）

　⑽ 　違反転用報告

　⑾ 　その他

職 員 共 済 組 合 組 合 公 告

川崎市共済公告第４号

　川崎市職員共済組合組合会議員選挙を次のとおり行う。

　　平成29年４月４日

 川崎市職員共済組合　理事長　三　浦　　淳　　

１ 　選挙の日時　　平成29年４月19日（水）

　　　　　　　　　午後４時00分から午後４時30分まで

２ 　選挙会の日時　平成29年４月19日（水）

　　　　　　　　　午後４時30分から

３ 　選挙及び選挙会の場所、選挙すべき議員の数並びに

選挙長の氏名

選挙区
選挙すべき

議員の数
選挙及び選挙会の場所 選挙長の氏名

第３区 １人 消防局会議室 杉山哲男

市 議 会 規 程

川崎市議会規程第１号

　政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の

公開に関する条例施行規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。

　　平成29年４月14日

 川崎市議会議長　石田　康博　　

　　　政治倫理の確立のための川崎市議会の議員

　　　の資産等の公開に関する条例施行規程の一

　　　部を改正する規程

　政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の

公開に関する条例施行規程（平成５年川崎市議会規程第

１号）の一部を次のように改正する。

第３号様式中

「

総

合

課

税

事業所得 円

不動産所得

利子所得

配当所得

給与所得

雑所得

譲渡所得

一時所得

分

離

課

税

土地等の事業・雑所得

短期譲渡所得

長期譲渡所得

株式等の事業・譲渡・雑所得

上場株式等の配当所得

先物取引の事業・譲渡・雑所得

山　　林　　所　　得

 」

を

「

総

合

課

税

事業所得 円

不動産所得

利子所得

配当所得

給与所得

雑所得

譲渡所得

一時所得

分

離

課

税

土地等の事業・雑所得

短期譲渡所得

長期譲渡所得

一般株式等の事業・譲渡・

雑所得

上場株式等の事業・譲渡・

雑所得

上場株式等の利子・配当所得

先物取引の事業・譲渡・雑所得

山　　林　　所　　得

 」

に改める。

　附　則

　この規程は、公布の日から施行し、平成29年４月１日

から適用する
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川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第41号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月14日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度

国民健康

保険料
第２期 計１件

平成28

年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康

保険料

第６期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計２件

平成28

年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第42号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月14日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康

保険料

第10期

以降
計１件

（別紙省略）

川崎市川崎区公告第43号

　納入通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、介護保険法（平成９年12月17日

法律123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成29年４月14日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限 件数・備考

平成29

年度
介護保険料

第１期

以降
計26件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第15号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月３日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

４月第

１期以

降

計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第16号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月13日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　
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年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度
介護保険料

第５～

12期分

平成29年５月１日

（第５期～ 12期

分）

計１件

平成28

年度
介護保険料

第７～

12期分

平成28年５月１日

（第７期～ 12期

分）

計２件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第17号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月14日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計３件

平成29

年度

国民健康

保険料

第10期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年４

月以降
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第18号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成29年４月14日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第19号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成29年４月14日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第19号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226条）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月14日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

４月第

１期以

降

計１件
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平成29

年度

国民健康

保険料

12月第

５期以

降

計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年４

月
計１件

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第17号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月３日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

４月第

１期以

降

計１件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第20号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月13日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度
介護保険料

第１期

分
計６件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第21号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月14日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度

国民健康保

険料

第５期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康保

険料

第７期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康保

険料

第９期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康保

険料
第10期 計６件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第23号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月14日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康保

険料

第３期

以降
計２件

平成29

年度

国民健康保

険料

第９期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康保

険料

第10期

以降
計２件

平成29

年度

国民健康保

険料

過年４

月
計３件

 別紙省略
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麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第24号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年４月14日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度

国民健康保

険料

第３期

以降
計２件

平成28

年度

国民健康保

険料

第４期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康保

険料
第10期 計２件

別紙省略

辞 令

平成29年４月１日付人事異動

（事業管理者）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

川崎市交通事業管理者

交通局長
平　野　　　誠 交通局から出向（企画管理部長）

３月31日付退職

退職 飯　塚　　　哲
川崎市交通事業管理者

交通局長

（市長事務局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（局長級）

総務企画局担当理事

総務企画局都市政策部長事務取扱
北　　　篤　彦 総務企画局都市政策部長

総務企画局担当理事

総務企画局本庁舎等建替準備室長事務取扱

総務企画局本庁舎等建替準備室担当課長事務取

扱

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長事務取扱

和　田　忠　也

総務企画局本庁舎等建替準備室長

総務企画局本庁舎等建替準備室担当課長事務取

扱

財政局長 唐仁原　　　晃 市民文化局長

市民文化局長 鈴　木　賢　二 中原区長

環境局長 大　澤　太　郎 環境局総務部長

健康福祉局担当理事

健康安全研究所長事務取扱
岡　部　信　彦 新任

市立看護短期大学長

健康福祉局医務監兼務

総務企画局担当理事兼務

こころの相談所兼務

井田障害者センター兼務

市立川崎病院精神科併任

坂　元　　　昇

健康福祉局医務監

総務企画局担当理事兼務

こころの相談所兼務

井田障害者センター兼務

市立看護短期大学教授兼務

市立川崎病院精神科併任
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まちづくり局担当理事

まちづくり局施設整備部長事務取扱
内　野　俊　之 まちづくり局施設整備部長

建設緑政局担当理事

建設緑政局総務部長事務取扱
鈴　木　直　仁 麻生区役所道路公園センター所長

臨海部国際戦略本部担当理事

臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部長事務取

扱

中　村　　　健
経済労働局担当理事

経済労働局公営事業部長事務取扱

幸区長 石　渡　伸　幸 市民文化局コミュニティ推進部長

中原区長 向　坂　光　浩
麻生区役所副区長

麻生区役所まちづくり推進部長兼務

高津区長 高　梨　憲　爾
高津区役所副区長

高津区役所まちづくり推進部長兼務

宮前区長 小田嶋　　　満
教育委員会から出向

（学校教育部長）

多摩区長 石　本　孝　弘 まちづくり局市街地整備部長

会計管理者

会計室長事務取扱
山　田　祥　司 高津区長

（部長級）

総務企画局担当部長（服務監察担当） 北　野　浩　祥
総務企画局行政改革マネジメント推進室担当部

長

総務企画局秘書部長 中　川　耕　二 総務企画局都市政策部担当部長

総務企画局秘書部担当部長（政策調整担当） 藤　井　智　弘 総務企画局シティプロモーション推進室長

総務企画局シティプロモーション推進室長 三　瓶　清　美 総務企画局都市政策部企画調整課担当課長

総務企画局総務部長 関　　　敏　秀
議会局から出向

（議事調査部長）

総務企画局情報管理部長 久　万　竜　司 総務企画局秘書部長

総務企画局情報管理部担当部長

総務企画局情報管理部行政情報課長事務取扱
春　日　　　久 総務企画局情報管理部統計情報課長

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当部

長
阿　部　浩　二 総務企画局都市政策部企画調整課長

総務企画局危機管理室長 高　橋　　　実 総務企画局危機管理室副室長

総務企画局危機管理室副室長

総務企画局危機管理室担当課長事務取扱
飯　塚　　　豊

市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

長

財政局財政部長 三　富　吉　浩 財政局担当部長（地方公共団体金融機構）

財政局資産管理担当部長

財政局資産管理部契約課長事務取扱

総務部担当部長併任

企画管理部担当部長併任

経営企画室担当部長併任

西之坊　行　宏 財政局資産管理部契約課長

財政局税務部長 佐　賀　敏　宏 財政局収納対策部長

財政局収納対策部長 田　村　滋　章 かわさき市税事務所長

かわさき市税事務所長 村　野　　　明 総務企画局情報管理部システム管理課長

みぞのくち市税事務所担当部長

こすぎ市税分室長事務取扱
行　川　正　晃 しんゆり市税事務所資産税課長

しんゆり市税事務所長 石　川　信　弘 みぞのくち市税事務所市民税課長

財政局担当部長（地方公共団体金融機構） 斎　藤　禎　尚 財政局財政部庶務課長

市民文化局コミュニティ推進部長 中　村　　　茂 市民文化局市民文化振興室長

市民文化局オリンピック・パラリンピック推進

室担当部長兼務
杉　山　俊　成 市民文化局市民スポーツ室長
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市民文化局市民文化振興室長

市民文化局オリンピック・パラリンピック推進

室担当部長兼務

高　田　智　幸 川崎市市民ミュージアム館長

経済労働局産業政策部長 高　橋　哲　也 臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部長

都市農業振興センター所長 赤　坂　慎　一 経済労働局産業政策部庶務課長

経済労働局次世代産業推進室長

経済労働局次世代産業推進室担当課長事務取扱
玉　井　一　彦 臨海部国際戦略本部国際戦略推進部長

経済労働局公営事業部長 鈴　木　正　紀
経済労働局担当課長

（神奈川県川崎競馬組合派遣）

環境局総務部長 斉　藤　浩　二 環境局生活環境部長

環境局環境評価室長 小　林　幸　雄 環境局環境対策部環境管理課担当課長

環境局環境対策部長 川　村　真　一 環境総合研究所担当部長

環境局生活環境部長 高　橋　勝　美 中原生活環境事業所長

環境局生活環境部担当部長（廃棄物政策担当） 高　橋　悦　子 環境局総務部庶務課長

多摩生活環境事業所長 渋　谷　行　雄 環境局生活環境部廃棄物指導課長

環境局施設部長 三　宅　　　仁 環境局施設部担当部長

環境局施設部担当部長

浮島処理センター所長事務取扱
田　中　耕　治 環境局施設部処理計画課長

環境総合研究所担当部長

環境総合研究所事業推進課長事務取扱
武　藤　良　博 環境局生活環境部収集計画課長

健康福祉局障害保健福祉部担当部長

障害者更生相談所事務取扱
手　塚　光　洋 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課長

こころの相談所長事務取扱

健康福祉局生活保護・自立支援室兼務
竹　島　　　正 健康福祉局障害保健福祉部担当部長

健康福祉局保険医療政策室長 廣　政　　　稔 健康福祉局障害保健福祉部担当部長

健康福祉局担当部長

（神奈川県後期高齢者医療広域連合派遣）
栁　澤　和　也 健康福祉局地域福祉部収納管理課長（専任）

まちづくり局計画部長 藤　原　　　徹 まちづくり局計画部都市計画課長

まちづくり局市街地整備部長 宇留間　雅　彦
まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進

課長

まちづくり局拠点整備推進室長 松　元　信　一 まちづくり局総務部企画課長

まちづくり局拠点整備推進室担当部長

中原区役所まちづくり推進部担当部長兼務
白　井　章　雄 まちづくり局指導部建築審査課長

建設緑政局広域道路整備室長 小　林　　　登 建設緑政局道路河川整備部道路整備課長

建設緑政局緑政部長

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課担当課長

事務取扱

萩　原　　　茂 建設緑政局等々力緑地再編整備室長

建設緑政局等々力緑地再編整備室長

建設緑政局等々力緑地再編整備室担当課長事務

取扱

市民文化局オリンピック・パラリンピック推進

室担当部長兼務

土　田　勝　也 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課長

建設緑政局道路管理部長 綱　島　　　清 総務企画局担当部長（服務監察担当）

建設緑政局道路河川整備部長 奥　澤　　　豊 臨海部国際戦略本部拠点整備推進部長

建設緑政局道路河川整備部担当部長 福　田　賢　一 建設緑政局総務部技術監理課長

建設緑政局自転車対策室長

建設緑政局自転車対策室担当課長事務取扱
吉　濵　匡　孝 幸区役所道路公園センター所長

港湾局港湾経営部長 中　上　一　夫 港湾局港湾経営部整備計画課長

臨海部国際戦略本部国際戦略推進部長 白　鳥　滋　之 経済労働局次世代産業推進室長
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臨海部国際戦略本部国際戦略推進部担当部長

キングスカイフロントマネジメントセンター所

長事務取扱

岡　　　　　正
キングスカイフロントマネジメントセンター所

長

臨海部国際戦略本部拠点整備推進部長 平　井　正　明 北部都市基盤整備事務所長

川崎区役所副区長

川崎区役所まちづくり推進部長兼務
水　谷　吉　孝 経済労働局産業政策部長

川崎区役所大師支所長

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション所長

兼務

野　口　昭　彦 川崎区役所まちづくり推進部総務課長

川崎区役所道路公園センター所長 鈴　木　利　之 建設緑政局広域道路整備室担当課長

幸区役所保健福祉センター所長兼務

免　幸区役所保健福祉センター副所長兼務
瀬　戸　成　子 幸区役所医監

幸区役所まちづくり推進部担当部長

幸区役所まちづくり推進部総務課長事務取扱
大　竹　　　薫 幸区役所まちづくり推進部総務課長

幸区役所区民サービス部長 高　野　淳　一 総務企画局情報管理部長

幸区役所保健福祉センター副所長 池　田　稔　郎 宮前区役所保健福祉センター副所長

幸区役所道路公園センター所長 高　津　　　修 中原区役所道路公園センター所長

中原区役所副区長

中原区役所まちづくり推進部長兼務
永　山　実　幸 中原区役所区民サービス部長

中原区役所区民サービス部長 峰　　　浩　一 総務企画局総務部担当部長

中原区役所道路公園センター所長 山　田　彰　彦 建設緑政局緑政部長

高津区役所副区長

高津区役所まちづくり推進部長兼務
多　田　貴　栄 環境局生活環境部担当部長（廃棄物政策担当）

高津区役所まちづくり推進部担当部長

高津区役所まちづくり推進部生涯学習支援課長

事務取扱

川崎市高津市民館長併任

島　田　秀　雄
教育委員会から出向

（生涯学習部担当部長）

高津区役所道路公園センター所長 磯　田　博　和 建設緑政局広域道路整備室長

宮前区役所区民サービス部長 福　嶺　　　傑 宮前区役所まちづくり推進部総務課長

宮前区役所保健福祉センター副所長 高　階　清　策 健康福祉局地域福祉部地域福祉課長

宮前区役所保健福祉センター担当課長

（地域ケア推進担当）事務取扱

免　宮前区役所保健福祉センター担当課長

（地域支援担当）事務取扱

松　浦　和　子
宮前区役所保健福祉センター担当部長

（地域みまもり支援センター担当）

多摩区役所区民サービス部担当部長

多摩区役所生田出張所長事務取扱
亀　田　俊　夫

交通局から出向

（自動車部担当部長）

免　多摩区役所保健福祉センター担当課長

（地域支援担当）事務取扱

多摩区役所保健福祉センター担当課長

（地域ケア推進担当）事務取扱

太　山　和　枝
多摩区役所保健福祉センター担当部長

（地域みまもり支援センター担当）

多摩区役所道路公園センター所長 板　橋　茂　夫 建設緑政局総務部庶務課長

麻生区役所副区長

麻生区役所まちづくり推進部長兼務
山　口　良　和 川崎区役所副区長

麻生区役所区民サービス部長 長谷川　幸　雄
病院局から出向

（総務部担当部長）

麻生区役所保健福祉センター担当部長

（地域みまもり支援センター担当）

麻生区役所保健福祉センター担当課長

（地域ケア推進担当）事務取扱

佐　藤　慎　子
麻生区役所保健福祉センター担当課長（地域支

援担当）
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麻生区役所道路公園センター所長 太　田　　　豊 建設緑政局道路河川整備部担当部長

（課長級）

総務企画局秘書部担当課長（政策調整担当） 宮　崎　伸　哉 総務企画局都市政策部企画調整課担当課長

総務企画局秘書部担当課長（政策調整担当） 沖　本　里　恵
麻生区役所まちづくり推進部総務課課長補佐

麻生区役所まちづくり推進部総務課庶務係長

総務企画局都市政策部企画調整課長 三田村　有　也 総務企画局都市政策部企画調整課担当課長

総務企画局都市政策部企画調整課担当課長 中　岡　祐　一 市民文化局市民文化振興室課課長補佐

総務企画局都市政策部企画調整課担当課長 蛭　川　泰　行 まちづくり局総務部まちづくり調整課担当課長

総務企画局都市政策部企画調整課担当課長 川　田　　　剛 多摩区役所まちづくり推進部総務課長

総務企画局総務部庶務課長 和　田　敏　一 市民文化局市民生活部庶務課長

総務企画局総務部庶務課担当課長（調査担当） 五十嵐　美保子
議会局から出向

（議事調査部政策調査課課長補佐）

総務企画局総務部法制課担当課長（訟務担当） 小　澤　毅　夫 総務企画局総務部法制課担当課長（審理員担当）

総務企画局総務部法制課担当課長（審理員担当） 松　本　　　聡
総務企画局総務部庶務課課長補佐

総務企画局総務部庶務課庶務係長

総務企画局総務部庁舎管理課担当課長 馬　場　良　幸 川崎市市民ミュージアム担当課長

総務企画局本庁舎等建替準備室担当課長 竹　下　和　洋
まちづくり局施設整備部課長補佐

（電気設備担当）

総務企画局情報管理部統計情報課長 星　野　宏　幹 公文書館長

総務企画局情報管理部ICT推進課長

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長兼務

荒　木　孝　之 環境局施設部施設建設課長

総務企画局情報管理部ICT推進課担当課長 竹　山　一　久 総務企画局情報管理部ICT推進課課長補佐

総務企画局情報管理部システム管理課長 新　井　信　宏 総務企画局情報管理部ICT推進課担当課長

総務企画局情報管理部システム管理課担当課長 大　貫　　　久 健康福祉局総務部企画課担当課長

公文書館長 小　澤　慎　一 川崎区役所区民サービス部保険年金課長

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長兼務

免　職員部担当課長

（県費教職員移管準備担当）併任

柴　田　一　雄 総務企画局人事部人事課長

総務企画局人事部人事課担当課長 永　井　知　子
総務企画局シティプロモーション推進室課長補

佐（広報担当）

総務企画局人事部人事課担当課長 小佐々　由　美
川崎区役所まちづくり推進部総務課課長補佐

川崎区役所まちづくり推進部総務課庶務係長

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長兼務

免　職員部担当課長

（県費教職員移管準備担当）併任

峰　岸　哲　也 総務企画局人事部労務課長

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長兼務

免　職員部担当課長

（県費教職員移管準備担当）併任

森　部　　　隆 総務企画局人事部職員厚生課長

総務企画局人事部共済課長 佐　藤　紀　子 総務企画局危機管理室課長補佐

免　職員部担当課長

（県費教職員移管準備担当）併任
前　田　明　信

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長

総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長
北　川　友　明

市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

課長補佐

市民文化局コニュニティ推進部市民活動推進課

NPO法人係長
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総務企画局危機管理室担当課長 並　木　　　麻 高津区役所担当課長（危機管理担当）

総務企画局危機管理室担当課長 門　間　　　透 宮前区役所担当課長（危機管理担当）

財政局財政部庶務課長 井　口　拓　也 財政局財政部資金課長

財政局財政部財政課担当課長 神　山　武　久 財政局財政部財政課担当課長（財政計画担当）

財政局財政部財政課担当課長（財政計画担当） 土　浜　義　貴
財政局財政部庶務課課長補佐

財政局財政部庶務課庶務係長

財政局財政部資金課長 谷　村　　　元 財政局財政部財政課担当課長

財政局資産管理部検査課長

総務部管財課担当課長併任

自動車部管理課担当課長併任

経営企画室担当課長併任

佐々木　博　英 川崎港管理センター整備課長

財政局税務部税制課担当課長（事務改善担当） 中　澤　武　司
財政局税務部税制課課長補佐

財政局税務部税制課税務管理係長

かわさき市税事務所法人課税課長 三　木　裕紀子 財政局税務部税制課担当係長（査察指導担当）

かわさき市税事務所納税課担当課長

（特別収納担当）
斉　藤　祐　吉

かわさき市税事務所資産税課課長補佐

かわさき市税事務所資産税課土地第１係長

みぞのくち市税事務所市民税課長 青　山　眞　理 みぞのくち市税事務所市民税課担当課長

みぞのくち市税事務所市民税課担当課長 繁　田　壮　司
かわさき市税事務所納税課課長補佐

かわさき市税事務所納税課収納第１係長

みぞのくち市税事務所納税課長（専任） 門　馬　勝　巳 こすぎ市税分室担当課長（専任）（納税担当）

こすぎ市税分室担当課長（納税担当） 日　野　和　美
みぞのくち市税事務所市民税課課長補佐

みぞのくち市税事務所市民税課管理係長

しんゆり市税事務所市民税課長 石　田　明　子
かわさき市税事務所納税課担当課長

（特別収納担当）

しんゆり市税事務所資産税課長 小　関　武　史 かわさき市税事務所法人課税課長

財政局資産管理部担当課長

（全国市有物件災害共済会派遣）
大　野　秀　人 総務企画局危機管理室担当課長

市民文化局市民生活部庶務課長 青　山　博　之 総務企画局情報管理部ICT推進課長

市民文化局市民生活部企画課長 高　相　強　志 幸区役所まちづくり推進部地域振興課長

市民文化局市民生活部地域安全推進課長 大　坪　浩　行 総務企画局情報管理部行政情報課長

市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進

課長
寺　澤　昌　恵 中原区役所まちづくり推進部総務課長

市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

長
日　向　幸　雄 多摩区役所まちづくり推進部企画課長

市民文化局コミュニティ推進部区政推進課担当

課長

川崎区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

白　井　豊　一 宮前区役所まちづくり推進部地域振興課長

市民文化局人権・男女共同参画室担当課長 浅　沼　　　誠 市民文化局市民文化振興室担当課長

市民文化局市民スポーツ室担当課長 長　澤　文　人 市民文化局人権・男女共同参画室担当課長

市民文化局オリンピック・パラリンピック推進

室担当課長
一ノ瀬　久美子

総務企画局シティプロモーション推進室課長補

佐（ブランド戦略担当）

市民文化局オリンピック・パラリンピック推進

室担当課長
井　上　　　強

市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進

課長

市民文化局市民文化振興室担当課長 山　本　　　武
市民文化局オリンピック・パラリンピック推進

室担当課長

市民文化局市民文化振興室担当課長 松　元　直　樹
経済労働局産業振興部観光プロモーション推進

課長

市民文化局市民文化振興室担当課長 国　田　早　苗 川崎区役所大師支所区民センター室長

経済労働局産業政策部庶務課長 櫻　井　雅　幸 総務企画局都市政策部企画調整課担当課長



川 崎 市 公 報 （第1,721号）平成29年(2017年)４月25日

－1743－

経済労働局国際経済推進室担当課長 深　堀　孝　博 経済労働局国際経済推進室課長補佐

経済労働局産業振興部工業振興課長 小　沢　正　勝 経済労働局産業振興部商業振興課長

経済労働局産業振興部商業振興課長 勝　盛　紀　善 市民文化局市民生活部企画課長

経済労働局産業振興部観光プロモーション推進

課長
中　山　健　一 川崎市市民ミュージアム副館長

経済労働局産業振興部観光プロモーション推進

課担当課長
青　井　　　満 経済労働局公営事業部総務課長

経済労働局産業振興部金融課長 南　　　　　誠 経済労働局国際経済推進室担当課長

都市農業振興センター農地課長 二　郷　真　一 農業技術支援センター所長

農業技術支援センター所長 小　山　　　孝 経済労働局産業振興部工業振興課長

経済労働局次世代産業推進室担当課長 福　田　克　実 中央卸売市場北部市場業務課長

経済労働局公営事業部総務課長 伊　東　大　介 経済労働局公営事業部総務課担当課長

中央卸売市場北部市場業務課長 池　田　昌　弘
経済労働局公営事業部総務課課長補佐

経済労働局公営事業部総務課施設係長

経済労働局担当課長

（神奈川県川崎競馬組合派遣）
成　田　伸　治 経済労働局産業振興部金融課長

環境局総務部庶務課長 井　田　　　淳 環境局地球環境推進室担当課長

環境局総務部庶務課担当課長

（労務管理・安全衛生担当）
岩　上　　　淳

環境局総務部庶務課課長補佐

環境局総務部庶務課庶務係長

環境局地球環境推進室担当課長 鈴　木　洋　昌 中原区役所まちづくり推進部企画課長

環境局環境対策部環境管理課担当課長 盛　田　宗　利 環境局環境対策部環境管理課課長補佐

環境局環境対策部大気環境課長 中　村　弘　造 環境局環境対策部大気環境課担当課長

環境局環境対策部大気環境課担当課長 関　　　昌　之 環境総合研究所環境リスク調査課課長補佐

環境局生活環境部収集計画課長 佐　藤　洋　一 多摩生活環境事業所副所長

環境局生活環境部廃棄物指導課長 加　藤　之　房 堤根処理センター所長

南部生活環境事業所担当課長 栁　澤　高　志 環境局環境対策部環境管理課課長補佐

川崎生活環境事業所長 水　口　伸　介 宮前生活環境事業所副所長

川崎生活環境事業所担当課長 入　江　真　久
環境局生活環境部廃棄物指導課課長補佐

環境局生活環境部廃棄物指導課計画推進係長

中原生活環境事業所長 林　　　美津子 南部生活環境事業所担当課長

中原生活環境事業所担当課長 村　上　靜　夫
宮前生活環境事業所課長補佐

宮前生活環境事業所庶務係長

宮前生活環境事業所副所長 中　田　文　章 宮前生活環境事業所担当課長

宮前生活環境事業所担当課長 荻　島　　　聡
環境局生活環境部減量推進課課長補佐

環境局生活環境部減量推進課指導係長

多摩生活環境事業所副所長 加　藤　　　肇 川崎生活環境事業所担当課長

多摩生活環境事業所担当課長 小　森　章　一 環境総合研究所事業推進課課長補佐

多摩生活環境事業所担当課長 堀　部　政　弘 宮前区役所区民サービス部担当課長

環境局施設部施設整備課長 高　橋　吉　浩
多摩生活環境事業所課長補佐

多摩生活環境事業所収集係長

環境局施設部施設建設課長 石　塚　博　和 環境局施設部処理計画課課長補佐

環境局施設部処理計画課長 足利谷　幸　一
環境局総務部庶務課担当課長

（労務管理・安全衛生担当）

浮島処理センター担当課長（技術担当） 志　田　羊　平
浮島処理センター課長補佐

浮島処理センター技術係長

堤根処理センター所長 鈴　木　忠　夫 堤根処理センター担当課長（技術担当）

堤根処理センター担当課長（技術担当） 加　藤　幸　弘 中原生活環境事業所担当課長

王禅寺処理センター所長 和　田　　　弘 環境局施設部施設整備課長

環境総合研究所地域環境・公害監視課長 喜　内　博　子 環境局環境対策部大気環境課課長補佐
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健康福祉局総務部担当課長

（臨時福祉給付金担当）

財政局税務部市民税管理課担当課長兼務

永　松　祐　一
交通局から出向

（企画管理部経理課長）

健康福祉局総務部企画課担当課長（専任）

こども未来局総務部企画課担当課長兼務
中　島　宏　之

総務企画局情報管理部システム管理課担当課長

（専任）

健康福祉局地域福祉部地域福祉課長 齋　藤　昭　之 健康福祉局地域包括ケア推進室担当課長

健康福祉局地域福祉部収納管理課長 上　野　　　勝 多摩区役所区民サービス部保険年金課担当課長

健康福祉局地域福祉部収納管理課担当課長

健康福祉局地域福祉部長寿医療課担当課長兼務

健康福祉局長寿社会部介護保険課担当課長兼務

川崎区役所区民サービス部保険年金課担当課長

兼務

川崎区役所大師支所区民センター担当課長兼務

川崎区役所田島支所区民センター担当課長兼務

幸区役所区民サービス部保険年金課担当課長兼

務

中原区役所区民サービス部保険年金課担当課長

兼務

高津区役所区民サービス部保険年金課担当課長

兼務

宮前区役所区民サービス部保険年金課担当課長

兼務

多摩区役所区民サービス部保険年金課担当課長

兼務

麻生区役所区民サービス部保険年金課担当課長

兼務

小　林　成　行 健康福祉局地域福祉部収納管理課課長補佐

健康福祉局生活保護・自立支援室担当課長 井　本　勝　己
健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課担当課

長

健康福祉局地域包括ケア推進室担当課長

健康福祉局保健医療政策室担当課長兼務
久々津　裕　敏

健康福祉局長寿社会部介護保険課課長補佐

健康福祉局長寿社会部介護保険課管理係長

健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課長 下　浦　　　健 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課長

健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課担当課

長
原　田　恵　美

川崎区役所保健福祉センター高齢・障害課課長

補佐

川崎区役所保健福祉センター高齢・障害課障害

者支援係長

健康福祉局長寿社会部高齢者住宅サービス課担

当課長
上　林　　　剛

健康福祉局総務部庶務課課長補佐

健康福祉局総務部庶務課庶務係長

健康福祉局長寿社会部介護保険課長 田　村　慎一郎
健康福祉局総務部担当課長

（臨時福祉給付金担当）

健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課長

市民文化局市民スポーツ室担当課長兼務
砂　川　康　弘

健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課課長補佐

健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課障害福祉

係長

健康福祉局保健医療政策室担当課長 工　藤　芳　樹 健康福祉局総務部施設課課長補佐

健康福祉局保健医療政策室担当課長

総務企画局危機管理室担当課長兼務

市立看護短期大学教授兼務

市立川崎病院救命救急センター併任

市立井田病院救急センター併任

大　城　健　一
病院局から出向

（市立井田病院救急センター医長）

市立看護短期大学図書館長兼務 西　端　　　泉 市立看護短期大学教授

市立看護短期大学教授 松　本　佳　子 市立看護短期大学准教授
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市立看護短期大学事務局総務学生課長 吉　濵　　　聡
財政局資産管理部担当課長

（全国市有物件災害共済会派遣）

こども未来局子育て推進部担当課長 野　呂　桂　子
こども未来局子育て推進部担当課長

（中原区保育総合支援担当）

こども未来局子育て推進部担当課長

（中原区保育総合支援担当）

こども未来局子育て推進部運営管理課担当課長

兼務

中原区役所保健福祉センター担当課長

（地域みまもり支援センター担当）兼務

梅　原　充　子
こども未来局子育て推進部課長補佐

（幸区保育総合支援担当）

こども未来局子育て推進部担当課長

（多摩区保育総合支援担当）

こども未来局子育て推進部運営管理課担当課長

兼務

多摩区役所保健福祉センター担当課長

（地域みまもり支援センター担当）兼務

安　藤　奈穂子
こども未来局子育て推進部運営管理課課長補佐

河原町保育園長

こども未来局子育て推進部担当課長（幼児教育

担当）
大　田　祈　子 こども未来局青少年支援室担当課長

こども未来局子育て推進部運営管理課長 石　渡　一　城
教育委員会から出向

（職員部担当課長（県費教職員移管準備担当））

こども未来局子育て推進部保育所整備課長 佐　藤　直　樹
こども未来局子育て推進部保育所整備課担当課

長

こども未来局子育て推進部保育所整備課担当課

長
須　山　宏　昭

こども未来局子育て推進部保育課課長補佐

こども未来局子育て推進部保育課調整第３係長

こども未来局こども支援部こども保健福祉課長 眞　鍋　伸　一 こども未来局青少年支援室担当課長

こども未来局青少年支援室担当課長 箱　島　弘　一 こども未来局総務部企画課課長補佐

こども未来局青少年支援室担当課長 雨　宮　米　美 宮前区役所まちづくり推進部総務課課長補佐

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室担当課

長

健康福祉局地域包括ケア推進室担当課長兼務

七　海　信　一 こども未来局青少年支援室課長補佐

こども家庭センター副所長 村　山　智　子
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室課長補

佐

こども家庭センター担当課長（専門） 浅　川　裕　子 北部児童相談所心理支援係長

中部児童相談所長 出　路　幸　夫 こども家庭センター課長補佐

まちづくり局総務部企画課長 塚　田　雄　也 まちづくり局拠点整備推進室担当課長

まちづくり局総務部まちづくり調整課担当課長 佐　藤　英　樹 まちづくり局総務部企画課課長補佐

まちづくり局総務部まちづくり調整課担当課長 関　口　隆　雄
まちづくり局指導部建築管理課担当課長

（建築企画担当）

まちづくり局計画部都市計画課長 工　藤　圭　一
教育委員会から出向

（教育環境整備推進室担当課長）

まちづくり局交通政策室担当課長 久木田　直　史 臨海部国際戦略本部拠点整備推進部担当課長

まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進

課長
日　野　正　裕 まちづくり局指導部宅地企画指導課長

登戸区画整理事務所担当課長 藏　内　政　之 まちづくり局交通政策室担当課長

まちづくり局拠点整備推進室担当課長 北　村　岳　人 登戸区画整理事務所課長補佐

まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課長 植　木　義　行 総務企画局総務部法制課担当課長（訟務担当）

まちづくり局住宅政策部市営住宅建替推進課長 小田部　純　子 まちづくり局指導部建築審査課担当課長
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まちづくり局施設整備部担当課長

（電気設備担当）

自動車部管理課担当課長併任

経営企画室担当課長併任

長谷川　智　巳 王禅寺処理センター所長

まちづくり局施設整備部担当課長

（機械設備担当）

総務企画局本庁舎等建替準備室担当課長兼務

自動車部管理課担当課長併任

経営企画室担当課長併任

丹　波　文　雄
まちづくり局施設整備部担当係長

（機械設備担当）

まちづくり局施設整備部担当課長

（公共建築担当）

自動車部管理課担当課長併任

経営企画室担当課長併任

竹　村　　　普 登戸区画整理事務所課長補佐

まちづくり局施設整備部担当課長

（長寿命化推進担当）
原　嶋　　　茂 まちづくり局拠点整備推進室担当課長

まちづくり局施設整備部担当課長

（長寿命化推進担当）
伊　藤　弘　顕

まちづくり局施設整備部担当課長

（公共建築担当）

まちづくり局指導部建築管理課担当課長 樋　口　真　紀 まちづくり局指導部建築指導課担当課長

まちづくり局指導部建築指導課担当課長 佐々木　朗　子 まちづくり局指導部建築審査課課長補佐

まちづくり局指導部建築審査課長 木　村　弘　一
まちづくり局施設整備部担当課長

（公共建築担当）

まちづくり局指導部建築審査課担当課長 服　部　　　良 まちづくり局住宅政策部市営住宅建替推進課長

まちづくり局指導部宅地企画指導課長 丸　山　　　豊 登戸区画整理事務所担当課長

建設緑政局総務部庶務課長 柴　山　　　巌 臨海部国際戦略本部国際戦略推進部担当課長

建設緑政局総務部企画課担当課長

（水辺活用担当）
小田島　宏　明

建設緑政局総務部庶務課課長補佐／建設緑政局

総務部庶務課庶務係長

建設緑政局総務部技術監理課長 石　川　　　久 幸区役所道路公園センター整備課長

建設緑政局広域道路整備室担当課長 野　村　博　和 建設緑政局道路河川整備部道路整備課課長補佐

建設緑政局広域道路整備室担当課長

（羽田連絡道路建設担当）
小　沼　匡　弘 建設緑政局広域道路整備室担当課長

建設緑政局緑政部担当課長 鈴　木　勝　博 建設緑政局緑政部みどりの企画管理課担当課長

建設緑政局緑政部みどりの企画管理課長

建設緑政局総務部企画課担当課長兼務
櫻　井　義　郎

宮前区役所道路公園センター管理課課長補佐

宮前区役所道路公園センター管理課庶務係長

建設緑政局緑政部みどりの協働推進課長 江　田　　　敦 建設緑政局緑政部多摩川施策推進課長

建設緑政局緑政部多摩川施策推進課長 佐　藤　　　力 建設緑政局等々力緑地再編整備室担当課長

生田緑地整備事務所長

多摩区役所道路公園センター管理課担当課長兼

務

多摩区役所道路公園センター整備課担当課長兼

務

磯部　由喜子 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課担当課長

建設緑政局等々力緑地再編整備室担当課長 木村　博彦 中原区役所道路公園センター整備課担当課長

建設緑政局道路管理部用地調整課長 五十嵐　薫 建設緑政局道路河川整備部公共用地課担当課長

建設緑政局道路河川整備部道路整備課長 大野　宣郎 建設緑政局道路河川整備部道路施設課長

建設緑政局道路河川整備部道路施設課長 矢口　智行 宮前区役所道路公園センター整備課長

建設緑政局道路河川整備部公共用地課長 越畑　勝 中原区役所道路公園センター管理課長

建設緑政局道路河川整備部公共用地課担当課長 岡本　幸夫 建設緑政局道路管理部用地調整課長

北部都市基盤整備事務所長 東尾　陽介

建設緑政局道路河川整備部道路施設課課長補佐

／建設緑政局道路河川整備部道路施設課道路維

持改良係長
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港湾局港湾振興部庶務課長 鈴木　健一郎 港湾局港湾経営部経営企画課長

港湾局港湾振興部庶務課担当課長

（技術監理担当）
白井　啓 財政局資産管理部検査課課長補佐

港湾局港湾振興部誘致振興課担当課長 加島　晃
港湾局港湾振興部庶務課課長補佐

港湾局港湾振興部庶務課庶務係長

港湾局港湾経営部経営企画課長 柳　賢一
港湾局港湾振興部庶務課担当課長

（技術監理担当）

港湾局港湾経営部経営企画課担当課長 富永　憲雄 川崎港管理センター港営課担当課長

港湾局港湾経営部整備計画課長 高橋　正力 麻生区役所道路公園センター整備課担当課長

川崎港管理センター港湾管理課長 大石　陳郎 川崎港管理センター港湾管理課担当課長

川崎港管理センター港湾管理課担当課長 平川　典秀 川崎港管理センター港湾管理課長

川崎港管理センター港営課担当課長 坂本　利晴 港湾局港湾経営部経営企画課課長補佐

川崎港管理センター整備課長 小松　正 川崎港管理センター整備課担当課長

川崎港管理センター整備課担当課長 今野　伸二 港湾局港湾経営部整備計画課課長補佐

臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部担当課長 松川　哲司 都市農業振興センター農地課長

臨海部国際戦略本部国際戦略推進部担当課長 東　哲也 総務企画局都市政策部企画調整課担当課長

臨海部国際戦略本部拠点整備推進部担当課長 二宮　弘治 建設緑政局自転車対策室課長補佐

川崎区役所担当課長（危機管理担当） 井野　聡
市民文化局市民生活部庶務課課長補佐

市民文化局市民生活部庶務課庶務係長

川崎区役所まちづくり推進部総務課長 小山　勝 宮前区役所保健福祉センター高齢・障害課長

川崎区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

担当課長（大師地区担当）

川崎市教育文化会館大師分館長併任

川崎市立川崎図書館大師分館長併任

岩　城　美由紀
教育委員会から出向

（総務部課長補佐（人権・共生教育担当））

川崎区役所区民サービス部区民課長 小　道　元　宏 麻生区役所区民サービス部区民課長

川崎区役所区民サービス部保険年金課長

かわさき市税事務所納税課担当課長兼務
井　上　直　也 高津区役所区民サービス部保険年金課担当課長

川崎区役所保健福祉センター担当課長

（地域みまもり支援センター担当）

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長兼務

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長兼務

幸区役所保健福祉センター担当課長

（地域みまもり支援センター担当）兼務

早　崎　潤　一
川崎区役所保健福祉センター担当係長

（地域支援担当）

川崎区役所保健福祉センター保護第２課長 岡　本　みゆき 健康福祉局生活保護・自立支援室担当課長

川崎区役所保健福祉センター衛生課長 村　木　芳　夫 幸区役所保健福祉センター衛生課長

川崎区役所大師支所区民センター室長 山　田　茂　治 川崎区役所区民サービス部区民課長

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長
飯土井　哲　夫

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長

こども未来局子育て推進部担当課長兼務

門　馬　ひとみ
川崎区役所田島地区健康福祉ステーション課長

補佐

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション保護

課長
瀧　村　昭　二

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長

川崎区役所田島支所区民センター室長 大　野　明　子
こども未来局子育て推進部担当課長

（幼児教育担当）

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長
荻　田　晃　治 多摩生活環境事業所担当課長
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川崎区役所田島地区健康福祉ステーション保護

課長
濱　野　一　幸

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション保護

課長

川崎区役所道路公園センター整備課担当課長 田　口　達　也 川崎区役所田島支所区民センター室長

幸区役所まちづくり推進部地域振興課長 田　中　和佳子 幸区役所保健福祉センター児童家庭課長

幸区役所まちづくり推進部生涯学習支援課担当

課長（日吉地区担当）

川崎市幸市民館日吉分館長併任

川崎市立幸図書館日吉分館長併任

橋　本　美　雪
川崎区役所区民サービス部区民課担当課長

（行政サービスコーナー担当）

幸区役所健康福祉センター児童家庭課長

こども未来局子育て推進部担当課長兼務
長　田　弘　子 幸区役所保健福祉センター児童家庭課課長補佐

幸区役所保健福祉センター衛生課長 藤　田　弓実子 麻生区役所保健福祉センター衛生課長

幸区役所道路公園センター整備課長 島　村　伸　夫 麻生区役所道路公園センター整備課長

中原区役所担当課長（危機管理担当） 松　山　和　俊 中原区役所課長補佐（危機管理担当）

中原区役所まちづくり推進部総務課長 村　田　俊　一 中原区役所担当課長（危機管理担当）

中原区役所まちづくり推進部企画課長 小　野　貴　之 総務企画局人事部人事課担当課長

中原区役所区民サービス部保険年金課長

こすぎ市税分室担当課長兼務
友　田　至　央 中原区役所区民サービス部保険年金課担当課長

中原区役所区民サービス部保険年金課担当課長

中原区役所区民サービス部保険年金課収納係長

事務取扱

こすぎ市税分室担当課長兼務

道　法　智　広 健康福祉局地域福祉部収納管理課担当課長

中原区役所道路公園センター管理課長 鈴　木　誠　二 建設緑政局自転車対策室担当課長

中原区役所道路公園センター整備課担当課長 今　井　　　勝 霊園事務所担当課長

高津区役所担当課長（危機管理担当） 秋　山　敏　之 経済労働局次世代産業推進室担当課長

高津区役所区民サービス部保険年金課担当課長

高津区役所区民サービス部保険年金課収納係長

事務取扱

みぞのくち市税事務所納税課担当課長兼務

古　谷　博　之 まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課長

高津区役所保健福祉センター衛生課担当課長

高津区役所保健福祉センター担当課長

（地域みまもり支援センター担当）兼務

松　下　陽　子 多摩区役所保健福祉センター衛生課担当課長

宮前区役所担当課長（危機管理担当） 高　橋　謙　司
監査事務局から出向

（財務監査課長）

宮前区役所まちづくり推進部総務課長 安　藤　裕　明 総務企画局人事部共済課長

宮前区役所まちづくり推進部地域振興課長 笹　倉　賢　治 総務企画局秘書部秘書課課長補佐

宮前区役所区民サービス部区民課長 岡　野　佐　和
市民オンブズマン事務局担当課長

（人権オンブズパーソン担当）

免　宮前区役所区民サービス部保険年金課国民

年金係長事務取扱
高　橋　和　規 宮前区役所区民サービス部保険年金課長

宮前区役所保健福祉センター担当課長

（地域支援担当）
藤　沖　京　子

宮前区役所保健福祉センター担当課長

（地域ケア推進担当）

宮前区役所保健福祉センター高齢・障害課長 杉　浦　辰　彦 こども未来局子育て推進部運営管理課長

宮前区役所道路公園センター整備課長 安　部　正　和

建設緑政局道路河川整備部道路施設課課長補佐

建設緑政局道路河川整備部道路施設課安全施設

係長

宮前区役所道路公園センター整備課担当課長 窪　井　直　樹
議会局から出向

（総務部庶務課課長補佐）

多摩区役所まちづくり推進部総務課長 石　塚　秀　和
議会局から出向

（総務部庶務課長）
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多摩区役所まちづくり推進部企画課長 岩　上　雅　博 総務企画局総務部庶務課担当課長（調査担当）

多摩区役所区民サービス部区民課長 豊　村　和　弘 川崎市市民ミュージアム担当課長

多摩区役所区民サービス部区民課担当課長

（行政サービスコーナー担当）
本　間　一　博 宮前区役所道路公園センター整備課担当課長

多摩区役所区民サービス部保険年金課担当課長

多摩区役所区民サービス部保険年金課収納係長

事務取扱

しんゆり市税事務所納税課担当課長兼務

藤　岡　亮　太
病院局から出向

（市立川崎病院地域医療部担当課長）

多摩区役所保健福祉センター担当課長（地域支

援担当）
鈴　木　宣　子 こども未来局こども支援部こども保健福祉課長

多摩区役所保健福祉センター高齢・障害課長 山　口　孝　子

多摩区役所保健福祉センター高齢・障害課課長

補佐

多摩区役所保健福祉センター高齢・障害課高齢

者支援係長

多摩区役所道路公園センター整備課担当課長 荒　井　康　弘
多摩区役所区民サービス部区民課担当課長

（行政サービスコーナー担当）

麻生区役所まちづくり推進部総務課長 井　上　　　純 麻生区役所まちづくり推進部企画課長

麻生区役所まちづくり推進部企画課長 安　藤　雅　子 総務企画局総務部庁舎管理課担当課長

麻生区役所区民サービス部区民課長 岡　田　幹　史 宮前区役所区民サービス部区民課長

麻生区役所保健福祉センター担当課長

（地域支援担当）
森　田　雅　之 こども未来局子育て推進部保育所整備課長

麻生区役所保健福祉センター衛生課長 海　野　一　彦 健康福祉局保健所医事・薬事課課長補佐

麻生区役所道路公園センター整備課長
吉　田　唯　男

建設緑政局道路管理部管理課課長補佐

建設緑政局道路管理部管理課測量係長

麻生区役所道路公園センター整備課担当課長 井　野　康　信 多摩区役所道路公園センター整備課担当課長

市民オンブズマン事務局担当課長

（人権オンブズパーソン担当）
村　石　惠　子 こども家庭センター副所長

（出向者）

（部長級）

議会局へ出向 野　村　正　人 財政局財政部長

議会局へ出向 宮　村　俊　秀 建設緑政局総務部長

（課長級）

交通局へ出向 篠　原　秀　夫 港湾局港湾振興部庶務課長

病院局へ出向 北　村　　　修 市民文化局市民生活部地域安全推進課長

病院局へ出向 高　橋　智　常 市民文化局市民文化振興室担当課長

病院局へ出向 森　田　博　志
多摩区役所保健福祉センター担当課長（地域ケ

ア推進担当）

教育委員会へ出向 高津原　洋一郎 市民文化局市民スポーツ室担当課長

教育委員会へ出向 松　井　雅　樹 まちづくり局総務部まちづくり調整課担当課長

教育委員会へ出向 五十嵐　豊　和 高津区役所まちづくり推進部生涯学習支援課長

監査事務局へ出向 川　本　正　明 麻生区役所まちづくり推進部総務課長

人事委員会事務局へ出向 日　笠　健　二 総務企画局人事部人事課担当課長

議会局へ出向 渡　辺　貴　彦
総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課

長

３月31日付退職

（局長級）

退職 平　野　敏　行 総務企画局担当理事

退職 大　村　研　一 財政局長

退職 小　林　哲　喜 環境局長
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退職 岡　部　信　彦 健康福祉局担当理事

退職 美　田　誠　二 市立看護短期大学長

退職 小　林　延　秀 まちづくり局担当理事

退職 上　野　葉　子 幸区長

退職 野　本　紀　子 宮前区長

退職 中　村　孝　也 多摩区長

退職 豊　本　欽　也 会計管理者

（部長級）

退職 武　田　良　知 総務企画局総務部長

退職 中　川　正　之 財政局税務部長

退職 藤　原　正　俊 みぞのくち市税事務所担当部長

退職 櫻　井　昌　幸 しんゆり市税事務所長

退職 柏　井　幸　博 都市農業振興センター所長

退職 山　田　健二郎 環境局環境評価室長

退職 飯　島　宣　之 環境局環境対策部長

退職 野　田　広　志 多摩生活環境事業所長

退職 正道寺　民　幸 環境局施設部長

退職 伊　藤　真　人 健康福祉局障害保健福祉部担当部長

退職 中川原　　　勉 健康福祉局保健医療政策室長

退職 竹　田　勇　三 まちづくり局計画部長

退職 若　林　　　武 まちづくり局拠点整備推進室長

退職 渡　邊　宏　行 建設緑政局緑政部担当部長

退職 小　沼　博　司 建設緑政局道路管理部長

退職 濱　見　　　健 建設緑政局道路河川整備部長

退職 鈴　木　友　夫 建設緑政局自転車対策室長

退職 風　巻　正　昭 港湾局港湾経営部長

退職 松　村　洋　一 川崎区役所大師支所長

退職 矢ノ下　勝　博 川崎区役所道路公園センター所長

退職 村　石　　　彰 幸区役所区民サービス部長

退職 八　塚　　　功 幸区役所保健福祉センター所長

退職 高　橋　重　明 中原区役所副区長

退職 庄　司　一　政 高津区役所道路公園センター所長

退職 小佐野　　　晃 宮前区役所区民サービス部長

退職 諏　佐　吉　則 多摩区役所区民サービス部担当部長

退職 石　丸　正　行 多摩区役所道路公園センター所長

退職 小金井　良　孝 麻生区役所区民サービス部長

退職 木　村　清　二
麻生区役所保健福祉センター担当部長（地域み

まもり支援センター担当）

（課長級）

退職 須　田　俊　彦 総務企画局危機管理室担当課長

退職 雨　宮　弘　之 財政局資産管理部検査課長

退職 高　野　雅　由 みぞのくち市税事務所納税課長

退職 鈴　木　照　夫 しんゆり市税事務所市民税課長

退職 竹　間　雅　人 環境局環境対策部大気環境課長

退職 坂　谷　正　人 川崎生活環境事業所長

退職 中野渡　正　昭 浮島処理センター担当課長（技術担当）

退職 鴨志田　　　均 環境総合研究所地域環境・公害監視課長

退職 本　間　良　之 健康福祉局長寿社会部介護保険課長
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退職 高　橋　明　美 市立看護短期大学教授

退職 常　松　俊　一 市立看護短期大学事務局総務学生課長

退職 西　田　祐　子 こども未来局子育て推進部担当課長

退職 新　井　久爾子
こども未来局子育て推進部担当課長（多摩区保

育総合支援担当）

退職 五十嵐　里　美
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室担当課

長

退職 志　村　礼　子 こども家庭センター担当課長（専門）

退職 飯　島　亞矢子 中部児童相談所長

退職 植　田　　　浩
まちづくり局施設整備部担当課長（電気設備担

当）

退職 井　上　正　幸
まちづくり局施設整備部担当課長（機械設備担

当）

退職 梅　原　将　裕
まちづくり局施設整備部担当課長（施設保全担

当）

退職 蔵　方　敏　雄 建設緑政局道路河川整備部公共用地課長

退職 柿　崎　祐　一 川崎区役所担当課長（危機管理担当）

退職 片　桐　俊　幸
川崎区役所まちづくり推進部生涯学習支援課担

当課長（大師地区担当）

退職 宮　本　憲　明 川崎区役所保健福祉センター保護第２課長

退職 田　巻　いづみ 川崎区役所保健福祉センター衛生課長

退職 小　俣　純　子
川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長

退職 川　上　泰　典
川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長

退職 秋　元　由　行 川崎区役所道路公園センター整備課担当課長

退職 家　中　悦　子
幸区役所まちづくり推進部生涯学習支援課担当

課長（日吉地区担当）

退職 服　部　拓　治 中原区役所区民サービス部保健年金課長

退職 八　木　一　也 多摩区役所区民サービス部区民課長（専任）

退職 清　澤　秀　昭 多摩区役所保健福祉センター高齢・障害課長

（上下水道局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（局長級）

上下水道局担当理事

下水道部長事務取扱
関　口　洋　史 下水道部長

（部長級）

上下水道局担当部長（調整担当） 大　畑　達　也 サービス推進部サービス推進課長

サービス推進部長 山　本　昇　二 総務部庶務課長

中部下水道事務所長 永　橋　尚　男 中部下水道事務所管理課長

（課長級）

上下水道局担当課長（調整担当） 今　井　　　寛
総務部管財課課長補佐

総務部管財課管財係長

総務部庶務課長 山　梨　雅　徳 経営管理部経営企画課長

総務部庶務課担当課長 梁　取　昭　治
水管理センター水道施設管理課課長補佐

水管理センター水道施設管理課管理係長

総務部情報管理課長 松　井　宗一郎 下水道部水道管理課長

総務部管財課担当課長 宮　本　　　勝 総務部労務課課長補佐
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経営管理部経営企画課長 舘　　　信　行 上下水道局担当課長（調整担当）

サービス推進部担当課長（下水道使用料担当） 加　藤　隆　志
サービス推進部営業課担当課長（下水道使用料

調査担当）

サービス推進部サービス推進課長 飯　島　純　一 総務部情報管理課長

免　総務企画局総務部担当課長併任 山　口　　　仁 サービス推進部営業課長

サービス推進部給水装置課長 森　下　和　彦 給水装置センター所長

南部サービスセンター所長 石　島　　　博 南部営業センター所長

中部サービスセンター所長 川　下　勝　夫 給水装置センター担当課長（北部担当）

北部サービスセンター所長 中　村　邦　明 北部営業センター所長

水道部水道管路課長 江　頭　徹　夫 水道部施設整備課長

水道部施設整備課長 岸　　　俊　幸 水道部水道管路課長

第１配水工事事務所長 八　木　　　毅 第２配水工事事務所長

第２配水工事事務所長 江　口　裕　二 第３配水工事事務所長

第３配水工事事務所長 屋　代　忠　志
第２配水工事事務所長課長補佐

第２配水工事事務所工務係長

水管理センター水道施設管理課長 河　岸　美　浩 長沢浄水場浄水課長

水管理センター水道施設管理課担当課長（施設

維持担当）
樋　口　文　彦

水管理センター水道施設管理課長補佐

水管理センター水道施設管理課施設第２係長

長沢浄水場浄水課長 佐　藤　　　譲
水管理センター水道施設管理課担当課長（施設

維持担当）

生田浄水場長 神　谷　正　恒
長沢浄水場浄水課課長補佐

長沢浄水場浄水課浄水係長

下水道部下水道管理課長 松　浦　妙　子
入江崎水処理センター課長補佐

入江崎水処理センター管理係長

下水道部管路保全課長 室　井　弘　通 下水道部下水道管路課担当課長（維持管理担当）

下水道部施設保全課長 辻　　　克　彦 下水道部担当課長（保全担当）

入江崎総合スラッジセンター所長 保　科　新　治
入江崎水処理センター課長補佐

入江崎水処理センターポンプ場第１係長

西部下水道管理事務所長 久保田　将　夫 中部下水道事務所工事課課長補佐

北部下水道管理事務所長 藤　井　則　明
上下水道局担当課長（（公財）日本下水道新技

術機構派遣）

中部下水道事務所管理課長 持　田　　　修 下水道部下水道管路課課長補佐

上下水道局担当課長（（公財）日本下水道新技

術機構派遣）
後　藤　正　寛 下水道部下水道管路課課長補佐

三月三十一日付退職

（部長級）

退職 相　澤　吉　彦 上下水道局担当部長（調整担当）

退職 村　岡　眞　紀 サービス推進部長

退職 田　中　　　博 中部下水道事務所長

（課長級）

退職 秋　葉　広　一 総務部管財課担当課長

退職 井　上　朋　之 第１配水工事事務所長

退職 岡　島　三　元 水管理センター水道施設管理課長

退職 並　木　貴　義 生田浄水場長

退職 小　原　清　人 入江崎総合スラッジセンター所長

退職 山　岸　和　則 西部下水道管理事務所長

退職 西　　　英　一 北部下水道管理事務所長
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（交通局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

企画管理部長 篠　原　秀　夫
市長事務部局から出向

（港湾局港湾振興部庶務課長）

自動車部担当部長

塩浜営業所長事務取扱
吉　見　一　郎 自動車部担当部長

自動車部担当部長

鷲ヶ峰営業所長事務取扱
酒　井　光　雄 自動車部運輸課長

（課長級）

企画管理部担当課長（労務担当） 亀　山　健　二
菅生営業所課長補佐

菅生営業所副所長

企画管理部経営企画課長 茂　木　政　樹
市長事務部局から出向

（課長補佐・財政局財政部資金課資金係長）

企画管理部経理課長 筒　井　康　仁
病院局から出向

（経営企画室担当課長）

自動車部管理課長 澁　谷　淳　一 企画管理部担当課長（労務担当）

自動車部運輸課長 北　條　泰　広 自動車部管理課長

塩浜営業所担当課長

塩浜営業所副所長事務取扱
持　田　正　大

自動車部運輸課課長補佐

自動車部運輸課車両係長

（出向者）

（部長級）

市長事務部局へ出向 亀　田　俊　夫 自動車部担当部長

市長事務部局へ出向 平　野　　　誠 企画管理部長

（課長級）

市長事務部局へ出向 永　松　祐　一 企画管理部経理課長

議会局へ出向 渡　邉　光　俊 企画管理部経営企画課長

三月三十一日付退職

（課長級）

退職 大　山　　　勉 塩浜営業所担当課長

（病院局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（局長級）

免　市立井田病院医療安全管理室長事務取扱 宮　森　　　正

市立井田病院担当理事

市立井田病院医療安全管理室兼務

市立井田病院緩和ケア内科部長兼務

市立井田病院地域医療部兼務

市立井田病院かわさき総合ケアセンター所長兼

務

（部長級）

総務部長 山　田　秀　幸
教育委員会から出向

（職員部長）

市立川崎病院脳神経外科兼務

市立川崎病院化学療法センター兼務

市立川崎病院地域医療部兼務

竹　中　信　夫 市立川崎病院副院長

市立川崎病院事務局長

市立川崎病院教育指導部兼務
林　　　徳　厚 市立川崎病院事務局担当部長



（第1,721号）平成29年(2017年)４月25日 川 崎 市 公 報

－1754－

市立川崎病院事務局担当部長

市立川崎病院医療安全管理室担当部長兼務

市立川崎病院地域医療部担当部長兼務

北　村　　　修
市長事務部局から出向

（市民文化局市民生活部地域安全推進課長）

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務 野　﨑　博　之 市立川崎病院内科部長

市立川崎病院循環器内科担当部長

市立川崎病院内科兼務

市立川崎病院検査課兼務

伯　野　大　彦 新任

市立川崎病院緩和ケア内科部長

市立川崎病院内科兼務

市立川崎病院リウマチ膠原病・痛風センター兼

務

田　口　博　章
市立川崎病院市リウマチ膠原病・痛風センター

担当部長

市立川崎病院外科部長

市立川崎病院小児外科部長兼務

市立川崎病院手術部兼務

市　東　昌　也 市立川崎病院消化器外科部長

市立川崎病院消化器外科部長

市立川崎病院外科兼務
夏　　　錦　言 市立川崎病院小児外科部長

市立川崎病院整形外科部長

市立川崎病院手術部兼務
上　田　誠　司 新任

市立川崎病院リウマチ膠原病・痛風センター兼

務
中　道　憲　明 市立川崎病院整形外科担当部長

市立川崎病院脳神経外科部長

市立川崎病院手術部兼務

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

市立井田病院脳神経外科兼務

片　山　　　真 市立川崎病院脳血管外科担当部長

市立川崎病院血管外科部長

市立川崎病院外科兼務

市立川崎病院手術部兼務

和多田　　晋 市立川崎病院外科医長

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務 岡　野　　　裕
市立川崎病院市リウマチ膠原病・痛風センター

所長

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務 圡　橋　隆　俊 市立川崎病院小児科部長

市立川崎病院婦人内視鏡課部長

市立川崎病院婦人科兼務

市立井田病院婦人科兼務

染　谷　健　一 市立川崎病院婦人科担当部長

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務 阿　部　玲　音 市立川崎病院リハビリテーション科部長

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務 倉　田　忠　宣 市立川崎病院放射線診断科部長

免　市立川崎病院集中治療部長兼務

市立川崎病院集中治療部兼務

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

森　田　慶　久 市立川崎病院麻酔科部長

市立川崎病院集中治療部長

市立川崎病院麻酔科兼務

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

市立井田病院麻酔科兼務

逢　坂　佳　宗 市立川崎病院麻酔科医長

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務 田　熊　清　継 市立川崎病院救命救急センター所長

市立川崎病院高度脳神経治療センター所長

市立川崎病院脳神経外科兼務

市立井田病院脳神経外科兼務

今　西　智　之 市立川崎病院脳神経外科部長

市立川崎病院高度脳神経治療センター副所長

市立川崎病院脳神経外科兼務

市立川崎病院手術部兼務

市立井田病院脳神経外科兼務

小野塚　　　聡 市立井田病院副院長
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市立川崎病院高度脳神経治療センター担当部長

市立川崎病院脳神経外科兼務

市立井田病院脳神経外科兼務

植　田　　　良 市立川崎病院脳血管外科担当部長

市立井田病院副院長

市立井田病院脳神経外科部長兼務

市立井田病院手術室長兼務

掛　札　敏　裕 市立川崎病院外科部長

市立井田病院副院長

市立井田病院耳鼻咽喉科部長兼務

市立井田病院医療安全管理室長兼務

市立井田病院リハビリテーションセンター室長

兼務

市立井田病院ＭＥセンター所長兼務

市立川崎病院整形外科兼務

市立井田病院整形外科兼務

市立井田病院リウマチ膠原病・痛風センター兼

務

小　柳　貴　裕 市立川崎病院整形外科部長

免　市立井田病院糖尿病内科部長兼務

免　市立井田病院腎臓内科部長兼務

市立井田病院神経内科部長兼務

免　市立井田病院人工透析内科部長兼務

伊　藤　大　輔 市立井田病院副院長

市立井田病院事務局長 田　邊　雅　史 市立川崎病院事務局長

免　市立井田病院感染症内科部長兼務 西　尾　和　三 市立井田病院呼吸器内科部長

市立井田病院集中治療室長兼務 好　本　達　司 市立井田病院循環器内科部長

市立井田病院糖尿病内科部長

市立井田病院内科兼務
金　澤　寧　彦 市立井田病院内科医長

市立井田病院腎臓内科部長

市立井田病院健康管理室副室長事務取扱

市立井田病院ＭＥセンター副所長事務取扱

市立井田病院人工透析内科部長兼務

市立井田病院内科兼務

滝　本　千　恵 市立井田病院内科医長

市立井田病院感染症内科部長

市立井田病院感染対策室副室長事務取扱

市立川崎病院感染症内科兼務

市立井田病院内科兼務

中　島　由紀子 市立井田病院感染症内科医長

市立井田病院外科担当部長 大　山　隆　史 市立井田病院外科医長

免　市立井田病院リハビリテーションセンター

室長兼務
西　本　和　正 市立井田病院整形外科部長

市立井田病院泌尿器科担当部長 小　宮　　　敦 市立井田病院泌尿器科医長

市立井田病院歯科口腔外科部長

市立井田病院歯科部長兼務
村　岡　　　渡 市立井田病院歯科口腔外科医長

免　市立井田病院神経内科部長兼務 鈴　木　貴　博 市立井田病院救急センター所長

（課長級）

総務部庶務課長 関　　　広　文 経営企画室担当課長

総務部庶務課担当課長 古　山　美　佐
市立川崎病院看護部課長補佐

市立川崎病院看護部看護師長

経営企画室担当課長 高　橋　智　常
市長事務部局から出向

（市民文化局市民文化振興室担当課長）

経営企画室担当課長 田　中　良　典
交通局から出向

（課長補佐・企画管理部経理課出納係長）
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市立川崎病院事務局担当課長（川崎病院再編整

備担当）兼務
五十嵐　由　典 経営企画室担当課長

市立川崎病院感染対策室担当課長 森　田　純　子
市立川崎病院看護部課長補佐

市立川崎病院看護部看護師長

市立川崎病院内科医長

市立川崎病院糖尿病内科兼務

市立川崎病院内分泌内科兼務

市立井田病院内科兼務

市立井田病院糖尿病内科兼務

髙　田　昌　幸 市立川崎病院内科副医長

市立川崎病院呼吸器内科医長 田　中　希宇人 市立川崎病院呼吸器内科副医長

市立川崎病院新生児内科医長 古　川　律　子 新任

市立川崎病院外科医長 三　原　規　奨 市立川崎病院外科副医長

市立川崎病院脳神経外科医長

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

市立井田病院脳神経外科兼務

三　島　　　牧 市立井田病院脳神経外科医長

市立川崎病院泌尿器科医長 服　部　盛　也 市立川崎病院泌尿器科副医長

市立川崎病院麻酔科医長

市立川崎病院集中治療部兼務

市立井田病院麻酔科兼務

安　藤　嘉　門 市立川崎病院麻酔科副医長

市立川崎病院検査科担当課長

市立川崎病院臨床研究支援室兼務
西之坊　泰　子 市立川崎病院検査科課長補佐

市立川崎病院看護部担当課長

市立川崎病院看護部看護師長事務取扱
楳　原　弘　成 市立川崎病院看護部看護師長

市立川崎病院食養科長 太　田　博　子 市立川崎病院食養科課長補佐

市立川崎病院地域医療部担当課長
森　田　博　志

市長事務部局から出向

（多摩区役所保健福祉センター担当課長（地域

ケア推進担当））

市立川崎病院救命救急センター医長

市立川崎病院救命救急センター救急科兼務

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

市立井田病院救急センター兼務

齋　藤　　　豊 立川崎病院救命救急センター副医長

市立川崎病院救命救急センター医長

市立川崎病院救命救急センター救急科兼務

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

市立井田病院救急センター兼務

荘　司　　　清 市立川崎病院救命救急センター副医長

市立川崎病院救命救急センター医長

市立川崎病院救命救急センター救急科兼務

市立井田病院救急センター兼務

塩　島　裕　樹 市立川崎病院救命救急センター副医長

市立井田病院内科医長 坂　東　和　香 市立井田病院内科副医長

市立井田病院循環器内科医長 小　西　宏　明 市立井田病院循環器内科副医長

市立井田病院消化器外科医長

市立井田病院外科兼務
藤　村　知　賢 市立井田病院消化器外科副医長

市立井田病院乳腺外科医長

市立井田病院外科兼務
嶋　田　恭　輔 市立井田病院乳腺外科副医長

市立井田病院整形外科医長 保　坂　聖　一 新任

市立井田病院看護部担当課長

市立井田病院看護部看護師長事務取扱
飯　塚　千　代 市立川崎病院看護部担当課長

市立井田病院看護部担当課長

市立井田病院看護部看護師長事務取扱
篠　山　　　薫

市立井田病院看護部課長補佐

市立井田病院看護部看護師長



川 崎 市 公 報 （第1,721号）平成29年(2017年)４月25日

－1757－

市立井田病院看護部看護部長 藤　原　実　香
市立井田病院看護部課長補佐

市立井田病院看護部看護師長

市立井田病院地域医療部担当課長

市立井田病院健康管理室担当長兼務
齋　藤　久　江 市立井田病院看護部担当課長

市立井田病院地域医療部担当課長

市立井田病院かわさき総合ケアセンター担当課

長兼務

森　　　充　子
市立井田病院かわさき総合ケアセンター担当課

長

市立井田病院化学療法センター医長

市立井田病院内科兼務

市立井田病院腫瘍内科兼務

市立井田病院かわさき総合ケアセンター兼務

西　　　智　弘 市立井田病院化学療法センター副医長

（出向者）

（部長級）

市長事務部局へ出向 長谷川　幸　雄 総務部担当部長

（課長級）

市長事務局へ出向 大　城　健　一 市立井田病院救急センター医長

市長事務局へ出向 藤　岡　亮　太 市立川崎病院地域医療部担当課長

交通局へ出向 筒　井　康　仁 経営企画室担当課長

３月31日付退職

（局長級）

退職 林　　　保　良 市立川崎病院担当理事

（部長級）

退職 山　田　英　正 総務部長

退職 栗　原　伸　芳 市立川崎病院新生児内科担当部長

退職 神　山　　　隆 市立井田病院事務局長

（課長級）

退職 稲　部　眞由美 総務部庶務課担当課長

退職 駒　場　瑠美子 市立川崎病院感染対策室担当課長

退職 船　尾　陽　生 市立川崎病院整形外科医長

退職 東　野　俊　洋
市立川崎病院リウマチ膠原病・

痛風センター医長

退職 髙　木　優　樹 市立川崎病院小児科医長

退職 金　子　　　剛 市立川崎病院泌尿器科医長

退職 武　田　利　和 市立川崎病院泌尿器科医長

退職 千代田　達　幸 市立川崎病院婦人科医長

退職 菅　規　久　子 市立川崎病院集中治療部医長

退職 鏑　木　友　子 市立川崎病院検査科担当課長

退職 樋　口　直　美 市立川崎病院食養科長

退職 郷　内　志　朗 市立川崎病院救命救急センター医長

退職 長　橋　　　隆 市立井田病院事務局庶務課担当課長

退職 西　村　友　子 市立井田病院看護部担当課長

退職 澁　谷　由紀子 市立井田病院看護部担当課長

退職 加治屋　祐　子 市立井田病院看護部副看護部長

退職 岡　部　和　代 市立井田病院地域医療部担当課長
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（消防局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

総務部長 原　　　悟　志 予防部長

総務部担当部長

総務部庶務課長事務取扱
砥　石　勝　美 宮前消防署副署長

警防部担当部長

警防部警防課長事務取扱
下　山　亮　介 警防部指令課担当課長（指令統制担当）

予防部長 日　迫　善　行 多摩消防署長

予防部担当部長 七　條　勇　佑 新任

予防部担当部長

予防部予防課長事務取扱
石　渡　英　幸 予防部査察課長

川崎消防署長 石　井　博　道 予防部担当部長

高津消防署長 富　樫　　　剛 総務部施設装備課長

多摩消防署長 白　石　与志夫 総務部人事課長

（課長級）

総務部人事課長

総務部人事課初任教育訓練所長事務取扱
杉　山　哲　男 幸消防署警防第２課長

総務部施設装備課長 藤　原　　　收 高津消防署副署長

警防部指令課担当課長（指令統制担当） 秋　葉　達　也 臨港消防署警防第２課長

警防部指令課担当課長（指令統制担当） 渡　部　仁　志 麻生消防署警防第１課長

警防部航空隊長 鈴　　　伊知郎 臨港消防署副署長

予防部査察課長 原　田　俊　一 多摩消防署予防課長

臨港消防署副署長

川崎区役所担当課長併任
重　松　　　純 宮前消防署担当課長（警防統括担当）

臨港消防署警防第１課長 北　嶋　知　巳
警防部警防課課長補佐

警防部警防課警防係長

臨港消防署警防第２課長 松　本　智　禎
警防部警防課課長補佐

警防部警防課消防係長

川崎消防署担当課長（警防統括担当） 石　井　　　豊 多摩消防署警防第２課長

川崎消防署予防課長 岩　崎　敏　幸 幸消防署予防課長

川崎消防署警防第１課長 松　本　英　輝 総務部課長補佐（企画担当）

幸消防署副署長

幸区役所担当課長併任
風　間　昭　一 川崎消防署予防課長

幸消防署予防課長 瀧　下　隆　男
予防部危険物課課長補佐

予防部危険物課規制係長

幸消防署警防第１課長 宮　島　孝　浩
総務部庶務課課長補佐

総務部庶務課消防団係長

幸消防署警防第２課長 井　澤　　　隆
臨港消防署課長補佐

臨港消防署警防第２課警防係長

中原消防署予防課長 小金澤　貴　史
予防部予防課課長補佐

予防部予防課予防係長

中原消防署警防第１課長 間　宮　雄二郎 宮前消防署警防第１課長

中原消防署警防第２課長 福　原　　　進
総務部人事課課長補佐

総務部人事課職員厚生係長

高津消防署副署長

高津区役所担当課長併任
伊　藤　聡　夫 川崎消防署担当課長（警防統括担当）

高津消防署担当課長（警防統括担当） 橋　本　昭　彦 川崎消防署警防第１課長

高津消防署予防課長 大　友　正　人 中原消防署予防課長
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高津消防署警防第１課長 田　中　克　己 多摩消防署警防第１課長

宮前消防署副署長

宮前区役所担当課長併任
大　谷　幹　男 高津消防署担当課長（警防統括担当）

宮前消防署担当課長（警防統括担当） 佐　川　　　勉 臨港消防署警防第１課長

宮前消防署警防第１課長 菅　谷　由紀夫 中原消防署警防第１課長

多摩消防署予防課長 相　沢　淳　一
多摩消防署課長補佐

多摩消防署予防課予防係長

多摩消防署警防第１課長 山　本　久　夫
中原消防署課長補佐

中原消防署警防第１課警防係長

多摩消防署警防第２課長 望　月　廣太郎 高津消防署警防第１課長

麻生消防署担当課長（警防統括担当） 若　林　　　薫 中原消防署警防第２課長

麻生消防署警防第１課長 中　村　幸　雄
中原消防署課長補佐

中原消防署警防第２課警防係長

３月31日付退職

（部長級）

退職 小　林　英　木 総務部長

退職 髙　遠　英　夫 総務部担当部長

退職 酒　寄　惠　司 警防部担当部長

退職 原　尻　賢　司 警防部担当部長

退職 京　増　敏　彦 川崎消防署長

退職 森　下　泰　弘 高津消防署長

（課長級）

退職 井　口　正　雄 警防部指令課担当課長（指令統制担当）

退職 堀　口　和　彦 警防部航空隊長

退職 内　山　高　男 幸消防署副署長

退職 山　口　範　夫 幸消防署警防第１課長

退職 笹　本　和　彦 高津消防署予防課長

退職 木　所　純　一 麻生消防署担当課長（警防統括担当）

（教育委員会事務局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

教育委員会事務局担当部長

川崎市総合教育センター所長兼務
小　松　典　子 新任

総務部担当部長（教育改革推進担当） 橋　谷　由　紀 新任

教育環境整備推進室長 野　本　宏　一 総務部庶務課長

職員部長 小田桐　　　恵 職員部教職員課長

職員部担当部長 石　橋　俊　治 新任

学校教育部長

健康福祉局地域包括ケア推進室担当部長併任
市　川　　　洋 新任

健康給食推進室長

総務企画局総務部担当部長併任
石　井　宏　之 中学校給食推進室長

川崎市総合教育センター担当部長

川崎市総合教育センター総務室長事務取扱
渡　辺　英　一 学校教育部指導課長

（課長級）

総務部担当課長（人権・共生教育担当） 大　野　恵　美 新任

総務部庶務課長

総務企画局総務部庶務課担当課長併任
池之上　健　一 生涯学習部生涯学習推進課長
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総務部学事課長 久　保　愼太郎
総務部庶務課課長補佐

総務部庶務課庶務係長

教育環境整備推進室担当課長 松　井　雅　樹
市長事務部局から出向（まちづくり局総務部ま

ちづくり調整課担当課長）

教育環境整備推進室担当課長 鈴　木　　　徹 学校教育部健康教育課長

職員部教職員企画課長 猪　俣　　　聡 職員部担当課長（県費教職員移管準備担当）

職員部教職員企画課担当課長 佐　藤　忠　光 職員部勤労課担当課長

職員部教職員人事課長 広　瀬　　　進 川崎市総合教育センター総務室長

職員部教職員人事課担当課長 植　村　裕　之 新任

職員部教職員人事課担当課長 落　合　　　隆 新任

職員部教職員人事課担当課長 安　藤　　　勉 総務部担当課長（教育改革推進担当）

職員部教職員人事課担当課長 大　塚　裕　司 総務部学事課課長補佐

職員部教職員人事課担当課長 佐　藤　茂　樹 職員部教職員課担当課長

職員部教職員人事課担当課長 渡　部　伸　一 職員部教職員課担当課長

職員部教職員人事課担当課長 望　月　貴　司 職員部教職員課担当課長

職員部教職員人事課担当課長 金　子　　　清 川崎市総合教育センター担当課長

職員部給与厚生課長 小　島　昌　子 職員部勤労課長

学校教育部担当課長（川崎区・教育担当）

川崎区役所保健福祉センター担当課長（地域み

まもり支援センター担当）併任

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長併任

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長併任

猫　橋　則　文 新任

学校教育部担当課長（幸区・教育担当）

幸区役所保健福祉センター担当課長（地域みま

もり支援センター担当）併任

田　中　眞砂美 新任

学校教育部担当課長（中原区・教育担当）

中原区役所保健福祉センター担当課長（地域み

まもり支援センター担当）併任

小　林　勝　弘 新任

学校教育部担当課長（麻生区・教育担当）

麻生区役所保健福祉センター担当課長（地域み

まもり支援センター担当）併任

川　村　雅　昭 総務部担当課長（人権・共生教育担当）

学校教育部健康教育課長 藤　村　　　崇 人事委員会事務局から出向（調査課長）

学校教育部健康教育課担当課長 辻　　　敏　明 新任

学校教育部指導課長

健康福祉局地域包括ケア推進室担当課長併任
森　　　有　作 中学校給食推進室担当課長

学校教育部指導課担当課長 岩　木　正　志 総務部指導主事（教育改革推進担当）

学校教育部指導課担当課長 佐　藤　俊　司 学校教育部担当課長（中原区・教育担当）

学校教育部指導課担当課長（支援教育企画・調

整担当）
加　藤　るみ子

交通局から出向

（課長補佐・企画管理部庶務課庶務係長）

健康給食推進室担当課長

総務企画局総務部庶務課担当課長併任
田　中　道　人 教育環境整備推進室担当課長

健康給食推進室担当課長 北　村　恵　子 学校教育部健康教育課担当課長

健康給食推進室担当課長 若　尾　　　弘
学校教育部指導課担当課長（支援教育企画・調

整担当）

健康給食推進室担当課長 阿　部　信　一 中学校給食推進室担当課長

健康給食推進室担当課長

総務企画局総務部庶務課担当課長併任
古　俣　和　明 中学校給食推進室担当課長
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健康給食推進室担当課長 田　中　一　平 中学校給食推進室担当課長

健康給食推進室担当課長 末　木　琢　郎
生涯学習部生涯学習推進課課長補佐／生涯学習

部生涯学習推進課企画係長

生涯学習部生涯学習推進課長 大　島　直　樹 職員部教職員課担当課長

川崎市立多摩図書館長 横　田　直　行 川崎市立多摩図書館課長補佐

川崎市立麻生図書館長 寺　戸　光　樹 総務部学事課長

川崎市総合教育センターカリキュラムセンター

室長
鈴　木　克　彦

川崎市総合教育センターカリキュラムセンター

担当課長

川崎市総合教育センターカリキュラムセンター

担当課長
辰　口　直　美 新任

川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター

室長
栃　木　達　也 新任

川崎市青少年科学館長 五十嵐　豊　和
市長事務部局から出向（高津区役所まちづくり

推進部生涯学習支援課長）

（出向者）

（部長級）

市長事務部局へ出向 島　田　秀　雄 生涯学習部担当部長

市長事務部局へ出向 小田嶋　　満　 学校教育部長

病院局へ出向 山　田　秀　幸 職員部長

（課長級）

市長事務部局へ出向 石　渡　一　城 職員部担当課長（県費教職員移管準備担当）

市長事務部局へ出向 工　藤　圭　一 教育環境整備推進室担当課長

３月31日付退職

（局長級）

退職 芹　澤　成　司 教育委員会事務局担当理事

退職 佐　藤　裕　之 教育委員会事務局担当理事（教育改革推進担当）

（部長級）

退職 丹　野　典　和 教育環境整備推進室長

（課長級）

退職 深　澤　洋　子 川崎市立多摩図書館長

退職 小　山　秀　一 川崎市立麻生図書館長

退職 外　山　明　彦 川崎市立日本民家園担当課長

（人事委員会事務局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（局長級）

人事委員会事務局長 吉　田　孝　司 議会局から出向（総務部長）

（課長級）

調査課長 日　笠　健　二
市長事務部局から出向

（総務企画局人事部人事課担当課長）

（出向者）

（課長級）

教育委員会へ出向 藤　村　　　崇 調査課長

３月31日付退職

（局長級）

退職 小　池　義　教 人事委員会事務局長
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（監査事務局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（課長級）

財務監査課長 川　本　正　明
市長事務部局から出向（麻生区役所まちづくり

推進部総務課長）

（出向者）

（課長級）

市長事務部局へ出向 髙　橋　謙　司 財務監査課長

（議会局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（局長級）

議会局担当理事

総務部長事務取扱
野　村　正　人 市長事務部局から出向（財政局財政部長）

（部長級）

議事調査部長 宮　村　俊　秀 市長事務部局から出向（建設緑政局総務部長）

（課長級）

総務部庶務課長 渡　邉　光　俊 交通局から出向（企画管理部経営企画課長）

議事調査部政策調査課長 渡　辺　貴　彦

市長事務部局から出向

（総務企画局行政改革マネジメント推進室担当

課長

（出向者）

（部長級）

市長事務部局へ出向 関　　　敏　秀 議事調査部長

人事委員会事務局へ出向 吉　田　孝　司 総務部長

（課長級）

市長事務部局へ出向 石　塚　秀　和 総務部庶務課長

３月31日付退職

（課長級）

退職 渡　邉　　　充 議事調査部政策調査課長

　　　財政局長の略歴

 唐
とうじんばら

仁原　　晃
あきら

　　

生年月日　　　　昭和33年４月17日　58歳

住　　所　　　　相模原市南区新磯野

学　　歴

　昭和57年３月　青山学院大学経営学部経営学科卒業

職　　歴

　昭和58年２月　川崎市役所入所

　平成17年４月　財政局財政部財政課主幹

　　　　　　　　（財政計画担当）

　平成20年４月　財政局財政部財政課長

　平成21年４月　財政局財政部参事・財政課長

　平成22年４月　総務局行財政改革室長

　平成24年４月　総務局人事部長

　平成25年４月　総務局秘書部長

　平成25年12月　 総合企画局担当理事・スマートシティ

戦略室長事務取扱

　平成26年４月　 総合企画局担当理事・都市経営部長事

務取扱

　平成28年４月　市民文化局長

　　　市民文化局長の略歴

 鈴
すず

　木
き

　賢
けん

　二
じ

　　

生年月日　　　　昭和34年３月24日　58歳

住　　所　　　　川崎市多摩区菅仙谷

学　　歴

　昭和52年３月　法政大学第二高校卒業

職　　歴

　昭和52年４月　川崎市役所入所

　平成16年４月　中原区役所総務企画課主幹

　　　　　　　　（企画調整担当）

　平成18年４月　総合企画局自治政策部主幹

　　　　　　　　（区行政改革推進担当）

　平成21年４月　 総合企画局公園緑地まちづくり調整室

長

　平成24年４月　市民・こども局市民スポーツ室長
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　平成26年４月　市民・こども局シティセールス・

　　　　　　　　広報室長

　平成26年９月　中原区長

　　　環境局長の略歴

 大
おお

　澤
さわ

　太
た

　郎
ろう

　　

生年月日　　　　昭和35年８月５日　56歳

住　　所　　　　川崎市幸区古川町

学　　歴

　昭和54年３月　県立川崎高校　卒業

職　　歴

　昭和59年２月　川崎市役所入所

　平成18年４月　環境局総務部庶務課主幹

　　　　　　　　（労務管理・安全衛生担当）

　平成19年４月　環境局総務部庶務課長

　平成21年４月　総務局人事部人事課長

　平成23年４月　環境局施設部長

　平成24年４月　環境局地球環境推進室長

　平成26年４月　環境局総務部長

　　　幸区長の略歴

 石
いし

　渡
わた

　伸
のぶ

　幸
ゆき

　　

生年月日　　　　昭和33年８月21日　58歳

住　　所　　　　東京都大田区仲六郷

学　　歴

　昭和56年３月　中央大学経済学部国際経済学科卒業

職　　歴

　昭和56年４月　川崎市役所入所

　平成17年４月　総務局行財政改革室主幹

　平成19年４月　健康福祉局総務部企画課長

　平成21年４月　健康福祉局総務部庶務課長

　平成22年４月　健康福祉局地域福祉部長

　平成24年４月　総務局行財政改革室長

　平成26年４月　幸区役所副区長

　平成28年４月　市民文化局コミュニティ推進部長

　　　中原区長の略歴

 向
さぎ

　坂
さか

　光
みつ

　浩
ひろ

　　

生年月日　　　　昭和36年２月14日　56歳

住　　所　　　　川崎市多摩区宿河原

学　　歴

　昭和60年３月　中央大学第二理工学部土木工学科卒業

職　　歴

　昭和54年４月　川崎市役所入所

　平成18年４月　麻生区役所総務企画課主幹

　　　　　　　　（企画調整担当）

　平成20年４月　麻生区役所総務課長

　平成22年４月　総務局人事部職員厚生課長

　平成23年４月　総務局総務部庶務課長

　平成24年４月　市民・こども局区政推進部長

　平成27年４月　麻生区役所副区長

　　　高津区長の略歴

 髙
たか

　梨
なし

　憲
けん

　爾
じ

　　

生年月日　　　昭和34年５月28日　57歳

住　　所　　　川崎市多摩区長尾

学　　歴

　昭和58年３月　慶応義塾大学法学部政治学科卒業

職　　歴

　昭和58年４月　川崎市役所入所

　平成17年４月　教育委員会事務局川崎市幸市民館長

　平成18年４月　教育委員会事務局職員部勤労課主幹

　平成19年４月　教育委員会事務局総務部企画課主幹

　平成20年４月　教育委員会事務局総務部企画課長

　平成22年４月　教育委員会事務局学校教育部指導課長

　平成23年４月　教育委員会事務局職員部長

　平成27年４月　高津区役所副区長

　　　宮前区長の略歴

 小
お

田
だ

嶋
じま

　　満
みつる

　　

生年月日　　　　昭和33年12月27日　58歳

住　　所　　　　横浜市鶴見区本町通

学　　歴

　昭和57年３月　横浜国立大学教育学部卒業

職　　歴

　昭和57年４月　川崎市役所入所

　平成20年４月　川崎市立東橘中学校教頭

　平成22年４月　教育委員会事務局学校教育部担当課長

　　　　　　　　（多摩区・教育担当）

　平成24年４月　川崎市立稲田中学校長

　平成26年４月　教育委員会事務局総務部担当部長

　　　　　　　　（教育改革推進担当）

　平成27年４月　教育委員会事務局学校教育部長

　　　多摩区長の略歴

 石
いし

　本
もと

　孝
たか

　弘
ひろ

　　

生年月日　　　　昭和34年３月28日　58歳

住　　所　　　　川崎市中原区下小田中

学　　歴

　昭和56年３月　武蔵工業大学工学部建築学科卒業

職　　歴

　昭和56年10月　川崎市役所入所

　平成17年４月　まちづくり局計画部主幹

　　　　　　　　（神奈川口推進担当）

　平成18年４月　まちづくり局神奈川口推進室主幹

　平成21年４月　まちづくり局計画部都市計画課主幹
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　　　　　　　　（都市基盤担当）

　平成22年４月　まちづくり局計画部都市計画課長

　平成23年７月　登戸区画整理事務所長

　平成27年４月　まちづくり局計画部長

　平成28年４月　まちづくり局市街地整備部長

　　　会計管理者の略歴

 山
やま

　田
だ

　祥
しょう

　司
じ

　　

生年月日　　　　昭和33年５月10日　58歳

住　　所　　　　川崎市麻生区岡上

学　　歴

　昭和56年３月　東海大学理学部情報数理学科卒業

職　　歴

　昭和56年４月　川崎市役所入所

　平成17年４月　総務局総務部庶務課主幹

　　　　　　　　（調査担当）

　平成18年４月　財政局管財部管財課長

　平成21年４月　財政局財政部庶務課長

　平成23年４月　財政局資産管理部長

　平成25年４月　高津区役所区民サービス部長

　平成27年４月　総合企画局自治推進部長

　平成28年４月　高津区長

　　　交通局長の略歴

 平
ひら

　野
の

　　誠
まこと

　　

生年月日　　　　昭和33年６月５日　58歳

住　　所　　　　川崎市高津区二子

学　　歴　

　昭和56年３月　法政大学経済学部経済学科卒業

職　　歴

　昭和56年４月　川崎市役所入所

　平成16年４月　教育委員会事務局主幹

　　　　　　　　（事務改善担当）

　平成17年４月　教育委員会事務局職員部勤労課主幹

　平成18年４月　議会事務局議事課長

　平成21年４月　議会局議事調査部長

　平成23年４月　教育委員会事務局総務部長

　平成25年４月　議会局総務部長

　平成27年４月　交通局企画管理部長

　　　人事委員会事務局長の略歴

 吉
よし

　田
だ

　孝
たか

　司
し

　　

生年月日　　　　昭和33年２月21日　59歳

住　　所　　　　横浜市泉区緑園

学　　歴

　昭和55年３月　日本大学法学部法律学科卒業

職　　歴

　昭和55年12月　川崎市役所入所

　平成17年４月　総務局総務部法制課主幹

　　　　　　　　（訟務担当）

　平成18年４月　港湾局港湾振興部管理課長

　平成20年４月　港湾局港湾経営部経営企画課長

　平成22年４月　川崎港管理センター副所長

　平成23年４月　港湾局港湾経営部長

　平成24年４月　総務局担当部長

　　　　　　　　（服務監察担当）

　平成25年４月　建設緑政局総務部長

　平成27年４月　議会局総務部長

　　　総務企画局担当理事・都市政策部長事務取扱

　　　の略歴

 北
きた

　　篤
あつ

　彦
ひこ

　　

生年月日　　　　昭和34年９月25日　57歳

住　　所　　　　川崎市中原区上平間

学　　歴

　昭和57年３月　法政大学法学部法律学科卒業

職　　歴

　昭和57年10月　川崎市役所入所

　平成18年４月　総務局市民情報室主幹

　　　　　　　　（政策担当）

　平成19年１月　市民局シティセールス・広報室主幹

　平成20年４月　市民・こども局市民文化室主幹

　平成21年４月　総合企画局都市経営部広域企画課長

　平成22年４月　 市民・こども局シティセールス・広報

室長

　平成25年４月　市民・こども局市民文化室長

　平成26年４月　 市民・こども局こども本部子育て施策

部長

　平成27年４月　健康福祉局総務部長

　平成28年４月　総務企画局都市政策部長

　　　総務企画局担当理事・本庁舎等建替準備室長

　　　事務取扱の略歴

 和
わ

　田
だ

　忠
ただ

　也
や

　　

生年月日　　　　昭和33年11月２日　58歳

住　　所　　　　川崎市高津区下作延

学　　歴

　昭和57年３月　横浜国立大学工学部建築学科卒業

職　　歴

　昭和58年４月　川崎市役所入所

　平成17年４月　 まちづくり局市街地開発部事業推進課

長

　平成18年４月　 まちづくり局市街地開発部市街地整備

推進課長

　平成20年４月　 まちづくり局計画部景観・まちづくり

支援課長
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　平成22年４月　まちづくり局計画部担当部長・

　　　　　　　　景観・まちづくり支援課長事務取扱

　平成23年４月　まちづくり局市街地開発部長

　平成24年４月　 総合企画局公園緑地まちづくり調整室

長

　平成26年４月　総務局本庁舎等建替準備室長

　平成28年４月　総務企画局本庁舎等建替準備室長

　　　健康福祉局市立看護短期大学長の略歴

 坂
さか

　元
もと

　　昇
のぼる

　　

生年月日　　　　昭和27年７月31日　64歳

住　　所　　　　川崎市宮前区有馬

学　　歴

　昭和57年３月　 大阪大学大学院医学研究科博士課程修

了

職　　歴

　平成７年４月　川崎市役所入所

　　　　　　　　中原保健所保健予防課主幹

　平成８年４月　宮前保健所長

　平成９年４月　宮前区役所保健所長

　平成10年４月　中原区役所保健所長

　平成11年４月　健康福祉局健康部長

　平成16年４月　健康福祉局保健医療部長

　平成18年４月　健康福祉局医務監

　　　まちづくり局担当理事・施設整備部長事務

　　　取扱の略歴

 内
うち

　野
の

　俊
とし

　之
ゆき

　　

生年月日　　　　昭和33年３月２日　59歳

住　　所　　　　川崎市麻生区細山

学　　歴

　昭和55年３月　武蔵工業大学工学部建築学科卒業

職　　歴

　昭和55年７月　川崎市役所入所

　平成19年４月　 まちづくり局指導部建築審査課主幹

（構造担当）

　平成23年４月　まちづくり局施設整備部担当課長

　　　　　　　　（公共建築担当）

　平成26年４月　まちづくり局施設整備部長

　　　建設緑政局担当理事・総務部長事務取扱の略歴

 鈴
すず

　木
き

　直
なお

　仁
ひと

　　

生年月日　　　　昭和33年１月21日　59歳

住　　所　　　　川崎市多摩区南生田

学　　歴

　昭和55年３月　東京農業大学農学部造園学科卒業

職　　歴

　昭和59年４月　川崎市役所入所

　平成18年４月　環境局緑政部主幹

　　　　　　　　（緑政企画担当）

　平成20年４月　環境局緑政部緑政課長

　平成22年４月　建設緑政局緑政部緑政課長

　平成23年４月　建設緑政局緑政部公園緑地課長

　平成24年４月　建設緑政局緑政部長

　平成28年４月　麻生区役所道路公園センター所長

　　　 臨海部国際戦略本部担当理事・臨海部事業推進部

長事務取扱の略歴

 中
なか

　村
むら

　　健
たけし

　　

生年月日　　　　昭和34年２月18日　58歳

住　　所　　　　横浜市青葉区大場町

学　　歴

　平成４年３月　 埼玉大学政策科学研究科政策科学専攻

修了

職　　歴

　昭和59年10月　川崎市役所入所

　平成18年４月　総合企画局都市経営部主幹

　平成20年４月　経済労働局産業振興部工業振興課長

　平成24年４月　経済労働局産業振興部長

　平成26年４月　環境局地球環境推進室長

　平成28年４月　 経済労働局担当理事・公営事業部長事

務取扱

上下水道局担当理事・下水道部長事務取扱の略歴

 関
せき

　口
ぐち

　洋
ひろ

　史
し

　　

生年月日　　　　昭和32年７月10日　59歳

住　　所　　　　神奈川県鎌倉市手広

学　　歴

　昭和55年３月　日本大学理工学部土木工学科卒業

職　　歴

　昭和55年４月　川崎市役所入所

　平成19年４月　建設局下水道部主幹

　　　　　　　　（経営企画担当）

　平成21年４月　建設局下水道部管路課長

　平成22年４月　上下水道局中部下水道事務所長

　平成24年４月　下水道部担当部長

　　　　　　　　（下水道施設担当）

　平成27年４月　下水道部長

議会局担当理事・総務部長事務取扱の略歴

 野
の

　村
むら

　正
まさ

　人
と

　　

生年月日　　　　昭和33年12月17日　58歳

住　　所　　　　川崎市多摩区中野島

学　　歴

　昭和56年３月　慶応義塾大学法学部法律学科卒業
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職　　歴

　昭和56年10月　川崎市役所入所

　平成18年４月　総務局総務部法制課主幹

　　　　　　　　（訟務担当）

　平成21年４月　議会局議事調査部政策調査課長

　平成23年４月　議会局議事調査部長

　平成26年４月　財政局しんゆり市税事務所長

　平成28年４月　財政局財政部長

正 誤

　川崎市公報第1,720号（平成29年4月10日発行）1337ペ

ージ川崎市交通局公告（調達）第3号中「交通局長　飯

塚　　哲」は「交通局長　平　野　　誠」の誤り。


